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人口・世帯
(令和2年10月1日現在)

人 口
男
女
世帯数

:
:
:
:

32,990人
16,747人
16,243人
13,972世帯

（+13）
（－1）
（+14）
（+3）

今月の納税等
納期限／口座振替日
11月30日

納付は便利な口座振替で
　　既に申し込み済みの方は残高確認を！

● 国民健康保険税　　　　　　　　　　　　５　　期
● 介護保険料　　　　　　　　　　　　　　５　　期
● 後期高齢者医療保険料　　　　　　　　　５　　期
● 保育所運営費保護者負担金　　　　　　１１ 月 分
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1歳のお誕生日おめでとう☆これ
からも元気いっぱいニコニコ笑顔
をたくさん見せてね！！

5日
生まれ
三本木

麻生 彩羽ちゃん
い ろ は

お父さんとお母さんの所に来てくれてありがとう！裕大は宝物だよ。いつまでもその笑顔で皆を幸せにしてね！

14日
生まれ
北間島

甘蔗生 裕大くん

ゆ う た

11月生まれの
みんな

おめでとう!
対象　本町在住で、広報発行月に満1

歳の誕生日を迎えるお子さん
　　　例11月生まれは11月号
締切　各生まれ月の2カ月前の10日
応募方法　応募用紙に記入の上、役場

企画課または保健センタ
ー健康館すこやかおおは
るの応募箱に投函してく
ださい。

問合せ先　役場　企画課　内線128

「こんにちは ！1歳になりました ！ 」

募集中！

昨年の秋季防火パレードの様子

「広報おおはる」・「おおはる議会だより」をスマートフォンアプリで配信中
「広報おおはる」・「おおはる議会だより」をスマートフォンの無料アプリ「マチイロ」で配信しています。
下記の2次元コードからダウンロードできます。ぜひご利用ください。
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令和元年度　一般会計　決算
～概要～
　令和元年度決算が9月議会で
認定されました。
　一般会計の決算は、歳入が103
億7060万2084円で前年比5.4％
の増、歳出は97億5399万3940円
で前年比4.9％の増となりました。
　歳入の構成比は、町税が39.0％
（40億4348万7122円）で最も高
く、国庫支出金が13.8％（14億
3554万7502円）で続いています。
　歳出の構成比は、民生費が
41.7％（40億6726万1461円）で
最も高く、教育費が15.7％（15億
3436万2090円）で続いています。

令
和
元
年
度 

決
算
報
告

町税
繰入金
繰越金
分担金及び負担金
国庫支出金
県支出金
地方交付税
町債

地方消費税交付金

皆さんから町に納めていただいた税金（町民税・固定資産税・町たばこ税など）です。
財源の不足分を基金などで補ったお金です。
前年度から繰り越したお金です。
町が行う特定の事業の財源として、その事業による受益の限度において受益者から徴収したお金です。
特定の事業に充てるために国から支出されたお金です。
特定の事業に充てるために県から支出されたお金です。
国が徴収する税金（所得税・法人税・酒税・消費税・地方法人税）の中から、町の財政需要に応じて交付されたお金です。
大きな事業を行うときや財源不足を補うために借り入れたお金です。
令和元年9月までは、消費税8％のうち1.7％、令和元年10月からは、消費税10％のうち2.2％が地方消費税で、
県が地方消費税収入額の1/2を人口と従業者数で按分して町に交付されたお金です。

～用語説明～

社会福祉、障がい者、高齢者、児童福祉など福祉全般の事務・事業に使ったお金です。
小中学校の運営費用や公民館、スポーツセンターの管理など教育全般の事務・事業に使ったお金です。
課税徴収、庁舎管理、統計、選挙など町の統括的な事務に使ったお金です。
都市基盤整備や道路、河川などの維持管理・改良等に使ったお金です。
感染症予防、成人保健、母子保健、環境保全やごみ処理などに使ったお金です。
町債の元利償還金として使ったお金です。
防災行政無線の維持管理、消防組合負担金など災害対策に使ったお金です。
議会の運営に使ったお金です。
商工業の振興などに使ったお金です。
農業の振興などに使ったお金です。

民生費
教育費
総務費
土木費
衛生費
公債費
消防費
議会費
商工費
農林水産業費

子育て環境の充実

学校教育現場の充実

災害対策
◉地域子育て支援拠点事業委託料（民生費）

1525 万 4355 円
　安心して子育てができるよう地域全体で支援する
地域力の創出に寄与することを目的とした地域子育
て支援拠点事業（一般型）と、保護者の身近な場所で
子育てに関する相談・援助や地域の子育て関連情報
の提供を行うことを目的とした利用者支援事業（基
本型）を実施するため、当該事業の運営を社会福祉
協議会に委託し、子育てに関する福祉の増進に努め
ました。

◉病児・病後児保育事業委託料（民生費）
1049 万 2980 円

　家庭で保育できない病気または病気回復期にあ
る児童を一時的に保育し、保護者の子育てと就労の
両立を支援しました。

◉子育て支援講座事業（民生費）
27 万 5160 円

　子育て中の保護者および保育所等の関係機関の
職員を対象に各種講座を開催し、子育て支援の充実
を図りました。

◉学校空調設備整備工事（教育費）
5億652万円

　町内の全ての小中学校の普通教室および特別教室にエアコン機器を設置しました。

◉大治西小学校トイレ改修工事（教育費）
1億4190万円

　大治西小学校のトイレを洋式化および乾式化するとともに、給排水設備の改修を行いました。

◉スポーツセンターメインアリーナ天井等改修
　事業（教育費）

1 億 4040 万円
　避難所であるスポーツセンターの安全性向上を図
るためメインアリーナの天井を撤去し、併せて、空
調、照明設備等を平成30年度から令和元年度にかけ
て改修しました。　　　　　　　　　　　　　　

◉砂子防災公園整備事業（土木費）
9609 万 9148 円

　地域住民の生命を守るため、災害時における一次
避難地として、砂子防災公園の整備を行いました。

◉ハザードマップ作成事業（消防費）
764 万 5000 円

　各家庭における防災・減災対策を推進するため、
想定しうる最大規模の降雨に伴う洪水により氾濫し
た場合の浸水状況を含むハザードマップを作成し、
全世帯に配布しました。　　　　　　　　　　　　
　　　

町民1人当たりのお金　　　（　　）は平成30年度です。

※上記金額は、令和2年3月31日現在人口32,865人より計算したものです。

負担した町税  12万3033円
（12万2044円）

町債残高  19万6938円
（18万9381円）

使われたお金  29万6790円
（28万4354円）

基金残高  6万5117円
（7万4052円）

歳出
97億5399万3940円

商工費
7325万9034円

0.8％ 農林水産業費
5663万1558円

0.6％

議会費
9520万124円

1.0％消防費
3億6518万9242円

3.7％
公債費

4億4740万3904円
4.6％
衛生費

7億8401万8656円
8.0％

土木費
7億9822万2995円

8.2％

総務費
15億3244万4876円

15.7％ 教育費
15億3436万2090円

15.7％

民生費
40億6726万1461円

41.7％

歳入
103億7060万2084円

自主財源
53.9%

依存財源
46.1%

その他
（諸収入、使用料及び手数料など）

2億2618万3368円
2.2％ 分担金及び負担金

1億975万3473円
1.1％

繰越金
5億4320万8242円

5.2％

繰入金
6億6349万8936円

6.4％

町税
40億4348万7122円

39.0％

その他
（地方特例交付金、地方譲与税など）

2億3818万1670円
2.3％

地方消費税交付金
4億8944万円
4.7％地方交付税

7億1869万円
6.9％

県支出金
8億1711万1771円

7.9％
町債

10億8550万円
10.5％

国庫支出金
14億3554万7502円

13.8％
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令和元年度　一般会計　決算
～概要～
　令和元年度決算が9月議会で
認定されました。
　一般会計の決算は、歳入が103
億7060万2084円で前年比5.4％
の増、歳出は97億5399万3940円
で前年比4.9％の増となりました。
　歳入の構成比は、町税が39.0％
（40億4348万7122円）で最も高
く、国庫支出金が13.8％（14億
3554万7502円）で続いています。
　歳出の構成比は、民生費が
41.7％（40億6726万1461円）で
最も高く、教育費が15.7％（15億
3436万2090円）で続いています。
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町税
繰入金
繰越金
分担金及び負担金
国庫支出金
県支出金
地方交付税
町債

地方消費税交付金

皆さんから町に納めていただいた税金（町民税・固定資産税・町たばこ税など）です。
財源の不足分を基金などで補ったお金です。
前年度から繰り越したお金です。
町が行う特定の事業の財源として、その事業による受益の限度において受益者から徴収したお金です。
特定の事業に充てるために国から支出されたお金です。
特定の事業に充てるために県から支出されたお金です。
国が徴収する税金（所得税・法人税・酒税・消費税・地方法人税）の中から、町の財政需要に応じて交付されたお金です。
大きな事業を行うときや財源不足を補うために借り入れたお金です。
令和元年9月までは、消費税8％のうち1.7％、令和元年10月からは、消費税10％のうち2.2％が地方消費税で、
県が地方消費税収入額の1/2を人口と従業者数で按分して町に交付されたお金です。

～用語説明～

社会福祉、障がい者、高齢者、児童福祉など福祉全般の事務・事業に使ったお金です。
小中学校の運営費用や公民館、スポーツセンターの管理など教育全般の事務・事業に使ったお金です。
課税徴収、庁舎管理、統計、選挙など町の統括的な事務に使ったお金です。
都市基盤整備や道路、河川などの維持管理・改良等に使ったお金です。
感染症予防、成人保健、母子保健、環境保全やごみ処理などに使ったお金です。
町債の元利償還金として使ったお金です。
防災行政無線の維持管理、消防組合負担金など災害対策に使ったお金です。
議会の運営に使ったお金です。
商工業の振興などに使ったお金です。
農業の振興などに使ったお金です。

民生費
教育費
総務費
土木費
衛生費
公債費
消防費
議会費
商工費
農林水産業費

子育て環境の充実

学校教育現場の充実

災害対策
◉地域子育て支援拠点事業委託料（民生費）

1525 万 4355 円
　安心して子育てができるよう地域全体で支援する
地域力の創出に寄与することを目的とした地域子育
て支援拠点事業（一般型）と、保護者の身近な場所で
子育てに関する相談・援助や地域の子育て関連情報
の提供を行うことを目的とした利用者支援事業（基
本型）を実施するため、当該事業の運営を社会福祉
協議会に委託し、子育てに関する福祉の増進に努め
ました。

◉病児・病後児保育事業委託料（民生費）
1049 万 2980 円

　家庭で保育できない病気または病気回復期にあ
る児童を一時的に保育し、保護者の子育てと就労の
両立を支援しました。

◉子育て支援講座事業（民生費）
27 万 5160 円

　子育て中の保護者および保育所等の関係機関の
職員を対象に各種講座を開催し、子育て支援の充実
を図りました。

◉学校空調設備整備工事（教育費）
5億652万円

　町内の全ての小中学校の普通教室および特別教室にエアコン機器を設置しました。

◉大治西小学校トイレ改修工事（教育費）
1億4190万円

　大治西小学校のトイレを洋式化および乾式化するとともに、給排水設備の改修を行いました。

◉スポーツセンターメインアリーナ天井等改修
　事業（教育費）

1 億 4040 万円
　避難所であるスポーツセンターの安全性向上を図
るためメインアリーナの天井を撤去し、併せて、空
調、照明設備等を平成30年度から令和元年度にかけ
て改修しました。　　　　　　　　　　　　　　

◉砂子防災公園整備事業（土木費）
9609 万 9148 円

　地域住民の生命を守るため、災害時における一次
避難地として、砂子防災公園の整備を行いました。

◉ハザードマップ作成事業（消防費）
764 万 5000 円

　各家庭における防災・減災対策を推進するため、
想定しうる最大規模の降雨に伴う洪水により氾濫し
た場合の浸水状況を含むハザードマップを作成し、
全世帯に配布しました。　　　　　　　　　　　　
　　　

町民1人当たりのお金　　　（　　）は平成30年度です。

※上記金額は、令和2年3月31日現在人口32,865人より計算したものです。

負担した町税  12万3033円
（12万2044円）

町債残高  19万6938円
（18万9381円）

使われたお金  29万6790円
（28万4354円）

基金残高  6万5117円
（7万4052円）
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97億5399万3940円

商工費
7325万9034円

0.8％ 農林水産業費
5663万1558円

0.6％

議会費
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53.9%
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46.1%

その他
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2.2％ 分担金及び負担金
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繰越金
5億4320万8242円

5.2％

繰入金
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令和元年度決算報告

令和元年度　特別会計　決算
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業
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健
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町
の
健
全
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お
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足

比
率
は
次
の
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り
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全
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す
。

注1．実質収支額は黒字（547,980千円）で、計算結果では、△9.51％となりました。
 連結実質収支額は黒字（813,229千円）で、計算結果では、△14.11％となりました。
 なお、実質赤字比率、連結実質赤字比率は赤字の比率を示す指標であり、黒字の場合は「－」表示となります。

注2．将来負担額には、地方債残高の他、一部事務組合が起こした地方債の返済に係る負担金などが含まれ、計算
 結果では、9.9％となりました。

注3．資金不足額がないため、「－」表示となります。
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28億0827万4044円

19万8129円

17億3925万4211円

17億2256万3312円

1669万0899円

5億3490万9448円

5億6552万1986円

56億4815万7818円

14億7542万2029円

2560万0000円

3億2585万4252円

6359万2591円

10億6037万5186円

49億9695万2712円

49億2285万1823円

7410万0889円

64億7237万4741円

12億9915万6804円

5546万2437円

4億9552万2426円

2120万0000円

2052万3129円

2億1019万4333円

3799万9453円

21億4005万8582円

7億3650万0000円

8130万0000円

6億5520万0000円

3億4900万0000円

3億4900万0000円

10億8550万0000円

29億8436万5219円

19万8129円

17億9850万1055円

17億8070万2678円

1779万8377円

5億6429万9799円

5億6604万3886円

59億1340万8088円

合　計

(1)　民　生

歳入総額 歳出総額

将 来 負 担 比 率

―（注1）

―（注1）

1．3

9．9（注2）

―（注3）

福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の普通会計（本町では一般会計および土
地取得特別会計）の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すものであり、実
質赤字額の標準財政規模（地方公共団体の標準的な状態で通常収入される経常的な
一般財源の規模）に対する比率をいいます。

全ての会計（本町では一般会計・土地取得特別会計・国民健康保険特別会計・介護保
険特別会計・公共下水道事業特別会計・後期高齢者医療特別会計）の赤字や黒字を合
算し、地方公共団体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体としての運営の深刻
度を示すものであり、全会計の実質赤字等の標準財政規模に対する比率をいいます。

借入金の返済額およびこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示す
ものであり、普通会計が負担する元利償還金および準元利償還金（一部事務組合の起こ
した地方債に充てたと認められる負担金等）の標準財政規模に対する比率をいいます。

地方公共団体の普通会計の借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程
度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものであり、公営企業（本町では下
水道事業）、出資法人等を含めた普通会計の実質的負債の標準財政規模に対する比率をいいます。

公営企業（本町では下水道事業）の資金不足を公営企業の事業規模である料金収入の
規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すものであり、公営企業ごとの資金不
足額の事業規模に対する比率をいいます。

健全化判断比率および資金不足比率とは

健
全
化
判
断
比
率

実質赤字比率

連 結 実 質
赤 字 比 率

実質公債費比率

将来負担比率

資 金 不 足 比 率

項　目

健
全
化
判
断
比
率

実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

資 金 不 足 比 率

本町の
比率（％）

早期健全化
基準（％）

財政再生
基準（％）

経営健全化
基準（％）

町債の状況 基金の状況
借入額 現在高 現在高区　分 区　分

Ⅰ　普　通　債

(2)　土　木

(3)　消　防

(4)　教　育

Ⅱ　そ　の　他

臨時財政対策債

減 税 補 て ん 債

財　政　調　整　基　金

土　地　開　発　基　金

障　害　者　福　祉　基　金

減 　 債 　 基 　 金

地　域　福　祉　振　興　基　金

都　市　計　画　整　備　基　金

合　計

大　規　模　ま　ち　づ　く　り
事　業　推　進　基　金

特
別
会
計

会　　計　　名
国民健康保険特別会計

土地取得特別会計

介護保険特別会計

保険事業勘定

介護サービス事業勘定

公共下水道事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

合　　　計

町が徴収した保険料の実額および低所得者の保険料軽減額相当額を愛知県後期高齢者医療広域連合に納付しました。
◉保険料等負担金後期高齢者医療特別会計 3億1598万728円

都市の健全な発展および公衆衛生の向上、併せて公共用水域の水質保全の実現に向け、下水道管渠布設工事を行いました。
◉公共下水道工事費公共下水道事業特別会計 2億3323万8004円

介護保険法に規定する要支援者および要介護者に対し、通所により入浴サービス、食事サービス、機能訓練サービスおよび日常生活の世話等を
行うことにより、利用者の社会的孤独感の解消および心身の機能の維持ならびに利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図りました。

◉通所介護事業《介護サービス事業勘定》 1149万7363円
要支援認定またはチェックリストによる事業対象者に該当した被保険者の介護予防・生活支援サービス事業費に関する給付を行いました。

◉介護予防・生活支援サービス事業費
介護保険特別会計
《保険事業勘定》 5935万587円

国民健康保険一般被保険者に対し、療養の給付を行いました。
◉一般被保険者療養給付費国民健康保険特別会計 16億186万9231円
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令和元年度　特別会計　決算

　「
地
方
公
共
団
体
の
財

政
の
健
全
化
に
関
す
る

法
律
」
の
規
定
に
基
づ

き
、健
全
化
判
断
比
率
お

よ
び
資
金
不
足
比
率
を

公
表
し
ま
す
。

　
こ
の
健
全
化
判
断
比

率
の
い
ず
れ
か
が
早
期

健
全
化
基
準
ま
た
は
財

政
再
生
基
準
以
上
に
な

る
と
き
は
、財
政
の
早
期

健
全
化
ま
た
は
財
政
の

再
生
を
図
る
た
め
の
計

画
を
定
め
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
ま
た
、公
営
企
業（
本

町
で
は
下
水
道
事
業
）に

つ
い
て
も
、資
金
不
足
比

率
が
経
営
健
全
化
基
準

以
上
に
な
る
と
き
は
、経

営
の
健
全
化
計
画
を
定

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
本
町
の
健
全
化
判
断

比
率
お
よ
び
資
金
不
足

比
率
は
次
の
と
お
り
で
、

全
て
基
準
を
下
回
っ
て
い

ま
す
。

注1．実質収支額は黒字（547,980千円）で、計算結果では、△9.51％となりました。
 連結実質収支額は黒字（813,229千円）で、計算結果では、△14.11％となりました。
 なお、実質赤字比率、連結実質赤字比率は赤字の比率を示す指標であり、黒字の場合は「－」表示となります。

注2．将来負担額には、地方債残高の他、一部事務組合が起こした地方債の返済に係る負担金などが含まれ、計算
 結果では、9.9％となりました。

注3．資金不足額がないため、「－」表示となります。
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合　計

(1)　民　生

歳入総額 歳出総額

将 来 負 担 比 率

―（注1）

―（注1）

1．3

9．9（注2）

―（注3）

福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の普通会計（本町では一般会計および土
地取得特別会計）の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すものであり、実
質赤字額の標準財政規模（地方公共団体の標準的な状態で通常収入される経常的な
一般財源の規模）に対する比率をいいます。

全ての会計（本町では一般会計・土地取得特別会計・国民健康保険特別会計・介護保
険特別会計・公共下水道事業特別会計・後期高齢者医療特別会計）の赤字や黒字を合
算し、地方公共団体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体としての運営の深刻
度を示すものであり、全会計の実質赤字等の標準財政規模に対する比率をいいます。

借入金の返済額およびこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示す
ものであり、普通会計が負担する元利償還金および準元利償還金（一部事務組合の起こ
した地方債に充てたと認められる負担金等）の標準財政規模に対する比率をいいます。

地方公共団体の普通会計の借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程
度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものであり、公営企業（本町では下
水道事業）、出資法人等を含めた普通会計の実質的負債の標準財政規模に対する比率をいいます。

公営企業（本町では下水道事業）の資金不足を公営企業の事業規模である料金収入の
規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すものであり、公営企業ごとの資金不
足額の事業規模に対する比率をいいます。

健全化判断比率および資金不足比率とは

健
全
化
判
断
比
率

実質赤字比率

連 結 実 質
赤 字 比 率

実質公債費比率

将来負担比率

資 金 不 足 比 率

項　目

健
全
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判
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比
率

実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

資 金 不 足 比 率

本町の
比率（％）

早期健全化
基準（％）

財政再生
基準（％）

経営健全化
基準（％）

町債の状況 基金の状況
借入額 現在高 現在高区　分 区　分

Ⅰ　普　通　債

(2)　土　木

(3)　消　防

(4)　教　育

Ⅱ　そ　の　他

臨時財政対策債

減 税 補 て ん 債

財　政　調　整　基　金

土　地　開　発　基　金

障　害　者　福　祉　基　金

減 　 債 　 基 　 金

地　域　福　祉　振　興　基　金

都　市　計　画　整　備　基　金

合　計

大　規　模　ま　ち　づ　く　り
事　業　推　進　基　金

特
別
会
計

会　　計　　名
国民健康保険特別会計

土地取得特別会計

介護保険特別会計

保険事業勘定

介護サービス事業勘定

公共下水道事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

合　　　計

町が徴収した保険料の実額および低所得者の保険料軽減額相当額を愛知県後期高齢者医療広域連合に納付しました。
◉保険料等負担金後期高齢者医療特別会計 3億1598万728円

都市の健全な発展および公衆衛生の向上、併せて公共用水域の水質保全の実現に向け、下水道管渠布設工事を行いました。
◉公共下水道工事費公共下水道事業特別会計 2億3323万8004円

介護保険法に規定する要支援者および要介護者に対し、通所により入浴サービス、食事サービス、機能訓練サービスおよび日常生活の世話等を
行うことにより、利用者の社会的孤独感の解消および心身の機能の維持ならびに利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図りました。

◉通所介護事業《介護サービス事業勘定》 1149万7363円
要支援認定またはチェックリストによる事業対象者に該当した被保険者の介護予防・生活支援サービス事業費に関する給付を行いました。

◉介護予防・生活支援サービス事業費
介護保険特別会計
《保険事業勘定》 5935万587円

国民健康保険一般被保険者に対し、療養の給付を行いました。
◉一般被保険者療養給付費国民健康保険特別会計 16億186万9231円
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習
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

　
大
状
況
に
よ
り
、中
止
と
さ
せ
て
い

　
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　http://w

w
w
.am
atobu-

　
　119.jp

と
き
　
11
月
29
日（
日
）午
後
１
時
〜

４
時

と
こ
ろ
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消
防

本
部 

講
堂

対
象
　
大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の

方
で
15
歳
以
上
の
方

内
容
　
成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生

法
、大
出
血
時
の
止
血
法

定
員
　
９
名

参
加
費
　
無
料

受
付
期
間
　
11
月
９
日（
月
）〜
22
日

（
日
）

申
込
場
所
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
署
・
北
分
署
・
南
分
署

申
込
方
法
　
救
命
講
習
受
講
申
請
書

で
受
け
付
け
ま
す
。

※

申
請
書
は
、
消
防
本
部
・
各
消
防

　
署
で
配
布
、
ま
た
は
海
部
東
部
消

　
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

　
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※

メ
ー
ル
・
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
で
の

　
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※

団
体
・
グ
ル
ー
プ
等
で
受
講
希
望

　
の
場
合
は
、指
導
員
が
出
向
し
、講

毎日の生活のためになる情報を
たくさんお届けします!

対
象
　
本
町
に
在
住
の
私
立
高
等
学

校
の
全
日
制
課
程
も
し
く
は
定
時
制

課
程
ま
た
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程

に
在
籍
す
る
生
徒
の
保
護
者

補
助
金
の
額
　
年
額
１
万
円
以
内

※
３
月
末
に
振
り
込
み
予
定

申
請
に
必
要
な
も
の

❶
私
立
高
等
学
校
授
業
料
補
助
金
交

　
付
申
請
書（
様
式
第
１
）

※

学
校
で
学
校
証
明
欄
の
記
入
お
よ

　
び
証
明
が
必
要
で
す
。ま
た
、
様

　
式
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
可

　
能
で
す
。

❷
朱
肉
の
使
え
る
印
鑑

❸
保
護
者
名
義
の
預
貯
金
通
帳

❹
所
得
課
税
証
明
書

※

愛
知
県
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽

　
減
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い

　
場
合
に
必
要
で
す
。

提
出
期
限
　
令
和
３
年
１
月
29
日

（
金
）

注
意
　
本
年
度
の
授
業
料
の
納
付
を

全
額
免
除
さ
れ
て
い
る
方
、
所
得
制

限
に
よ
り
国
・
県
の
補
助
金
等
の
交

30
分

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

　
策
の
た
め
９
月
号
よ
り
時
間
帯
等

　
を
変
更
し
て
い
ま
す
。ご
注
意
く

　
だ
さ
い
。

対
象
　
平
成
26
年
４
月
２
日
〜
27
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
児
童

問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育
課

　
内
線
２
０
８

　
10
月
１
日
付
け
で
、杉
戸 

江
泉 

氏

が
教
育
委
員
に
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
４
年
で
す
。

　

　「
介
護
」に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
は
考
え

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。高
齢
化
が

進
み
、
親
や
配
偶
者
な
ど
家
族
の
介

護
を
す
る
方
が
増
え
て
い
ま
す
。今
、

介
護
を
し
て
い
な
い
方
も
、
い
つ
か
家

族
の
介
護
を
す
る
立
場
に
な
っ
た
り
、

介
護
を
受
け
る
立
場
に
な
っ
た
り
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。介
護
は
誰
に

と
っ
て
も
身
近
な
問
題
な
の
で
す
。11

月
11
日
は「
介
護
の
日
」。そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
で
「
介
護
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

※

こ
の
マ
ー
ク
は
、
静
岡
県
が
考
案
し

　
た
も
の
で
、
厚
生
労
働
省
が
周
知

　
を
図
っ
て
い
ま
す
。外
出
先
で
こ
の

　
マ
ー
ク
を
見
か
け
た
ら
温
か
く
見

　
守
っ
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、「
介
護

　
マ
ー
ク
」
を
役
場
民
生
課
お
よ
び

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
配
布

　
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

民
生
課

　
内
線
１
１
５
・
１
５
８

　
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も

増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
医
療
費
。

　
こ
の
医
療
費
は
、皆
さ
ん
が
納
め
る

保
険
税
で
賄
わ
れ
て
い
る
た
め
、医
療

費
が
増
え
続
け
る
と
、
保
険
税
の
負

担
増
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
大
切
な
医
療
費
を
無
駄
遣
い
し
な

い
よ
う
に
次
の
点
に
注
意
し
て
、適
切

な
受
診
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

・
日
頃
か
ら
健
康
づ
く
り
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。

・
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
て
、

　
早
期
発
見･

早
期
治
療
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。 

・
気
軽
に
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
か

　
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。 

・
重
複
受
診
や
は
し
ご
受
診
は
や
め

　
ま
し
ょ
う
。

・
薬
は
適
切
な
用
量
、
用
法
で
服
用

　
し
ま
し
ょ
う
。 

・
な
る
べ
く
診
療
時
間
内
に
受
診
す

　
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先
　
役
場 

保
険
医
療
課

　
内
線
１
７
０

　
犯
罪
抑
止
に
有
効
な
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
促
進
を
図
る
た
め
、
積
極
的

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象
　
県
が
定
め
る
「
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
及
び
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」の
ほ
か
町
が
要
綱
に
定
め
る

条
件
、
遵
守
事
項
等
を
遵
守
で
き
る

❶
❷
の
方

❶
総
代
お
よ
び
地
区
総
代
の
方

　
当
該
自
治
組
織
の
承
認
を
受
け
て
、

　
管
轄
す
る
公
共
的
な
施
設
に
設
置

　
す
る
場
合

❷
町
内
に
所
在
す
る
物
件
の
う
ち
、

　
次
の
項
目
に
該
当
す
る
方

・
戸
数
４
戸
以
上
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ

　
ン
の
管
理
組
合

・
戸
数
４
戸
以
上
の
賃
貸
共
同
住
宅

　（
社
宅
、寮
等
を
除
く
）の
所
有
者

・
自
動
車
４
台
以
上
を
駐
車
可
能
な

　
貸
し
駐
車
場
の
所
有
者

※

補
助
金
の
交
付
申
請
は
、
補
助
対

　
象
者
に
つ
き
同
一
年
度
内
に
１
回

　
限
り
、
ま
た
同
一
敷
地
内
へ
の
補
助

　
は
１
回
限
り
と
し
ま
す
。

受
付
期
間
　
令
和
３
年
２
月
末
日
ま

で補
助
金
額
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
購
入
設

◉
被
害
相
談

　
警
察
で
は
各
種
相
談
窓
口
を
開
設

し
、
犯
罪
被
害
者
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。（
左
表
参

照
）

◉
犯
罪
被
害
給
付
制
度

　
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
家
族

を
亡
く
さ
れ
た
ご
遺
族
、
重
傷
病
を

負
っ
た
り
後
遺
障
害
が
残
っ
た
り
し

置
金
額
の
２
分
の
１
以
内
で
、
５
万

円
を
限
度
額
と
し
ま
す
。（
１
０
０
０

円
未
満
切
り
捨
て
）

※

維
持
管
理
費
用
、
地
代
・
占
用
料

　
等
は
除
く

申
請
方
法
等
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
方
は
、
必
ず
、
事
前

に
役
場
防
災
危
機
管
理
課
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。（
取
り
付
け
後
の
受
け
付

け
は
い
た
し
ま
せ
ん
。）

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

防
災
危
機

管
理
課
　
内
線
１
５
１
・
１
５
２

　
11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
は
犯
罪

被
害
者
週
間
で
す
。

　
犯
罪
被
害
者
は
、
被
害
後
に
生
じ

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題（
身
体
不
調
、
経

済
的
困
窮
な
ど
）に
苦
し
め
ら
れ
て
い

ま
す
。犯
罪
防
止
や
犯
罪
被
害
者
の

方
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
役
場
の
閉
庁
日
で
も
公
民
館
が
開

館
し
て
い
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し

お
よ
び
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

と
き
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ
　
公
民
館 

２
階 

事
務
室

請
求
の
際
に
必
要
な
も
の

◉
住
民
票
の
写
し

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

※

代
理
人
の
方
が
請
求
を
す
る
場
合

　
は
、
委
任
状
ま
た
は
代
理
人
選
任

　
届

◉
印
鑑
登
録
証
明
書

・
印
鑑
登
録
証（
手
帳
）

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

注
意

・
役
場
の
閉
庁
日
と
公
民
館
の
閉
館

　
日
が
重
な
っ
た
と
き
は
、
交
付
が
で

　
き
ま
せ
ん
。

・
本
人
確
認
書
類
に
つ
い
て
は
事
前

　
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

・
公
民
館
で
は
、
転
出
・
死
亡
し
た

　
方
の
住
民
票
（
除
票
）の
写
し
の
交

　
付
お
よ
び
住
民
異
動
や
印
鑑
登
録

　
な
ど
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先
　
役
場 

住
民
課

　
内
線
１
７
４

た
被
害
者
の
方
に
対
し
て
、何
ら
か
の

公
的
救
済
や
加
害
者
側
か
ら
の
損
害

賠
償
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
、
国
が
給
付
金
を
支
給

す
る
制
度
で
す
。詳
し
く
は
、
警
察
署

ま
た
は
警
察
本
部
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
津
島
警
察
署
警
務
課

　
☎
０
５
６
７（
２
４
）０
１
１
０

　
住
宅
用
地
球
温
暖
化
対
策
設
備
を

設
置
さ
れ
る
方
に
対
し
、
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
者

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
、

申
請
年
度
内
に
設
備
の
運
用
を
開
始

で
き
る（
要
綱
に
定
め
る
期
限
ま
で
に

実
績
報
告
書
を
提
出
で
き
る
こ
と
）

方
を
補
助
対
象
と
し
ま
す
。

❶
自
ら
居
住
し
、
ま
た
は
居
住
を
予

　
令
和
３
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿

に
登
録
さ
れ
た
方
に
は
、
本
年
11
月

中
旬
に
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
の

通
知（
名
簿
記
載
通
知
）を
お
送
り
し

ま
す
。（
令
和
３
年
１
月
１
日
時
点
で

20
歳
以
上
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。）
こ

の
通
知
は
、
来
年
２
月
ご
ろ
か
ら
の

約
１
年
間
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た

だ
き
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
お
伝
え
し
、あ

ら
か
じ
め
心
積
も
り
を
し
て
い
た
だ

く
た
め
の
も
の
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
具
体

的
な
事
件
の
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば

れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す

ぐ
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ
く
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
実
際
に
裁
判
所

に
お
越
し
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た

場
合
に
は
、
別
途
お
知
ら
せ
し
ま

す
。）

問
合
せ
先
　
名
古
屋
地
方
裁
判
所
刑

事
部
裁
判
員
係

　
☎（
２
０
３
）８
９
１
６

　
地
域
で
子
育
て
を
支
え
合
う
お
手

伝
い
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。子
ど
も
の

送
迎
や
一
時
預
か
り
を
行
う
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
（
１
時
間
７
０
０
円
〜
）

を
募
集
し
ま
す
。

対
象
　
町
内
、あ
ま
市
内
在
住
、満
20

歳
以
上
で
、
育
児
経
験
あ
る
い
は
保

育
士
資
格
等
を
有
す
る
方

※

養
成
講
座
の
受
講
が
必
要

養
成
講
座
（
全
日
程
受
講
が
難
し
い

場
合
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
）

と
き
　
11
月
27
日（
金
）・
30
日（
月
）

〜
12
月
３
日（
木
）午
前
９
時
30
分
〜

午
後
３
時
15
分

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
員
　
６
名

※

無
料
託
児
あ
り
（
生
後
４
カ
月
か

　
ら
未
就
学
児
。11
月
19
日
（
木
）
ま

　
で
に
要
予
約
）

申
込
方
法
　
11
月
20
日（
金
）ま
で
に

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
あ
ま
市
・
大
治
町
広
域

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
務
局
　

　
☎（
４
６
２
）０
１
５
０

　
自
衛
官
等
募
集
が
行
わ
れ
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

募
集
項
目

❶
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
推
薦
）

❷
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
一
般
）

❸
自
衛
官
候
補
生

資
格

❶
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子
、
成
績
優
秀
か
つ
生
徒
会

　
活
動
等
に
顕
著
な
実
績
を
修
め
、

　
学
校
長
が
推
薦
で
き
る
者

❷
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子

❸
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

受
付
期
間

❶
11
月
１
日（
日
）〜
30
日（
月
）

❷
11
月
１
日（
日
）〜
令
和
3
年
１
月

　
６
日（
水
）

❸
年
間
を
通
じ
て
受
け
付
け

業
し
て
５
年
以
内
の
方

定
員
　
10
名（
先
着
順
）

申
込
方
法
　
11
月
６
日
（
金
）ま
で
に

弥
富
市
商
工
会
へ
事
前
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

受
講
料
　
無
料

問
合
せ
先
　
弥
富
市
商
工
会

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）３
１
０
０

　
弥
富
市
役
所
商
工
観
光
課

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）１
１
１
１

　
物
流
機
械
運
転
科
受
講
生
を
募
集

し
ま
す
。

訓
練
期
間
　
令
和
３
年
１
月
８
日

（
金
）〜
６
月
25
日（
金
）（
６
カ
月
）

募
集
科
　
物
流
機
械
運
転
科

選
考
　
筆
記
試
験
、面
接（
12
月
10
日

（
木
））

対
象
　
公
共
職
業
安
定
所
で
求
職
登

録
を
し
て
お
り
、
訓
練
受
講
が
必
要

と
認
め
ら
れ
、
自
動
車
運
転
免
許（
普

通
自
動
車
以
上
）を
取
得
し
て
い
る
方

定
員
　
20
人

受
講
料
　
無
料（
教
科
書
、作
業
服
代

等
は
自
己
負
担
）

申
込
方
法
　
11
月
30
日（
月
）ま
で
に
、

申
込
・
問
合
せ
先
　
自
衛
隊
愛
知
地

方
協
力
本
部 

一
宮
地
域
事
務
所

　
☎
０
５
８
６（
７
３
）７
５
２
２

　
弥
富
市
・
蟹
江
町
・
飛
島
村
・
大

治
町
各
商
工
会
が
主
催
し
、
４
市
町

村
の
後
援
で
創
業
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
す
。本
セ
ミ
ナ
ー
は
「
創
業
支
援

等
事
業
計
画
」に
基
づ
き
、
創
業
に
必

要
な
経
営
の
基
本
を
専
門
家
に
よ

り
、
分
か
り
や
す
く
学
べ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
と
な
り
ま
す
。

と
き
　
11
月
14
・
21
日（
土
）、
両
日

と
も
午
後
１
時
〜
５
時

※

２
日
間
と
も
参
加
で
き
る
方
を
対

　
象
と
し
ま
す
。別
の
日
を
ご
希
望
の

　
方
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
　
蟹
江
町
産
業
文
化
会
館
　

２
階
　

内
容
　

❶
創
業
計
画
・
事
業
計
画
の
作
成

❷
資
金
調
達
、
資
金
繰
り
計
画
の
作

　
成

❸
従
業
員
雇
用
ル
ー
ル

❹
販
売
戦
略
の
立
て
方
な
ど

対
象
　
創
業
を
予
定
し
て
い
る
方
、

創
業
・
経
営
に
興
味
の
あ
る
方
、
創

　
定
す
る
町
内
の
住
宅
に
新
た
に
補

　
助
対
象
設
備
を
設
置
す
る
方
（
既

　
に
設
置
さ
れ
て
い
る
方
、設
置
工
事

　
を
開
始
し
て
い
る
方
は
対
象
外
）

❷
町
内
に
お
い
て
自
ら
居
住
す
る
た

　
め
に
補
助
対
象
設
備
付
き
新
築
住

　
宅
を
購
入
す
る
方

※

各
補
助
対
象
設
備
に
対
す
る
補
助

　
金
の
交
付
は
、１
世
帯
に
つ
き
１
回

　
限
り
と
し
ま
す
。

そ
の
他
　
申
請
書
様
式
は
産
業
環
境

課
窓
口
で
配
布
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境

課
　
内
線
１
２
４

入
所
願
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

居
住
地
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
説
明
会
を
ポ
リ
テ
ク
セ
ン

タ
ー
名
古
屋
港
で
11
月
11
・
18
日

（
水
）
の
午
前
９
時
30
分
か
ら
実
施

（
予
約
不
要
）

問
合
せ
先
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
名

古
屋
港
　
☎（
３
８
１
）２
７
７
５

　
　http://w

w
w
3.jeed.or.jp/

　
　nagoyakouw

an/poly/

◉
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
は
飼
い
主
が
責
任

　
を
も
っ
て
片
付
け
て
く
だ
さ
い

　
家
の
前
や
歩
道
な
ど
ペ
ッ
ト
の
ふ

ん
が
放
置
さ
れ
、
悪
臭
、
汚
れ
で
困
っ

て
い
る
と
の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
ふ
ん
な
ど
を
適
正
に
処
理
し
、
他

人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に
努
め

る
こ
と
は
飼
い
主
の
責
任
で
す
。持
ち

帰
っ
て
適
切
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

◉
野
良
猫
を
世
話
し
て
い
る
方
は
餌

　
を
あ
げ
る
だ
け
で
な
く
、
責
任
を

　
も
っ
て
管
理
し
て
く
だ
さ
い

　
猫
に
餌
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
ふ
ん
尿
を
始
末
し
て
い
ま
す

か
。あ
な
た
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
近

所
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。餌
の
後
片
付
け
・
ふ
ん
の
始

末
を
し
っ
か
り
と
行
い
、
人
と
猫
が
共

生
で
き
る
町
づ
く
り
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境
課

　
内
線
１
２
４

　
虐
待
と
は
「
身
体
的
虐
待
」「
性
的

虐
待
」「
心
理
的
虐
待
」「
放
棄
・
放
任

（
ネ
グ
レ
ク
ト
）」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
、す
ぐ
に
お

電
話
を
く
だ
さ
い
。通
報
は
匿
名
で

行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。通
報
し
た

人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

付
を
受
け
て
い
な
い
方
は
対
象
外
で

す
。

　
ま
た
、申
請
書
提
出
後
、次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、速
や
か
に

学
校
教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

・
私
立
高
等
学
校
を
休
学
、
転
学
ま

　
た
は
退
学
さ
れ
た
と
き

・
住
所
を
異
動
さ
れ
た
と
き

申
請
・
問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育

課
　
内
線
２
０
７
・
２
０
８

　
町
教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
３
年

度
に
小
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
を
対

象
に
就
学
時
健
康
診
断
と
入
学
説
明

会
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
児
童
の
家
庭
に
は
案
内
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、実
施
日
の
５
日
前
に

な
っ
て
も
届
い
て
い
な
い
場
合
は
学
校

教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

と
き

　
大
治
小
学
校
　
11
月
５
日（
木
）

受
付
時
間
　
午
後
０
時
45
分
〜
１
時

10
分

入
学
説
明
会
　
午
後
１
時
10
分
〜
１

時
30
分

検
査
時
間
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

私
立
高
等
学
校

授
業
料
補
助
金

１１
月
１１
日
は
介
護
の
日

教
育
委
員
を
紹
介
し
ま
す

み
ん
な
で
減
ら
そ
う
！

無
駄
な
医
療
費

令
和
３
年
度
就
学
時

健
康
診
断
お
よ
び
入
学
説
明
会

土
日
で
も
住
民
票
の
写
し
と

印
鑑
登
録
証
明
書
の

交
付
が
受
け
ら
れ
ま
す

介護マーク

取
り
付
け
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
！

防
犯
対
策
防
犯
カ
メ
ラ
等

補
助
金

で
す
。

相
談
窓
口

◉
児
童

　
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）

　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
　
内
線
１
４
１

◉
高
齢
者

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
２
）０
８
５
７

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
５
８

◉
障
害
者

　
障
害
者
相
談
支
援
事
業
所

　
☎（
４
３
３
）２
３
４
３

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
６
９

　
Ｄ
Ｖ
・
セ
ク
ハ
ラ
・
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
と
い
っ
た
女
性
に
関
す
る
人
権

問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
強
化
週
間
中
は
、「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」の
電
話
回
線
を
通
常

の
相
談
時
間
を
延
長
し
て
土
・
日
曜

も
対
応
し
ま
す
。

　
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

と
き
　
11
月
12
日（
木
）〜
18
日（
水
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時（
土
日
の

み
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
）

※

強
化
週
間
以
外
の
受
付
時
間
は
、

　
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
15
分
ま
で

相
談
専
用
電
話

　
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
相
談

　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談

　
＠
名
古
屋
法
務
局

　
詳
し
く
は
名
古
屋
法
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＠snsjinkensoudan
※

こ
ち
ら
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ

　
ウ
ン
ト
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
じ
ん
け
ん
相
談
」

　
を
友
達
登
録
し
て
ご
相
談
く
だ
さ

　
い
。

問
合
せ
先
　
名
古
屋
法
務
局 

人
権
擁

護
部
　
☎（
９
５
２
）８
１
１
１

　
Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報
シ
ス
テ

ム
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
１
１
９
番

通
報
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
海
部
東
部
消
防
組
合
管
内
を
担
当

す
る
海
部
地
方
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

で
令
和
２
年
12
月
１
日
か
ら
運
用
開

始
に
あ
た
り
、
登
録
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

対
象
者
　
聴
覚
ま
た
は
音
声
・
言
語

機
能
等
に
障
が
い
が
あ
り
、音
声
に
よ

る
１
１
９
番
通
報
が
困
難
な
方
で
、

大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の
方

※

説
明
会
参
加
の
事
前
申
込
は
不
要

　
で
す
。

※

付
き
添
い
等
で
来
ら
れ
た
際
、
密

　
集
、
密
接
を
避
け
る
た
め
に
入
場

　
制
限
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※

説
明
会
の
詳
細
は
、
海
部
東
部
消

　
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　（http://w
w
w
.am
atobu-119.

　jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　（
４
４
２
）3
1
8
0

　
　shoubou@

am
atobu-119.jp

62020（令和2）年11月号7 2020（令和2）年11月号

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ



　
習
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

　
大
状
況
に
よ
り
、中
止
と
さ
せ
て
い

　
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　http://w

w
w
.am
atobu-

　
　119.jp

と
き
　
11
月
29
日（
日
）午
後
１
時
〜

４
時

と
こ
ろ
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消
防

本
部 

講
堂

対
象
　
大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の

方
で
15
歳
以
上
の
方

内
容
　
成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生

法
、大
出
血
時
の
止
血
法

定
員
　
９
名

参
加
費
　
無
料

受
付
期
間
　
11
月
９
日（
月
）〜
22
日

（
日
）

申
込
場
所
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
署
・
北
分
署
・
南
分
署

申
込
方
法
　
救
命
講
習
受
講
申
請
書

で
受
け
付
け
ま
す
。

※

申
請
書
は
、
消
防
本
部
・
各
消
防

　
署
で
配
布
、
ま
た
は
海
部
東
部
消

　
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

　
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※

メ
ー
ル
・
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
で
の

　
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※

団
体
・
グ
ル
ー
プ
等
で
受
講
希
望

　
の
場
合
は
、指
導
員
が
出
向
し
、講

毎日の生活のためになる情報を
たくさんお届けします!

対
象
　
本
町
に
在
住
の
私
立
高
等
学

校
の
全
日
制
課
程
も
し
く
は
定
時
制

課
程
ま
た
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程

に
在
籍
す
る
生
徒
の
保
護
者

補
助
金
の
額
　
年
額
１
万
円
以
内

※

３
月
末
に
振
り
込
み
予
定

申
請
に
必
要
な
も
の

❶
私
立
高
等
学
校
授
業
料
補
助
金
交

　
付
申
請
書（
様
式
第
１
）

※

学
校
で
学
校
証
明
欄
の
記
入
お
よ

　
び
証
明
が
必
要
で
す
。ま
た
、
様

　
式
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
可

　
能
で
す
。

❷
朱
肉
の
使
え
る
印
鑑

❸
保
護
者
名
義
の
預
貯
金
通
帳

❹
所
得
課
税
証
明
書

※

愛
知
県
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽

　
減
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い

　
場
合
に
必
要
で
す
。

提
出
期
限
　
令
和
３
年
１
月
29
日

（
金
）

注
意
　
本
年
度
の
授
業
料
の
納
付
を

全
額
免
除
さ
れ
て
い
る
方
、
所
得
制

限
に
よ
り
国
・
県
の
補
助
金
等
の
交

30
分

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

　
策
の
た
め
９
月
号
よ
り
時
間
帯
等

　
を
変
更
し
て
い
ま
す
。ご
注
意
く

　
だ
さ
い
。

対
象
　
平
成
26
年
４
月
２
日
〜
27
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
児
童

問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育
課

　
内
線
２
０
８

　
10
月
１
日
付
け
で
、杉
戸 

江
泉 

氏

が
教
育
委
員
に
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
４
年
で
す
。

　

　「
介
護
」に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
は
考
え

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。高
齢
化
が

進
み
、
親
や
配
偶
者
な
ど
家
族
の
介

護
を
す
る
方
が
増
え
て
い
ま
す
。今
、

介
護
を
し
て
い
な
い
方
も
、
い
つ
か
家

族
の
介
護
を
す
る
立
場
に
な
っ
た
り
、

介
護
を
受
け
る
立
場
に
な
っ
た
り
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。介
護
は
誰
に

と
っ
て
も
身
近
な
問
題
な
の
で
す
。11

月
11
日
は「
介
護
の
日
」。そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
で
「
介
護
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

※

こ
の
マ
ー
ク
は
、
静
岡
県
が
考
案
し

　
た
も
の
で
、
厚
生
労
働
省
が
周
知

　
を
図
っ
て
い
ま
す
。外
出
先
で
こ
の

　
マ
ー
ク
を
見
か
け
た
ら
温
か
く
見

　
守
っ
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、「
介
護

　
マ
ー
ク
」
を
役
場
民
生
課
お
よ
び

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
配
布

　
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

民
生
課

　
内
線
１
１
５
・
１
５
８

　
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も

増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
医
療
費
。

　
こ
の
医
療
費
は
、皆
さ
ん
が
納
め
る

保
険
税
で
賄
わ
れ
て
い
る
た
め
、医
療

費
が
増
え
続
け
る
と
、
保
険
税
の
負

担
増
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
大
切
な
医
療
費
を
無
駄
遣
い
し
な

い
よ
う
に
次
の
点
に
注
意
し
て
、適
切

な
受
診
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

・
日
頃
か
ら
健
康
づ
く
り
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。

・
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
て
、

　
早
期
発
見･

早
期
治
療
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。 

・
気
軽
に
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
か

　
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。 

・
重
複
受
診
や
は
し
ご
受
診
は
や
め

　
ま
し
ょ
う
。

・
薬
は
適
切
な
用
量
、
用
法
で
服
用

　
し
ま
し
ょ
う
。 

・
な
る
べ
く
診
療
時
間
内
に
受
診
す

　
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先
　
役
場 

保
険
医
療
課

　
内
線
１
７
０

　
犯
罪
抑
止
に
有
効
な
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
促
進
を
図
る
た
め
、
積
極
的

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象
　
県
が
定
め
る
「
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
及
び
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」の
ほ
か
町
が
要
綱
に
定
め
る

条
件
、
遵
守
事
項
等
を
遵
守
で
き
る

❶
❷
の
方

❶
総
代
お
よ
び
地
区
総
代
の
方

　
当
該
自
治
組
織
の
承
認
を
受
け
て
、

　
管
轄
す
る
公
共
的
な
施
設
に
設
置

　
す
る
場
合

❷
町
内
に
所
在
す
る
物
件
の
う
ち
、

　
次
の
項
目
に
該
当
す
る
方

・
戸
数
４
戸
以
上
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ

　
ン
の
管
理
組
合

・
戸
数
４
戸
以
上
の
賃
貸
共
同
住
宅

　（
社
宅
、寮
等
を
除
く
）の
所
有
者

・
自
動
車
４
台
以
上
を
駐
車
可
能
な

　
貸
し
駐
車
場
の
所
有
者

※

補
助
金
の
交
付
申
請
は
、
補
助
対

　
象
者
に
つ
き
同
一
年
度
内
に
１
回

　
限
り
、
ま
た
同
一
敷
地
内
へ
の
補
助

　
は
１
回
限
り
と
し
ま
す
。

受
付
期
間
　
令
和
３
年
２
月
末
日
ま

で補
助
金
額
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
購
入
設

◉
被
害
相
談

　
警
察
で
は
各
種
相
談
窓
口
を
開
設

し
、
犯
罪
被
害
者
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。（
左
表
参

照
）

◉
犯
罪
被
害
給
付
制
度

　
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
家
族

を
亡
く
さ
れ
た
ご
遺
族
、
重
傷
病
を

負
っ
た
り
後
遺
障
害
が
残
っ
た
り
し

置
金
額
の
２
分
の
１
以
内
で
、
５
万

円
を
限
度
額
と
し
ま
す
。（
１
０
０
０

円
未
満
切
り
捨
て
）

※

維
持
管
理
費
用
、
地
代
・
占
用
料

　
等
は
除
く

申
請
方
法
等
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
方
は
、
必
ず
、
事
前

に
役
場
防
災
危
機
管
理
課
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。（
取
り
付
け
後
の
受
け
付

け
は
い
た
し
ま
せ
ん
。）

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

防
災
危
機

管
理
課
　
内
線
１
５
１
・
１
５
２

　
11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
は
犯
罪

被
害
者
週
間
で
す
。

　
犯
罪
被
害
者
は
、
被
害
後
に
生
じ

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題（
身
体
不
調
、
経

済
的
困
窮
な
ど
）に
苦
し
め
ら
れ
て
い

ま
す
。犯
罪
防
止
や
犯
罪
被
害
者
の

方
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
役
場
の
閉
庁
日
で
も
公
民
館
が
開

館
し
て
い
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し

お
よ
び
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

と
き
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ
　
公
民
館 

２
階 
事
務
室

請
求
の
際
に
必
要
な
も
の

◉
住
民
票
の
写
し

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

※

代
理
人
の
方
が
請
求
を
す
る
場
合

　
は
、
委
任
状
ま
た
は
代
理
人
選
任

　
届

◉
印
鑑
登
録
証
明
書

・
印
鑑
登
録
証（
手
帳
）

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

注
意

・
役
場
の
閉
庁
日
と
公
民
館
の
閉
館

　
日
が
重
な
っ
た
と
き
は
、
交
付
が
で

　
き
ま
せ
ん
。

・
本
人
確
認
書
類
に
つ
い
て
は
事
前

　
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

・
公
民
館
で
は
、
転
出
・
死
亡
し
た

　
方
の
住
民
票
（
除
票
）の
写
し
の
交

　
付
お
よ
び
住
民
異
動
や
印
鑑
登
録

　
な
ど
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先
　
役
場 

住
民
課

　
内
線
１
７
４

た
被
害
者
の
方
に
対
し
て
、何
ら
か
の

公
的
救
済
や
加
害
者
側
か
ら
の
損
害

賠
償
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
、
国
が
給
付
金
を
支
給

す
る
制
度
で
す
。詳
し
く
は
、
警
察
署

ま
た
は
警
察
本
部
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
津
島
警
察
署
警
務
課

　
☎
０
５
６
７（
２
４
）０
１
１
０

　
住
宅
用
地
球
温
暖
化
対
策
設
備
を

設
置
さ
れ
る
方
に
対
し
、
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
者

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
、

申
請
年
度
内
に
設
備
の
運
用
を
開
始

で
き
る（
要
綱
に
定
め
る
期
限
ま
で
に

実
績
報
告
書
を
提
出
で
き
る
こ
と
）

方
を
補
助
対
象
と
し
ま
す
。

❶
自
ら
居
住
し
、
ま
た
は
居
住
を
予

　
令
和
３
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿

に
登
録
さ
れ
た
方
に
は
、
本
年
11
月

中
旬
に
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
の

通
知（
名
簿
記
載
通
知
）を
お
送
り
し

ま
す
。（
令
和
３
年
１
月
１
日
時
点
で

20
歳
以
上
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。）
こ

の
通
知
は
、
来
年
２
月
ご
ろ
か
ら
の

約
１
年
間
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た

だ
き
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
お
伝
え
し
、あ

ら
か
じ
め
心
積
も
り
を
し
て
い
た
だ

く
た
め
の
も
の
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
具
体

的
な
事
件
の
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば

れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す

ぐ
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ
く
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
実
際
に
裁
判
所

に
お
越
し
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た

場
合
に
は
、
別
途
お
知
ら
せ
し
ま

す
。）

問
合
せ
先
　
名
古
屋
地
方
裁
判
所
刑

事
部
裁
判
員
係

　
☎（
２
０
３
）８
９
１
６

　
地
域
で
子
育
て
を
支
え
合
う
お
手

伝
い
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。子
ど
も
の

送
迎
や
一
時
預
か
り
を
行
う
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
（
１
時
間
７
０
０
円
〜
）

を
募
集
し
ま
す
。

対
象
　
町
内
、あ
ま
市
内
在
住
、満
20

歳
以
上
で
、
育
児
経
験
あ
る
い
は
保

育
士
資
格
等
を
有
す
る
方

※

養
成
講
座
の
受
講
が
必
要

養
成
講
座
（
全
日
程
受
講
が
難
し
い

場
合
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
）

と
き
　
11
月
27
日（
金
）・
30
日（
月
）

〜
12
月
３
日（
木
）午
前
９
時
30
分
〜

午
後
３
時
15
分

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
員
　
６
名

※

無
料
託
児
あ
り
（
生
後
４
カ
月
か

　
ら
未
就
学
児
。11
月
19
日
（
木
）
ま

　
で
に
要
予
約
）

申
込
方
法
　
11
月
20
日（
金
）ま
で
に

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
あ
ま
市
・
大
治
町
広
域

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
務
局
　

　
☎（
４
６
２
）０
１
５
０

　
自
衛
官
等
募
集
が
行
わ
れ
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

募
集
項
目

❶
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
推
薦
）

❷
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
一
般
）

❸
自
衛
官
候
補
生

資
格

❶
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子
、
成
績
優
秀
か
つ
生
徒
会

　
活
動
等
に
顕
著
な
実
績
を
修
め
、

　
学
校
長
が
推
薦
で
き
る
者

❷
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子

❸
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

受
付
期
間

❶
11
月
１
日（
日
）〜
30
日（
月
）

❷
11
月
１
日（
日
）〜
令
和
3
年
１
月

　
６
日（
水
）

❸
年
間
を
通
じ
て
受
け
付
け

業
し
て
５
年
以
内
の
方

定
員
　
10
名（
先
着
順
）

申
込
方
法
　
11
月
６
日
（
金
）ま
で
に

弥
富
市
商
工
会
へ
事
前
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

受
講
料
　
無
料

問
合
せ
先
　
弥
富
市
商
工
会

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）３
１
０
０

　
弥
富
市
役
所
商
工
観
光
課

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）１
１
１
１

　
物
流
機
械
運
転
科
受
講
生
を
募
集

し
ま
す
。

訓
練
期
間
　
令
和
３
年
１
月
８
日

（
金
）〜
６
月
25
日（
金
）（
６
カ
月
）

募
集
科
　
物
流
機
械
運
転
科

選
考
　
筆
記
試
験
、面
接（
12
月
10
日

（
木
））

対
象
　
公
共
職
業
安
定
所
で
求
職
登

録
を
し
て
お
り
、
訓
練
受
講
が
必
要

と
認
め
ら
れ
、
自
動
車
運
転
免
許（
普

通
自
動
車
以
上
）を
取
得
し
て
い
る
方

定
員
　
20
人

受
講
料
　
無
料（
教
科
書
、作
業
服
代

等
は
自
己
負
担
）

申
込
方
法
　
11
月
30
日（
月
）ま
で
に
、

申
込
・
問
合
せ
先
　
自
衛
隊
愛
知
地

方
協
力
本
部 

一
宮
地
域
事
務
所

　
☎
０
５
８
６（
７
３
）７
５
２
２

　
弥
富
市
・
蟹
江
町
・
飛
島
村
・
大

治
町
各
商
工
会
が
主
催
し
、
４
市
町

村
の
後
援
で
創
業
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
す
。本
セ
ミ
ナ
ー
は
「
創
業
支
援

等
事
業
計
画
」に
基
づ
き
、
創
業
に
必

要
な
経
営
の
基
本
を
専
門
家
に
よ

り
、
分
か
り
や
す
く
学
べ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
と
な
り
ま
す
。

と
き
　
11
月
14
・
21
日（
土
）、
両
日

と
も
午
後
１
時
〜
５
時

※

２
日
間
と
も
参
加
で
き
る
方
を
対

　
象
と
し
ま
す
。別
の
日
を
ご
希
望
の

　
方
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
　
蟹
江
町
産
業
文
化
会
館
　

２
階
　

内
容
　

❶
創
業
計
画
・
事
業
計
画
の
作
成

❷
資
金
調
達
、
資
金
繰
り
計
画
の
作

　
成

❸
従
業
員
雇
用
ル
ー
ル

❹
販
売
戦
略
の
立
て
方
な
ど

対
象
　
創
業
を
予
定
し
て
い
る
方
、

創
業
・
経
営
に
興
味
の
あ
る
方
、
創

　
定
す
る
町
内
の
住
宅
に
新
た
に
補

　
助
対
象
設
備
を
設
置
す
る
方
（
既

　
に
設
置
さ
れ
て
い
る
方
、設
置
工
事

　
を
開
始
し
て
い
る
方
は
対
象
外
）

❷
町
内
に
お
い
て
自
ら
居
住
す
る
た

　
め
に
補
助
対
象
設
備
付
き
新
築
住

　
宅
を
購
入
す
る
方

※

各
補
助
対
象
設
備
に
対
す
る
補
助

　
金
の
交
付
は
、１
世
帯
に
つ
き
１
回

　
限
り
と
し
ま
す
。

そ
の
他
　
申
請
書
様
式
は
産
業
環
境

課
窓
口
で
配
布
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境

課
　
内
線
１
２
４

入
所
願
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

居
住
地
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
説
明
会
を
ポ
リ
テ
ク
セ
ン

タ
ー
名
古
屋
港
で
11
月
11
・
18
日

（
水
）
の
午
前
９
時
30
分
か
ら
実
施

（
予
約
不
要
）

問
合
せ
先
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
名

古
屋
港
　
☎（
３
８
１
）２
７
７
５

　
　http://w

w
w
3.jeed.or.jp/

　
　nagoyakouw

an/poly/

◉
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
は
飼
い
主
が
責
任

　
を
も
っ
て
片
付
け
て
く
だ
さ
い

　
家
の
前
や
歩
道
な
ど
ペ
ッ
ト
の
ふ

ん
が
放
置
さ
れ
、
悪
臭
、
汚
れ
で
困
っ

て
い
る
と
の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
ふ
ん
な
ど
を
適
正
に
処
理
し
、
他

人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に
努
め

る
こ
と
は
飼
い
主
の
責
任
で
す
。持
ち

帰
っ
て
適
切
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

◉
野
良
猫
を
世
話
し
て
い
る
方
は
餌

　
を
あ
げ
る
だ
け
で
な
く
、
責
任
を

　
も
っ
て
管
理
し
て
く
だ
さ
い

　
猫
に
餌
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
ふ
ん
尿
を
始
末
し
て
い
ま
す

か
。あ
な
た
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
近

所
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。餌
の
後
片
付
け
・
ふ
ん
の
始

末
を
し
っ
か
り
と
行
い
、
人
と
猫
が
共

生
で
き
る
町
づ
く
り
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境
課

　
内
線
１
２
４

　
虐
待
と
は
「
身
体
的
虐
待
」「
性
的

虐
待
」「
心
理
的
虐
待
」「
放
棄
・
放
任

（
ネ
グ
レ
ク
ト
）」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
、す
ぐ
に
お

電
話
を
く
だ
さ
い
。通
報
は
匿
名
で

行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。通
報
し
た

人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

付
を
受
け
て
い
な
い
方
は
対
象
外
で

す
。

　
ま
た
、申
請
書
提
出
後
、次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、速
や
か
に

学
校
教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

・
私
立
高
等
学
校
を
休
学
、
転
学
ま

　
た
は
退
学
さ
れ
た
と
き

・
住
所
を
異
動
さ
れ
た
と
き

申
請
・
問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育

課
　
内
線
２
０
７
・
２
０
８

　
町
教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
３
年

度
に
小
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
を
対

象
に
就
学
時
健
康
診
断
と
入
学
説
明

会
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
児
童
の
家
庭
に
は
案
内
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、実
施
日
の
５
日
前
に

な
っ
て
も
届
い
て
い
な
い
場
合
は
学
校

教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

と
き

　
大
治
小
学
校
　
11
月
５
日（
木
）

受
付
時
間
　
午
後
０
時
45
分
〜
１
時

10
分

入
学
説
明
会
　
午
後
１
時
10
分
〜
１

時
30
分

検
査
時
間
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

私
立
高
等
学
校

授
業
料
補
助
金

１１
月
１１
日
は
介
護
の
日

教
育
委
員
を
紹
介
し
ま
す

み
ん
な
で
減
ら
そ
う
！

無
駄
な
医
療
費

令
和
３
年
度
就
学
時

健
康
診
断
お
よ
び
入
学
説
明
会

土
日
で
も
住
民
票
の
写
し
と

印
鑑
登
録
証
明
書
の

交
付
が
受
け
ら
れ
ま
す

介護マーク

取
り
付
け
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
！

防
犯
対
策
防
犯
カ
メ
ラ
等

補
助
金

で
す
。

相
談
窓
口

◉
児
童

　
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）

　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
　
内
線
１
４
１

◉
高
齢
者

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
２
）０
８
５
７

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
５
８

◉
障
害
者

　
障
害
者
相
談
支
援
事
業
所

　
☎（
４
３
３
）２
３
４
３

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
６
９

　
Ｄ
Ｖ
・
セ
ク
ハ
ラ
・
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
と
い
っ
た
女
性
に
関
す
る
人
権

問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
強
化
週
間
中
は
、「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」の
電
話
回
線
を
通
常

の
相
談
時
間
を
延
長
し
て
土
・
日
曜

も
対
応
し
ま
す
。

　
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

と
き
　
11
月
12
日（
木
）〜
18
日（
水
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時（
土
日
の

み
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
）

※

強
化
週
間
以
外
の
受
付
時
間
は
、

　
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
15
分
ま
で

相
談
専
用
電
話

　
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
相
談

　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談

　
＠
名
古
屋
法
務
局

　
詳
し
く
は
名
古
屋
法
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＠snsjinkensoudan
※

こ
ち
ら
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ

　
ウ
ン
ト
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
じ
ん
け
ん
相
談
」

　
を
友
達
登
録
し
て
ご
相
談
く
だ
さ

　
い
。

問
合
せ
先
　
名
古
屋
法
務
局 

人
権
擁

護
部
　
☎（
９
５
２
）８
１
１
１

　
Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報
シ
ス
テ

ム
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
１
１
９
番

通
報
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
海
部
東
部
消
防
組
合
管
内
を
担
当

す
る
海
部
地
方
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

で
令
和
２
年
12
月
１
日
か
ら
運
用
開

始
に
あ
た
り
、
登
録
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

対
象
者
　
聴
覚
ま
た
は
音
声
・
言
語

機
能
等
に
障
が
い
が
あ
り
、音
声
に
よ

る
１
１
９
番
通
報
が
困
難
な
方
で
、

大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の
方

※

説
明
会
参
加
の
事
前
申
込
は
不
要

　
で
す
。

※

付
き
添
い
等
で
来
ら
れ
た
際
、
密

　
集
、
密
接
を
避
け
る
た
め
に
入
場

　
制
限
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※

説
明
会
の
詳
細
は
、
海
部
東
部
消

　
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　（http://w
w
w
.am
atobu-119.

　jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　（
４
４
２
）3
1
8
0

　
　shoubou@

am
atobu-119.jp

62020（令和2）年11月号7 2020（令和2）年11月号

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ



　
習
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

　
大
状
況
に
よ
り
、中
止
と
さ
せ
て
い

　
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　http://w

w
w
.am
atobu-

　
　119.jp

と
き
　
11
月
29
日（
日
）午
後
１
時
〜

４
時

と
こ
ろ
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消
防

本
部 

講
堂

対
象
　
大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の

方
で
15
歳
以
上
の
方

内
容
　
成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生

法
、大
出
血
時
の
止
血
法

定
員
　
９
名

参
加
費
　
無
料

受
付
期
間
　
11
月
９
日（
月
）〜
22
日

（
日
）

申
込
場
所
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
署
・
北
分
署
・
南
分
署

申
込
方
法
　
救
命
講
習
受
講
申
請
書

で
受
け
付
け
ま
す
。

※

申
請
書
は
、
消
防
本
部
・
各
消
防

　
署
で
配
布
、
ま
た
は
海
部
東
部
消

　
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

　
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※

メ
ー
ル
・
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
で
の

　
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※

団
体
・
グ
ル
ー
プ
等
で
受
講
希
望

　
の
場
合
は
、指
導
員
が
出
向
し
、講

対
象
　
本
町
に
在
住
の
私
立
高
等
学

校
の
全
日
制
課
程
も
し
く
は
定
時
制

課
程
ま
た
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程

に
在
籍
す
る
生
徒
の
保
護
者

補
助
金
の
額
　
年
額
１
万
円
以
内

※

３
月
末
に
振
り
込
み
予
定

申
請
に
必
要
な
も
の

❶
私
立
高
等
学
校
授
業
料
補
助
金
交

　
付
申
請
書（
様
式
第
１
）

※

学
校
で
学
校
証
明
欄
の
記
入
お
よ

　
び
証
明
が
必
要
で
す
。ま
た
、
様

　
式
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
可

　
能
で
す
。

❷
朱
肉
の
使
え
る
印
鑑

❸
保
護
者
名
義
の
預
貯
金
通
帳

❹
所
得
課
税
証
明
書

※

愛
知
県
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽

　
減
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い

　
場
合
に
必
要
で
す
。

提
出
期
限
　
令
和
３
年
１
月
29
日

（
金
）

注
意
　
本
年
度
の
授
業
料
の
納
付
を

全
額
免
除
さ
れ
て
い
る
方
、
所
得
制

限
に
よ
り
国
・
県
の
補
助
金
等
の
交

30
分

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

　
策
の
た
め
９
月
号
よ
り
時
間
帯
等

　
を
変
更
し
て
い
ま
す
。ご
注
意
く

　
だ
さ
い
。

対
象
　
平
成
26
年
４
月
２
日
〜
27
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
児
童

問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育
課

　
内
線
２
０
８

　
10
月
１
日
付
け
で
、杉
戸 

江
泉 

氏

が
教
育
委
員
に
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
４
年
で
す
。

　

　「
介
護
」に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
は
考
え

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。高
齢
化
が

進
み
、
親
や
配
偶
者
な
ど
家
族
の
介

護
を
す
る
方
が
増
え
て
い
ま
す
。今
、

介
護
を
し
て
い
な
い
方
も
、
い
つ
か
家

族
の
介
護
を
す
る
立
場
に
な
っ
た
り
、

介
護
を
受
け
る
立
場
に
な
っ
た
り
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。介
護
は
誰
に

と
っ
て
も
身
近
な
問
題
な
の
で
す
。11

月
11
日
は「
介
護
の
日
」。そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
で
「
介
護
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

※

こ
の
マ
ー
ク
は
、
静
岡
県
が
考
案
し

　
た
も
の
で
、
厚
生
労
働
省
が
周
知

　
を
図
っ
て
い
ま
す
。外
出
先
で
こ
の

　
マ
ー
ク
を
見
か
け
た
ら
温
か
く
見

　
守
っ
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、「
介
護

　
マ
ー
ク
」
を
役
場
民
生
課
お
よ
び

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
配
布

　
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

民
生
課

　
内
線
１
１
５
・
１
５
８

　
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も

増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
医
療
費
。

　
こ
の
医
療
費
は
、皆
さ
ん
が
納
め
る

保
険
税
で
賄
わ
れ
て
い
る
た
め
、医
療

費
が
増
え
続
け
る
と
、
保
険
税
の
負

担
増
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
大
切
な
医
療
費
を
無
駄
遣
い
し
な

い
よ
う
に
次
の
点
に
注
意
し
て
、適
切

な
受
診
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

・
日
頃
か
ら
健
康
づ
く
り
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。

・
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
て
、

　
早
期
発
見･

早
期
治
療
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。 

・
気
軽
に
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
か

　
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。 

・
重
複
受
診
や
は
し
ご
受
診
は
や
め

　
ま
し
ょ
う
。

・
薬
は
適
切
な
用
量
、
用
法
で
服
用

　
し
ま
し
ょ
う
。 

・
な
る
べ
く
診
療
時
間
内
に
受
診
す

　
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先
　
役
場 

保
険
医
療
課

　
内
線
１
７
０

　
犯
罪
抑
止
に
有
効
な
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
促
進
を
図
る
た
め
、
積
極
的

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象
　
県
が
定
め
る
「
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
及
び
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」の
ほ
か
町
が
要
綱
に
定
め
る

条
件
、
遵
守
事
項
等
を
遵
守
で
き
る

❶
❷
の
方

❶
総
代
お
よ
び
地
区
総
代
の
方

　
当
該
自
治
組
織
の
承
認
を
受
け
て
、

　
管
轄
す
る
公
共
的
な
施
設
に
設
置

　
す
る
場
合

❷
町
内
に
所
在
す
る
物
件
の
う
ち
、

　
次
の
項
目
に
該
当
す
る
方

・
戸
数
４
戸
以
上
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ

　
ン
の
管
理
組
合

・
戸
数
４
戸
以
上
の
賃
貸
共
同
住
宅

　（
社
宅
、寮
等
を
除
く
）の
所
有
者

・
自
動
車
４
台
以
上
を
駐
車
可
能
な

　
貸
し
駐
車
場
の
所
有
者

※

補
助
金
の
交
付
申
請
は
、
補
助
対

　
象
者
に
つ
き
同
一
年
度
内
に
１
回

　
限
り
、
ま
た
同
一
敷
地
内
へ
の
補
助

　
は
１
回
限
り
と
し
ま
す
。

受
付
期
間
　
令
和
３
年
２
月
末
日
ま

で補
助
金
額
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
購
入
設

◉
被
害
相
談

　
警
察
で
は
各
種
相
談
窓
口
を
開
設

し
、
犯
罪
被
害
者
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。（
左
表
参

照
）

◉
犯
罪
被
害
給
付
制
度

　
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
家
族

を
亡
く
さ
れ
た
ご
遺
族
、
重
傷
病
を

負
っ
た
り
後
遺
障
害
が
残
っ
た
り
し

置
金
額
の
２
分
の
１
以
内
で
、
５
万

円
を
限
度
額
と
し
ま
す
。（
１
０
０
０

円
未
満
切
り
捨
て
）

※

維
持
管
理
費
用
、
地
代
・
占
用
料

　
等
は
除
く

申
請
方
法
等
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
方
は
、
必
ず
、
事
前

に
役
場
防
災
危
機
管
理
課
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。（
取
り
付
け
後
の
受
け
付

け
は
い
た
し
ま
せ
ん
。）

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

防
災
危
機

管
理
課
　
内
線
１
５
１
・
１
５
２

　
11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
は
犯
罪

被
害
者
週
間
で
す
。

　
犯
罪
被
害
者
は
、
被
害
後
に
生
じ

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題（
身
体
不
調
、
経

済
的
困
窮
な
ど
）に
苦
し
め
ら
れ
て
い

ま
す
。犯
罪
防
止
や
犯
罪
被
害
者
の

方
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
役
場
の
閉
庁
日
で
も
公
民
館
が
開

館
し
て
い
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し

お
よ
び
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

と
き
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ
　
公
民
館 

２
階 

事
務
室

請
求
の
際
に
必
要
な
も
の

◉
住
民
票
の
写
し

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

※

代
理
人
の
方
が
請
求
を
す
る
場
合

　
は
、
委
任
状
ま
た
は
代
理
人
選
任

　
届

◉
印
鑑
登
録
証
明
書

・
印
鑑
登
録
証（
手
帳
）

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

注
意

・
役
場
の
閉
庁
日
と
公
民
館
の
閉
館

　
日
が
重
な
っ
た
と
き
は
、
交
付
が
で

　
き
ま
せ
ん
。

・
本
人
確
認
書
類
に
つ
い
て
は
事
前

　
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

・
公
民
館
で
は
、
転
出
・
死
亡
し
た

　
方
の
住
民
票
（
除
票
）の
写
し
の
交

　
付
お
よ
び
住
民
異
動
や
印
鑑
登
録

　
な
ど
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先
　
役
場 

住
民
課

　
内
線
１
７
４

た
被
害
者
の
方
に
対
し
て
、何
ら
か
の

公
的
救
済
や
加
害
者
側
か
ら
の
損
害

賠
償
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
、
国
が
給
付
金
を
支
給

す
る
制
度
で
す
。詳
し
く
は
、
警
察
署

ま
た
は
警
察
本
部
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
津
島
警
察
署
警
務
課

　
☎
０
５
６
７（
２
４
）０
１
１
０

　
住
宅
用
地
球
温
暖
化
対
策
設
備
を

設
置
さ
れ
る
方
に
対
し
、
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
者

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
、

申
請
年
度
内
に
設
備
の
運
用
を
開
始

で
き
る（
要
綱
に
定
め
る
期
限
ま
で
に

実
績
報
告
書
を
提
出
で
き
る
こ
と
）

方
を
補
助
対
象
と
し
ま
す
。

❶
自
ら
居
住
し
、
ま
た
は
居
住
を
予

　
令
和
３
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿

に
登
録
さ
れ
た
方
に
は
、
本
年
11
月

中
旬
に
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
の

通
知（
名
簿
記
載
通
知
）を
お
送
り
し

ま
す
。（
令
和
３
年
１
月
１
日
時
点
で

20
歳
以
上
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。）
こ

の
通
知
は
、
来
年
２
月
ご
ろ
か
ら
の

約
１
年
間
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た

だ
き
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
お
伝
え
し
、あ

ら
か
じ
め
心
積
も
り
を
し
て
い
た
だ

く
た
め
の
も
の
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
具
体

的
な
事
件
の
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば

れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す

ぐ
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ
く
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
実
際
に
裁
判
所

に
お
越
し
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た

場
合
に
は
、
別
途
お
知
ら
せ
し
ま

す
。）

問
合
せ
先
　
名
古
屋
地
方
裁
判
所
刑

事
部
裁
判
員
係

　
☎（
２
０
３
）８
９
１
６

　
地
域
で
子
育
て
を
支
え
合
う
お
手

伝
い
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。子
ど
も
の

送
迎
や
一
時
預
か
り
を
行
う
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
（
１
時
間
７
０
０
円
〜
）

を
募
集
し
ま
す
。

対
象
　
町
内
、あ
ま
市
内
在
住
、満
20

歳
以
上
で
、
育
児
経
験
あ
る
い
は
保

育
士
資
格
等
を
有
す
る
方

※

養
成
講
座
の
受
講
が
必
要

養
成
講
座
（
全
日
程
受
講
が
難
し
い

場
合
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
）

と
き
　
11
月
27
日（
金
）・
30
日（
月
）

〜
12
月
３
日（
木
）午
前
９
時
30
分
〜

午
後
３
時
15
分

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
員
　
６
名

※

無
料
託
児
あ
り
（
生
後
４
カ
月
か

　
ら
未
就
学
児
。11
月
19
日
（
木
）
ま

　
で
に
要
予
約
）

申
込
方
法
　
11
月
20
日（
金
）ま
で
に

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
あ
ま
市
・
大
治
町
広
域

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
務
局
　

　
☎（
４
６
２
）０
１
５
０

　
自
衛
官
等
募
集
が
行
わ
れ
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

募
集
項
目

❶
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
推
薦
）

❷
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
一
般
）

❸
自
衛
官
候
補
生

資
格

❶
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子
、
成
績
優
秀
か
つ
生
徒
会

　
活
動
等
に
顕
著
な
実
績
を
修
め
、

　
学
校
長
が
推
薦
で
き
る
者

❷
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子

❸
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

受
付
期
間

❶
11
月
１
日（
日
）〜
30
日（
月
）

❷
11
月
１
日（
日
）〜
令
和
3
年
１
月

　
６
日（
水
）

❸
年
間
を
通
じ
て
受
け
付
け

業
し
て
５
年
以
内
の
方

定
員
　
10
名（
先
着
順
）

申
込
方
法
　
11
月
６
日
（
金
）ま
で
に

弥
富
市
商
工
会
へ
事
前
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

受
講
料
　
無
料

問
合
せ
先
　
弥
富
市
商
工
会

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）３
１
０
０

　
弥
富
市
役
所
商
工
観
光
課

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）１
１
１
１

　
物
流
機
械
運
転
科
受
講
生
を
募
集

し
ま
す
。

訓
練
期
間
　
令
和
３
年
１
月
８
日

（
金
）〜
６
月
25
日（
金
）（
６
カ
月
）

募
集
科
　
物
流
機
械
運
転
科

選
考
　
筆
記
試
験
、面
接（
12
月
10
日

（
木
））

対
象
　
公
共
職
業
安
定
所
で
求
職
登

録
を
し
て
お
り
、
訓
練
受
講
が
必
要

と
認
め
ら
れ
、
自
動
車
運
転
免
許（
普

通
自
動
車
以
上
）を
取
得
し
て
い
る
方

定
員
　
20
人

受
講
料
　
無
料（
教
科
書
、作
業
服
代

等
は
自
己
負
担
）

申
込
方
法
　
11
月
30
日（
月
）ま
で
に
、

申
込
・
問
合
せ
先
　
自
衛
隊
愛
知
地

方
協
力
本
部 

一
宮
地
域
事
務
所

　
☎
０
５
８
６（
７
３
）７
５
２
２

　
弥
富
市
・
蟹
江
町
・
飛
島
村
・
大

治
町
各
商
工
会
が
主
催
し
、
４
市
町

村
の
後
援
で
創
業
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
す
。本
セ
ミ
ナ
ー
は
「
創
業
支
援

等
事
業
計
画
」に
基
づ
き
、
創
業
に
必

要
な
経
営
の
基
本
を
専
門
家
に
よ

り
、
分
か
り
や
す
く
学
べ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
と
な
り
ま
す
。

と
き
　
11
月
14
・
21
日（
土
）、
両
日

と
も
午
後
１
時
〜
５
時

※

２
日
間
と
も
参
加
で
き
る
方
を
対

　
象
と
し
ま
す
。別
の
日
を
ご
希
望
の

　
方
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
　
蟹
江
町
産
業
文
化
会
館
　

２
階
　

内
容
　

❶
創
業
計
画
・
事
業
計
画
の
作
成

❷
資
金
調
達
、
資
金
繰
り
計
画
の
作

　
成

❸
従
業
員
雇
用
ル
ー
ル

❹
販
売
戦
略
の
立
て
方
な
ど

対
象
　
創
業
を
予
定
し
て
い
る
方
、

創
業
・
経
営
に
興
味
の
あ
る
方
、
創

　
定
す
る
町
内
の
住
宅
に
新
た
に
補

　
助
対
象
設
備
を
設
置
す
る
方
（
既

　
に
設
置
さ
れ
て
い
る
方
、設
置
工
事

　
を
開
始
し
て
い
る
方
は
対
象
外
）

❷
町
内
に
お
い
て
自
ら
居
住
す
る
た

　
め
に
補
助
対
象
設
備
付
き
新
築
住

　
宅
を
購
入
す
る
方

※

各
補
助
対
象
設
備
に
対
す
る
補
助

　
金
の
交
付
は
、１
世
帯
に
つ
き
１
回

　
限
り
と
し
ま
す
。

そ
の
他
　
申
請
書
様
式
は
産
業
環
境

課
窓
口
で
配
布
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境

課
　
内
線
１
２
４

入
所
願
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

居
住
地
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
説
明
会
を
ポ
リ
テ
ク
セ
ン

タ
ー
名
古
屋
港
で
11
月
11
・
18
日

（
水
）
の
午
前
９
時
30
分
か
ら
実
施

（
予
約
不
要
）

問
合
せ
先
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
名

古
屋
港
　
☎（
３
８
１
）２
７
７
５

　
　http://w

w
w
3.jeed.or.jp/

　
　nagoyakouw

an/poly/

◉
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
は
飼
い
主
が
責
任

　
を
も
っ
て
片
付
け
て
く
だ
さ
い

　
家
の
前
や
歩
道
な
ど
ペ
ッ
ト
の
ふ

ん
が
放
置
さ
れ
、
悪
臭
、
汚
れ
で
困
っ

て
い
る
と
の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
ふ
ん
な
ど
を
適
正
に
処
理
し
、
他

人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に
努
め

る
こ
と
は
飼
い
主
の
責
任
で
す
。持
ち

帰
っ
て
適
切
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

◉
野
良
猫
を
世
話
し
て
い
る
方
は
餌

　
を
あ
げ
る
だ
け
で
な
く
、
責
任
を

　
も
っ
て
管
理
し
て
く
だ
さ
い

　
猫
に
餌
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
ふ
ん
尿
を
始
末
し
て
い
ま
す

か
。あ
な
た
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
近

所
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。餌
の
後
片
付
け
・
ふ
ん
の
始

末
を
し
っ
か
り
と
行
い
、
人
と
猫
が
共

生
で
き
る
町
づ
く
り
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境
課

　
内
線
１
２
４

　
虐
待
と
は
「
身
体
的
虐
待
」「
性
的

虐
待
」「
心
理
的
虐
待
」「
放
棄
・
放
任

（
ネ
グ
レ
ク
ト
）」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
、す
ぐ
に
お

電
話
を
く
だ
さ
い
。通
報
は
匿
名
で

行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。通
報
し
た

人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

付
を
受
け
て
い
な
い
方
は
対
象
外
で

す
。

　
ま
た
、申
請
書
提
出
後
、次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、速
や
か
に

学
校
教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

・
私
立
高
等
学
校
を
休
学
、
転
学
ま

　
た
は
退
学
さ
れ
た
と
き

・
住
所
を
異
動
さ
れ
た
と
き

申
請
・
問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育

課
　
内
線
２
０
７
・
２
０
８

　
町
教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
３
年

度
に
小
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
を
対

象
に
就
学
時
健
康
診
断
と
入
学
説
明

会
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
児
童
の
家
庭
に
は
案
内
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、実
施
日
の
５
日
前
に

な
っ
て
も
届
い
て
い
な
い
場
合
は
学
校

教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

と
き

　
大
治
小
学
校
　
11
月
５
日（
木
）

受
付
時
間
　
午
後
０
時
45
分
〜
１
時

10
分

入
学
説
明
会
　
午
後
１
時
10
分
〜
１

時
30
分

検
査
時
間
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

自
衛
官
等

警
察
か
ら
の
お
知
ら
せ

〜
広
げ
よ
う
支
援
の
輪
〜

住
宅
用
地
球
温
暖
化

対
策
設
備
設
置
費
補
助
金

裁
判
員
制
度

　

ま
も
な
く
名
簿
記
載
通
知
を

発
送
し
ま
す

子
育
て
支
援
事
業

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
提
供
会
員

性犯罪被害 110 番
☎0120（67）7830

☎♯8103（短縮ダイヤル）
終　日

性犯罪被害相談
（♯8103は一部の
通信事業者は有料）

ハートフルステーション
・あいち

☎0570（064）810

月～土
（祝日を除く）
9:00～20:00

性犯罪被害者のための
ワンストップ支援センター

（一宮市）

ふれあいコール
☎（561）0184 終　日 列車内の痴漢被害相談

被害少年相談電話
☎0120（7867）70

犯罪やいじめ等の
少年の被害に関する相談

ストーカー 110 番
☎（961）0888 終　日 ストーカー被害に関する

相談

暴力団に対する相談窓口
☎（951）7700 終　日 暴力団に関する相談

ハートフルライン
☎（954）8897

月～金
（祝日を除く）
9:00～17:00

犯罪被害者のための
心の悩み相談

公益社団法人サポートセン
ターあいち（民間団体）
❶☎（232）7830

  ❶月～金（祝日を除く）
10:00～16:00

❷(全国共通ナビダイヤル)
7:30～22:00

犯罪被害等に関する
相談

月～金
（祝日を除く）
9:00～17:00

❷☎0570（783）554

組
合
せ
に
よ
る

補
助

・住宅用太陽光発電施設
・家庭用エネルギー管理システム
　（ＨＥＭＳ）
・定置用リチウムイオン蓄電システム

６０，０００円（定額）

補助対象設備および補助金額
補助対象設備 補助金額

単
独
補
助

・家庭用燃料電池
　コージェネレーションシステム

・定置用リチウムイオン蓄電システム

３０，０００円（定額）

３０，０００円（定額）
ただし、他補助対象設備と同
時に申請する場合は、組合
せによる補助を優先します。

で
す
。

相
談
窓
口

◉
児
童

　
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）

　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
　
内
線
１
４
１

◉
高
齢
者

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
２
）０
８
５
７

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
５
８

◉
障
害
者

　
障
害
者
相
談
支
援
事
業
所

　
☎（
４
３
３
）２
３
４
３

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
６
９

　
Ｄ
Ｖ
・
セ
ク
ハ
ラ
・
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
と
い
っ
た
女
性
に
関
す
る
人
権

問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
強
化
週
間
中
は
、「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」の
電
話
回
線
を
通
常

の
相
談
時
間
を
延
長
し
て
土
・
日
曜

も
対
応
し
ま
す
。

　
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

と
き
　
11
月
12
日（
木
）〜
18
日（
水
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時（
土
日
の

み
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
）

※

強
化
週
間
以
外
の
受
付
時
間
は
、

　
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
15
分
ま
で

相
談
専
用
電
話

　
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
相
談

　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談

　
＠
名
古
屋
法
務
局

　
詳
し
く
は
名
古
屋
法
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＠snsjinkensoudan
※

こ
ち
ら
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ

　
ウ
ン
ト
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
じ
ん
け
ん
相
談
」

　
を
友
達
登
録
し
て
ご
相
談
く
だ
さ

　
い
。

問
合
せ
先
　
名
古
屋
法
務
局 

人
権
擁

護
部
　
☎（
９
５
２
）８
１
１
１

　
Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報
シ
ス
テ

ム
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
１
１
９
番

通
報
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
海
部
東
部
消
防
組
合
管
内
を
担
当

す
る
海
部
地
方
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

で
令
和
２
年
12
月
１
日
か
ら
運
用
開

始
に
あ
た
り
、
登
録
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

対
象
者
　
聴
覚
ま
た
は
音
声
・
言
語

機
能
等
に
障
が
い
が
あ
り
、音
声
に
よ

る
１
１
９
番
通
報
が
困
難
な
方
で
、

大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の
方

※

説
明
会
参
加
の
事
前
申
込
は
不
要

　
で
す
。

※

付
き
添
い
等
で
来
ら
れ
た
際
、
密

　
集
、
密
接
を
避
け
る
た
め
に
入
場

　
制
限
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※

説
明
会
の
詳
細
は
、
海
部
東
部
消

　
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　（http://w
w
w
.am
atobu-119.

　jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　（
４
４
２
）3
1
8
0

　
　shoubou@

am
atobu-119.jp

82020（令和2）年11月号9 2020（令和2）年11月号

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ



　
習
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

　
大
状
況
に
よ
り
、中
止
と
さ
せ
て
い

　
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　http://w

w
w
.am
atobu-

　
　119.jp

と
き
　
11
月
29
日（
日
）午
後
１
時
〜

４
時

と
こ
ろ
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消
防

本
部 

講
堂

対
象
　
大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の

方
で
15
歳
以
上
の
方

内
容
　
成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生

法
、大
出
血
時
の
止
血
法

定
員
　
９
名

参
加
費
　
無
料

受
付
期
間
　
11
月
９
日（
月
）〜
22
日

（
日
）

申
込
場
所
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
署
・
北
分
署
・
南
分
署

申
込
方
法
　
救
命
講
習
受
講
申
請
書

で
受
け
付
け
ま
す
。

※

申
請
書
は
、
消
防
本
部
・
各
消
防

　
署
で
配
布
、
ま
た
は
海
部
東
部
消

　
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

　
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※

メ
ー
ル
・
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
で
の

　
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※

団
体
・
グ
ル
ー
プ
等
で
受
講
希
望

　
の
場
合
は
、指
導
員
が
出
向
し
、講

対
象
　
本
町
に
在
住
の
私
立
高
等
学

校
の
全
日
制
課
程
も
し
く
は
定
時
制

課
程
ま
た
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程

に
在
籍
す
る
生
徒
の
保
護
者

補
助
金
の
額
　
年
額
１
万
円
以
内

※

３
月
末
に
振
り
込
み
予
定

申
請
に
必
要
な
も
の

❶
私
立
高
等
学
校
授
業
料
補
助
金
交

　
付
申
請
書（
様
式
第
１
）

※

学
校
で
学
校
証
明
欄
の
記
入
お
よ

　
び
証
明
が
必
要
で
す
。ま
た
、
様

　
式
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
可

　
能
で
す
。

❷
朱
肉
の
使
え
る
印
鑑

❸
保
護
者
名
義
の
預
貯
金
通
帳

❹
所
得
課
税
証
明
書

※

愛
知
県
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽

　
減
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い

　
場
合
に
必
要
で
す
。

提
出
期
限
　
令
和
３
年
１
月
29
日

（
金
）

注
意
　
本
年
度
の
授
業
料
の
納
付
を

全
額
免
除
さ
れ
て
い
る
方
、
所
得
制

限
に
よ
り
国
・
県
の
補
助
金
等
の
交

30
分

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

　
策
の
た
め
９
月
号
よ
り
時
間
帯
等

　
を
変
更
し
て
い
ま
す
。ご
注
意
く

　
だ
さ
い
。

対
象
　
平
成
26
年
４
月
２
日
〜
27
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
児
童

問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育
課

　
内
線
２
０
８

　
10
月
１
日
付
け
で
、杉
戸 

江
泉 

氏

が
教
育
委
員
に
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
４
年
で
す
。

　

　「
介
護
」に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
は
考
え

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。高
齢
化
が

進
み
、
親
や
配
偶
者
な
ど
家
族
の
介

護
を
す
る
方
が
増
え
て
い
ま
す
。今
、

介
護
を
し
て
い
な
い
方
も
、
い
つ
か
家

族
の
介
護
を
す
る
立
場
に
な
っ
た
り
、

介
護
を
受
け
る
立
場
に
な
っ
た
り
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。介
護
は
誰
に

と
っ
て
も
身
近
な
問
題
な
の
で
す
。11

月
11
日
は「
介
護
の
日
」。そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
で
「
介
護
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

※

こ
の
マ
ー
ク
は
、
静
岡
県
が
考
案
し

　
た
も
の
で
、
厚
生
労
働
省
が
周
知

　
を
図
っ
て
い
ま
す
。外
出
先
で
こ
の

　
マ
ー
ク
を
見
か
け
た
ら
温
か
く
見

　
守
っ
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、「
介
護

　
マ
ー
ク
」
を
役
場
民
生
課
お
よ
び

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
配
布

　
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

民
生
課

　
内
線
１
１
５
・
１
５
８

　
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も

増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
医
療
費
。

　
こ
の
医
療
費
は
、皆
さ
ん
が
納
め
る

保
険
税
で
賄
わ
れ
て
い
る
た
め
、医
療

費
が
増
え
続
け
る
と
、
保
険
税
の
負

担
増
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
大
切
な
医
療
費
を
無
駄
遣
い
し
な

い
よ
う
に
次
の
点
に
注
意
し
て
、適
切

な
受
診
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

・
日
頃
か
ら
健
康
づ
く
り
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。

・
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
て
、

　
早
期
発
見･

早
期
治
療
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。 

・
気
軽
に
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
か

　
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。 

・
重
複
受
診
や
は
し
ご
受
診
は
や
め

　
ま
し
ょ
う
。

・
薬
は
適
切
な
用
量
、
用
法
で
服
用

　
し
ま
し
ょ
う
。 

・
な
る
べ
く
診
療
時
間
内
に
受
診
す

　
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先
　
役
場 

保
険
医
療
課

　
内
線
１
７
０

　
犯
罪
抑
止
に
有
効
な
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
促
進
を
図
る
た
め
、
積
極
的

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象
　
県
が
定
め
る
「
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
及
び
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」の
ほ
か
町
が
要
綱
に
定
め
る

条
件
、
遵
守
事
項
等
を
遵
守
で
き
る

❶
❷
の
方

❶
総
代
お
よ
び
地
区
総
代
の
方

　
当
該
自
治
組
織
の
承
認
を
受
け
て
、

　
管
轄
す
る
公
共
的
な
施
設
に
設
置

　
す
る
場
合

❷
町
内
に
所
在
す
る
物
件
の
う
ち
、

　
次
の
項
目
に
該
当
す
る
方

・
戸
数
４
戸
以
上
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ

　
ン
の
管
理
組
合

・
戸
数
４
戸
以
上
の
賃
貸
共
同
住
宅

　（
社
宅
、寮
等
を
除
く
）の
所
有
者

・
自
動
車
４
台
以
上
を
駐
車
可
能
な

　
貸
し
駐
車
場
の
所
有
者

※

補
助
金
の
交
付
申
請
は
、
補
助
対

　
象
者
に
つ
き
同
一
年
度
内
に
１
回

　
限
り
、
ま
た
同
一
敷
地
内
へ
の
補
助

　
は
１
回
限
り
と
し
ま
す
。

受
付
期
間
　
令
和
３
年
２
月
末
日
ま

で補
助
金
額
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
購
入
設

◉
被
害
相
談

　
警
察
で
は
各
種
相
談
窓
口
を
開
設

し
、
犯
罪
被
害
者
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。（
左
表
参

照
）

◉
犯
罪
被
害
給
付
制
度

　
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
家
族

を
亡
く
さ
れ
た
ご
遺
族
、
重
傷
病
を

負
っ
た
り
後
遺
障
害
が
残
っ
た
り
し

置
金
額
の
２
分
の
１
以
内
で
、
５
万

円
を
限
度
額
と
し
ま
す
。（
１
０
０
０

円
未
満
切
り
捨
て
）

※

維
持
管
理
費
用
、
地
代
・
占
用
料

　
等
は
除
く

申
請
方
法
等
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
方
は
、
必
ず
、
事
前

に
役
場
防
災
危
機
管
理
課
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。（
取
り
付
け
後
の
受
け
付

け
は
い
た
し
ま
せ
ん
。）

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

防
災
危
機

管
理
課
　
内
線
１
５
１
・
１
５
２

　
11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
は
犯
罪

被
害
者
週
間
で
す
。

　
犯
罪
被
害
者
は
、
被
害
後
に
生
じ

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題（
身
体
不
調
、
経

済
的
困
窮
な
ど
）に
苦
し
め
ら
れ
て
い

ま
す
。犯
罪
防
止
や
犯
罪
被
害
者
の

方
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
役
場
の
閉
庁
日
で
も
公
民
館
が
開

館
し
て
い
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し

お
よ
び
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

と
き
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ
　
公
民
館 

２
階 

事
務
室

請
求
の
際
に
必
要
な
も
の

◉
住
民
票
の
写
し

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

※

代
理
人
の
方
が
請
求
を
す
る
場
合

　
は
、
委
任
状
ま
た
は
代
理
人
選
任

　
届

◉
印
鑑
登
録
証
明
書

・
印
鑑
登
録
証（
手
帳
）

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

注
意

・
役
場
の
閉
庁
日
と
公
民
館
の
閉
館

　
日
が
重
な
っ
た
と
き
は
、
交
付
が
で

　
き
ま
せ
ん
。

・
本
人
確
認
書
類
に
つ
い
て
は
事
前

　
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

・
公
民
館
で
は
、
転
出
・
死
亡
し
た

　
方
の
住
民
票
（
除
票
）の
写
し
の
交

　
付
お
よ
び
住
民
異
動
や
印
鑑
登
録

　
な
ど
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先
　
役
場 

住
民
課

　
内
線
１
７
４

た
被
害
者
の
方
に
対
し
て
、何
ら
か
の

公
的
救
済
や
加
害
者
側
か
ら
の
損
害

賠
償
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
、
国
が
給
付
金
を
支
給

す
る
制
度
で
す
。詳
し
く
は
、
警
察
署

ま
た
は
警
察
本
部
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
津
島
警
察
署
警
務
課

　
☎
０
５
６
７（
２
４
）０
１
１
０

　
住
宅
用
地
球
温
暖
化
対
策
設
備
を

設
置
さ
れ
る
方
に
対
し
、
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
者

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
、

申
請
年
度
内
に
設
備
の
運
用
を
開
始

で
き
る（
要
綱
に
定
め
る
期
限
ま
で
に

実
績
報
告
書
を
提
出
で
き
る
こ
と
）

方
を
補
助
対
象
と
し
ま
す
。

❶
自
ら
居
住
し
、
ま
た
は
居
住
を
予

　
令
和
３
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿

に
登
録
さ
れ
た
方
に
は
、
本
年
11
月

中
旬
に
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
の

通
知（
名
簿
記
載
通
知
）を
お
送
り
し

ま
す
。（
令
和
３
年
１
月
１
日
時
点
で

20
歳
以
上
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。）
こ

の
通
知
は
、
来
年
２
月
ご
ろ
か
ら
の

約
１
年
間
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た

だ
き
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
お
伝
え
し
、あ

ら
か
じ
め
心
積
も
り
を
し
て
い
た
だ

く
た
め
の
も
の
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
具
体

的
な
事
件
の
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば

れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す

ぐ
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ
く
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
実
際
に
裁
判
所

に
お
越
し
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た

場
合
に
は
、
別
途
お
知
ら
せ
し
ま

す
。）

問
合
せ
先
　
名
古
屋
地
方
裁
判
所
刑

事
部
裁
判
員
係

　
☎（
２
０
３
）８
９
１
６

　
地
域
で
子
育
て
を
支
え
合
う
お
手

伝
い
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。子
ど
も
の

送
迎
や
一
時
預
か
り
を
行
う
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
（
１
時
間
７
０
０
円
〜
）

を
募
集
し
ま
す
。

対
象
　
町
内
、あ
ま
市
内
在
住
、満
20

歳
以
上
で
、
育
児
経
験
あ
る
い
は
保

育
士
資
格
等
を
有
す
る
方

※

養
成
講
座
の
受
講
が
必
要

養
成
講
座
（
全
日
程
受
講
が
難
し
い

場
合
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
）

と
き
　
11
月
27
日（
金
）・
30
日（
月
）

〜
12
月
３
日（
木
）午
前
９
時
30
分
〜

午
後
３
時
15
分

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
員
　
６
名

※
無
料
託
児
あ
り
（
生
後
４
カ
月
か

　
ら
未
就
学
児
。11
月
19
日
（
木
）
ま

　
で
に
要
予
約
）

申
込
方
法
　
11
月
20
日（
金
）ま
で
に

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
あ
ま
市
・
大
治
町
広
域

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
務
局
　

　
☎（
４
６
２
）０
１
５
０

　
自
衛
官
等
募
集
が
行
わ
れ
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

募
集
項
目

❶
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
推
薦
）

❷
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
一
般
）

❸
自
衛
官
候
補
生

資
格

❶
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子
、
成
績
優
秀
か
つ
生
徒
会

　
活
動
等
に
顕
著
な
実
績
を
修
め
、

　
学
校
長
が
推
薦
で
き
る
者

❷
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子

❸
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

受
付
期
間

❶
11
月
１
日（
日
）〜
30
日（
月
）

❷
11
月
１
日（
日
）〜
令
和
3
年
１
月

　
６
日（
水
）

❸
年
間
を
通
じ
て
受
け
付
け

業
し
て
５
年
以
内
の
方

定
員
　
10
名（
先
着
順
）

申
込
方
法
　
11
月
６
日
（
金
）ま
で
に

弥
富
市
商
工
会
へ
事
前
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

受
講
料
　
無
料

問
合
せ
先
　
弥
富
市
商
工
会

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）３
１
０
０

　
弥
富
市
役
所
商
工
観
光
課

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）１
１
１
１

　
物
流
機
械
運
転
科
受
講
生
を
募
集

し
ま
す
。

訓
練
期
間
　
令
和
３
年
１
月
８
日

（
金
）〜
６
月
25
日（
金
）（
６
カ
月
）

募
集
科
　
物
流
機
械
運
転
科

選
考
　
筆
記
試
験
、面
接（
12
月
10
日

（
木
））

対
象
　
公
共
職
業
安
定
所
で
求
職
登

録
を
し
て
お
り
、
訓
練
受
講
が
必
要

と
認
め
ら
れ
、
自
動
車
運
転
免
許（
普

通
自
動
車
以
上
）を
取
得
し
て
い
る
方

定
員
　
20
人

受
講
料
　
無
料（
教
科
書
、作
業
服
代

等
は
自
己
負
担
）

申
込
方
法
　
11
月
30
日（
月
）ま
で
に
、

申
込
・
問
合
せ
先
　
自
衛
隊
愛
知
地

方
協
力
本
部 

一
宮
地
域
事
務
所

　
☎
０
５
８
６（
７
３
）７
５
２
２

　
弥
富
市
・
蟹
江
町
・
飛
島
村
・
大

治
町
各
商
工
会
が
主
催
し
、
４
市
町

村
の
後
援
で
創
業
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
す
。本
セ
ミ
ナ
ー
は
「
創
業
支
援

等
事
業
計
画
」に
基
づ
き
、
創
業
に
必

要
な
経
営
の
基
本
を
専
門
家
に
よ

り
、
分
か
り
や
す
く
学
べ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
と
な
り
ま
す
。

と
き
　
11
月
14
・
21
日（
土
）、
両
日

と
も
午
後
１
時
〜
５
時

※

２
日
間
と
も
参
加
で
き
る
方
を
対

　
象
と
し
ま
す
。別
の
日
を
ご
希
望
の

　
方
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
　
蟹
江
町
産
業
文
化
会
館
　

２
階
　

内
容
　

❶
創
業
計
画
・
事
業
計
画
の
作
成

❷
資
金
調
達
、
資
金
繰
り
計
画
の
作

　
成

❸
従
業
員
雇
用
ル
ー
ル

❹
販
売
戦
略
の
立
て
方
な
ど

対
象
　
創
業
を
予
定
し
て
い
る
方
、

創
業
・
経
営
に
興
味
の
あ
る
方
、
創

　
定
す
る
町
内
の
住
宅
に
新
た
に
補

　
助
対
象
設
備
を
設
置
す
る
方
（
既

　
に
設
置
さ
れ
て
い
る
方
、設
置
工
事

　
を
開
始
し
て
い
る
方
は
対
象
外
）

❷
町
内
に
お
い
て
自
ら
居
住
す
る
た

　
め
に
補
助
対
象
設
備
付
き
新
築
住

　
宅
を
購
入
す
る
方

※

各
補
助
対
象
設
備
に
対
す
る
補
助

　
金
の
交
付
は
、１
世
帯
に
つ
き
１
回

　
限
り
と
し
ま
す
。

そ
の
他
　
申
請
書
様
式
は
産
業
環
境

課
窓
口
で
配
布
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境

課
　
内
線
１
２
４

入
所
願
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

居
住
地
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
説
明
会
を
ポ
リ
テ
ク
セ
ン

タ
ー
名
古
屋
港
で
11
月
11
・
18
日

（
水
）
の
午
前
９
時
30
分
か
ら
実
施

（
予
約
不
要
）

問
合
せ
先
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
名

古
屋
港
　
☎（
３
８
１
）２
７
７
５

　
　http://w

w
w
3.jeed.or.jp/

　
　nagoyakouw

an/poly/

◉
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
は
飼
い
主
が
責
任

　
を
も
っ
て
片
付
け
て
く
だ
さ
い

　
家
の
前
や
歩
道
な
ど
ペ
ッ
ト
の
ふ

ん
が
放
置
さ
れ
、
悪
臭
、
汚
れ
で
困
っ

て
い
る
と
の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
ふ
ん
な
ど
を
適
正
に
処
理
し
、
他

人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に
努
め

る
こ
と
は
飼
い
主
の
責
任
で
す
。持
ち

帰
っ
て
適
切
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

◉
野
良
猫
を
世
話
し
て
い
る
方
は
餌

　
を
あ
げ
る
だ
け
で
な
く
、
責
任
を

　
も
っ
て
管
理
し
て
く
だ
さ
い

　
猫
に
餌
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
ふ
ん
尿
を
始
末
し
て
い
ま
す

か
。あ
な
た
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
近

所
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。餌
の
後
片
付
け
・
ふ
ん
の
始

末
を
し
っ
か
り
と
行
い
、
人
と
猫
が
共

生
で
き
る
町
づ
く
り
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境
課

　
内
線
１
２
４

　
虐
待
と
は
「
身
体
的
虐
待
」「
性
的

虐
待
」「
心
理
的
虐
待
」「
放
棄
・
放
任

（
ネ
グ
レ
ク
ト
）」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
、す
ぐ
に
お

電
話
を
く
だ
さ
い
。通
報
は
匿
名
で

行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。通
報
し
た

人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

付
を
受
け
て
い
な
い
方
は
対
象
外
で

す
。

　
ま
た
、申
請
書
提
出
後
、次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、速
や
か
に

学
校
教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

・
私
立
高
等
学
校
を
休
学
、
転
学
ま

　
た
は
退
学
さ
れ
た
と
き

・
住
所
を
異
動
さ
れ
た
と
き

申
請
・
問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育

課
　
内
線
２
０
７
・
２
０
８

　
町
教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
３
年

度
に
小
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
を
対

象
に
就
学
時
健
康
診
断
と
入
学
説
明

会
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
児
童
の
家
庭
に
は
案
内
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、実
施
日
の
５
日
前
に

な
っ
て
も
届
い
て
い
な
い
場
合
は
学
校

教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

と
き

　
大
治
小
学
校
　
11
月
５
日（
木
）

受
付
時
間
　
午
後
０
時
45
分
〜
１
時

10
分

入
学
説
明
会
　
午
後
１
時
10
分
〜
１

時
30
分

検
査
時
間
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

自
衛
官
等

警
察
か
ら
の
お
知
ら
せ

〜
広
げ
よ
う
支
援
の
輪
〜

住
宅
用
地
球
温
暖
化

対
策
設
備
設
置
費
補
助
金

裁
判
員
制
度

　

ま
も
な
く
名
簿
記
載
通
知
を

発
送
し
ま
す

子
育
て
支
援
事
業

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
提
供
会
員

性犯罪被害 110 番
☎0120（67）7830

☎♯8103（短縮ダイヤル）
終　日

性犯罪被害相談
（♯8103は一部の
通信事業者は有料）

ハートフルステーション
・あいち

☎0570（064）810

月～土
（祝日を除く）
9:00～20:00

性犯罪被害者のための
ワンストップ支援センター

（一宮市）

ふれあいコール
☎（561）0184 終　日 列車内の痴漢被害相談

被害少年相談電話
☎0120（7867）70

犯罪やいじめ等の
少年の被害に関する相談

ストーカー 110 番
☎（961）0888 終　日 ストーカー被害に関する

相談

暴力団に対する相談窓口
☎（951）7700 終　日 暴力団に関する相談

ハートフルライン
☎（954）8897

月～金
（祝日を除く）
9:00～17:00

犯罪被害者のための
心の悩み相談

公益社団法人サポートセン
ターあいち（民間団体）
❶☎（232）7830

  ❶月～金（祝日を除く）
10:00～16:00

❷(全国共通ナビダイヤル)
7:30～22:00

犯罪被害等に関する
相談

月～金
（祝日を除く）
9:00～17:00

❷☎0570（783）554

組
合
せ
に
よ
る

補
助

・住宅用太陽光発電施設
・家庭用エネルギー管理システム
　（ＨＥＭＳ）
・定置用リチウムイオン蓄電システム

６０，０００円（定額）

補助対象設備および補助金額
補助対象設備 補助金額

単
独
補
助

・家庭用燃料電池
　コージェネレーションシステム

・定置用リチウムイオン蓄電システム

３０，０００円（定額）

３０，０００円（定額）
ただし、他補助対象設備と同
時に申請する場合は、組合
せによる補助を優先します。

で
す
。

相
談
窓
口

◉
児
童

　
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）

　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
　
内
線
１
４
１

◉
高
齢
者

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
２
）０
８
５
７

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
５
８

◉
障
害
者

　
障
害
者
相
談
支
援
事
業
所

　
☎（
４
３
３
）２
３
４
３

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
６
９

　
Ｄ
Ｖ
・
セ
ク
ハ
ラ
・
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
と
い
っ
た
女
性
に
関
す
る
人
権

問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
強
化
週
間
中
は
、「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」の
電
話
回
線
を
通
常

の
相
談
時
間
を
延
長
し
て
土
・
日
曜

も
対
応
し
ま
す
。

　
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

と
き
　
11
月
12
日（
木
）〜
18
日（
水
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時（
土
日
の

み
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
）

※

強
化
週
間
以
外
の
受
付
時
間
は
、

　
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
15
分
ま
で

相
談
専
用
電
話

　
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
相
談

　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談

　
＠
名
古
屋
法
務
局

　
詳
し
く
は
名
古
屋
法
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＠snsjinkensoudan
※

こ
ち
ら
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ

　
ウ
ン
ト
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
じ
ん
け
ん
相
談
」

　
を
友
達
登
録
し
て
ご
相
談
く
だ
さ

　
い
。

問
合
せ
先
　
名
古
屋
法
務
局 

人
権
擁

護
部
　
☎（
９
５
２
）８
１
１
１

　
Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報
シ
ス
テ

ム
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
１
１
９
番

通
報
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
海
部
東
部
消
防
組
合
管
内
を
担
当

す
る
海
部
地
方
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

で
令
和
２
年
12
月
１
日
か
ら
運
用
開

始
に
あ
た
り
、
登
録
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

対
象
者
　
聴
覚
ま
た
は
音
声
・
言
語

機
能
等
に
障
が
い
が
あ
り
、音
声
に
よ

る
１
１
９
番
通
報
が
困
難
な
方
で
、

大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の
方

※

説
明
会
参
加
の
事
前
申
込
は
不
要

　
で
す
。

※

付
き
添
い
等
で
来
ら
れ
た
際
、
密

　
集
、
密
接
を
避
け
る
た
め
に
入
場

　
制
限
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※

説
明
会
の
詳
細
は
、
海
部
東
部
消

　
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　（http://w
w
w
.am
atobu-119.

　jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　（
４
４
２
）3
1
8
0

　
　shoubou@

am
atobu-119.jp

82020（令和2）年11月号9 2020（令和2）年11月号

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ



　
習
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

　
大
状
況
に
よ
り
、中
止
と
さ
せ
て
い

　
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　http://w

w
w
.am
atobu-

　
　119.jp

と
き
　
11
月
29
日（
日
）午
後
１
時
〜

４
時

と
こ
ろ
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消
防

本
部 

講
堂

対
象
　
大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の

方
で
15
歳
以
上
の
方

内
容
　
成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生

法
、大
出
血
時
の
止
血
法

定
員
　
９
名

参
加
費
　
無
料

受
付
期
間
　
11
月
９
日（
月
）〜
22
日

（
日
）

申
込
場
所
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
署
・
北
分
署
・
南
分
署

申
込
方
法
　
救
命
講
習
受
講
申
請
書

で
受
け
付
け
ま
す
。

※

申
請
書
は
、
消
防
本
部
・
各
消
防

　
署
で
配
布
、
ま
た
は
海
部
東
部
消

　
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

　
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※

メ
ー
ル
・
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
で
の

　
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※

団
体
・
グ
ル
ー
プ
等
で
受
講
希
望

　
の
場
合
は
、指
導
員
が
出
向
し
、講

対
象
　
本
町
に
在
住
の
私
立
高
等
学

校
の
全
日
制
課
程
も
し
く
は
定
時
制

課
程
ま
た
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程

に
在
籍
す
る
生
徒
の
保
護
者

補
助
金
の
額
　
年
額
１
万
円
以
内

※

３
月
末
に
振
り
込
み
予
定

申
請
に
必
要
な
も
の

❶
私
立
高
等
学
校
授
業
料
補
助
金
交

　
付
申
請
書（
様
式
第
１
）

※

学
校
で
学
校
証
明
欄
の
記
入
お
よ

　
び
証
明
が
必
要
で
す
。ま
た
、
様

　
式
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
可

　
能
で
す
。

❷
朱
肉
の
使
え
る
印
鑑

❸
保
護
者
名
義
の
預
貯
金
通
帳

❹
所
得
課
税
証
明
書

※

愛
知
県
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽

　
減
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い

　
場
合
に
必
要
で
す
。

提
出
期
限
　
令
和
３
年
１
月
29
日

（
金
）

注
意
　
本
年
度
の
授
業
料
の
納
付
を

全
額
免
除
さ
れ
て
い
る
方
、
所
得
制

限
に
よ
り
国
・
県
の
補
助
金
等
の
交

30
分

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

　
策
の
た
め
９
月
号
よ
り
時
間
帯
等

　
を
変
更
し
て
い
ま
す
。ご
注
意
く

　
だ
さ
い
。

対
象
　
平
成
26
年
４
月
２
日
〜
27
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
児
童

問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育
課

　
内
線
２
０
８

　
10
月
１
日
付
け
で
、杉
戸 

江
泉 

氏

が
教
育
委
員
に
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
４
年
で
す
。

　

　「
介
護
」に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
は
考
え

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。高
齢
化
が

進
み
、
親
や
配
偶
者
な
ど
家
族
の
介

護
を
す
る
方
が
増
え
て
い
ま
す
。今
、

介
護
を
し
て
い
な
い
方
も
、
い
つ
か
家

族
の
介
護
を
す
る
立
場
に
な
っ
た
り
、

介
護
を
受
け
る
立
場
に
な
っ
た
り
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。介
護
は
誰
に

と
っ
て
も
身
近
な
問
題
な
の
で
す
。11

月
11
日
は「
介
護
の
日
」。そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
で
「
介
護
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

※

こ
の
マ
ー
ク
は
、
静
岡
県
が
考
案
し

　
た
も
の
で
、
厚
生
労
働
省
が
周
知

　
を
図
っ
て
い
ま
す
。外
出
先
で
こ
の

　
マ
ー
ク
を
見
か
け
た
ら
温
か
く
見

　
守
っ
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、「
介
護

　
マ
ー
ク
」
を
役
場
民
生
課
お
よ
び

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
配
布

　
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

民
生
課

　
内
線
１
１
５
・
１
５
８

　
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も

増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
医
療
費
。

　
こ
の
医
療
費
は
、皆
さ
ん
が
納
め
る

保
険
税
で
賄
わ
れ
て
い
る
た
め
、医
療

費
が
増
え
続
け
る
と
、
保
険
税
の
負

担
増
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
大
切
な
医
療
費
を
無
駄
遣
い
し
な

い
よ
う
に
次
の
点
に
注
意
し
て
、適
切

な
受
診
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

・
日
頃
か
ら
健
康
づ
く
り
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。

・
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
て
、

　
早
期
発
見･

早
期
治
療
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。 

・
気
軽
に
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
か

　
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。 

・
重
複
受
診
や
は
し
ご
受
診
は
や
め

　
ま
し
ょ
う
。

・
薬
は
適
切
な
用
量
、
用
法
で
服
用

　
し
ま
し
ょ
う
。 

・
な
る
べ
く
診
療
時
間
内
に
受
診
す

　
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先
　
役
場 

保
険
医
療
課

　
内
線
１
７
０

　
犯
罪
抑
止
に
有
効
な
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
促
進
を
図
る
た
め
、
積
極
的

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象
　
県
が
定
め
る
「
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
及
び
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」の
ほ
か
町
が
要
綱
に
定
め
る

条
件
、
遵
守
事
項
等
を
遵
守
で
き
る

❶
❷
の
方

❶
総
代
お
よ
び
地
区
総
代
の
方

　
当
該
自
治
組
織
の
承
認
を
受
け
て
、

　
管
轄
す
る
公
共
的
な
施
設
に
設
置

　
す
る
場
合

❷
町
内
に
所
在
す
る
物
件
の
う
ち
、

　
次
の
項
目
に
該
当
す
る
方

・
戸
数
４
戸
以
上
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ

　
ン
の
管
理
組
合

・
戸
数
４
戸
以
上
の
賃
貸
共
同
住
宅

　（
社
宅
、寮
等
を
除
く
）の
所
有
者

・
自
動
車
４
台
以
上
を
駐
車
可
能
な

　
貸
し
駐
車
場
の
所
有
者

※

補
助
金
の
交
付
申
請
は
、
補
助
対

　
象
者
に
つ
き
同
一
年
度
内
に
１
回

　
限
り
、
ま
た
同
一
敷
地
内
へ
の
補
助

　
は
１
回
限
り
と
し
ま
す
。

受
付
期
間
　
令
和
３
年
２
月
末
日
ま

で補
助
金
額
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
購
入
設

◉
被
害
相
談

　
警
察
で
は
各
種
相
談
窓
口
を
開
設

し
、
犯
罪
被
害
者
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。（
左
表
参

照
）

◉
犯
罪
被
害
給
付
制
度

　
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
家
族

を
亡
く
さ
れ
た
ご
遺
族
、
重
傷
病
を

負
っ
た
り
後
遺
障
害
が
残
っ
た
り
し

置
金
額
の
２
分
の
１
以
内
で
、
５
万

円
を
限
度
額
と
し
ま
す
。（
１
０
０
０

円
未
満
切
り
捨
て
）

※

維
持
管
理
費
用
、
地
代
・
占
用
料

　
等
は
除
く

申
請
方
法
等
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
方
は
、
必
ず
、
事
前

に
役
場
防
災
危
機
管
理
課
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。（
取
り
付
け
後
の
受
け
付

け
は
い
た
し
ま
せ
ん
。）

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

防
災
危
機

管
理
課
　
内
線
１
５
１
・
１
５
２

　
11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
は
犯
罪

被
害
者
週
間
で
す
。

　
犯
罪
被
害
者
は
、
被
害
後
に
生
じ

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題（
身
体
不
調
、
経

済
的
困
窮
な
ど
）に
苦
し
め
ら
れ
て
い

ま
す
。犯
罪
防
止
や
犯
罪
被
害
者
の

方
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
役
場
の
閉
庁
日
で
も
公
民
館
が
開

館
し
て
い
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し

お
よ
び
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

と
き
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ
　
公
民
館 

２
階 

事
務
室

請
求
の
際
に
必
要
な
も
の

◉
住
民
票
の
写
し

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

※

代
理
人
の
方
が
請
求
を
す
る
場
合

　
は
、
委
任
状
ま
た
は
代
理
人
選
任

　
届

◉
印
鑑
登
録
証
明
書

・
印
鑑
登
録
証（
手
帳
）

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

注
意

・
役
場
の
閉
庁
日
と
公
民
館
の
閉
館

　
日
が
重
な
っ
た
と
き
は
、
交
付
が
で

　
き
ま
せ
ん
。

・
本
人
確
認
書
類
に
つ
い
て
は
事
前

　
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

・
公
民
館
で
は
、
転
出
・
死
亡
し
た

　
方
の
住
民
票
（
除
票
）の
写
し
の
交

　
付
お
よ
び
住
民
異
動
や
印
鑑
登
録

　
な
ど
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先
　
役
場 

住
民
課

　
内
線
１
７
４

た
被
害
者
の
方
に
対
し
て
、何
ら
か
の

公
的
救
済
や
加
害
者
側
か
ら
の
損
害

賠
償
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
、
国
が
給
付
金
を
支
給

す
る
制
度
で
す
。詳
し
く
は
、
警
察
署

ま
た
は
警
察
本
部
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
津
島
警
察
署
警
務
課

　
☎
０
５
６
７（
２
４
）０
１
１
０

　
住
宅
用
地
球
温
暖
化
対
策
設
備
を

設
置
さ
れ
る
方
に
対
し
、
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
者

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
、

申
請
年
度
内
に
設
備
の
運
用
を
開
始

で
き
る（
要
綱
に
定
め
る
期
限
ま
で
に

実
績
報
告
書
を
提
出
で
き
る
こ
と
）

方
を
補
助
対
象
と
し
ま
す
。

❶
自
ら
居
住
し
、
ま
た
は
居
住
を
予

　
令
和
３
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿

に
登
録
さ
れ
た
方
に
は
、
本
年
11
月

中
旬
に
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
の

通
知（
名
簿
記
載
通
知
）を
お
送
り
し

ま
す
。（
令
和
３
年
１
月
１
日
時
点
で

20
歳
以
上
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。）
こ

の
通
知
は
、
来
年
２
月
ご
ろ
か
ら
の

約
１
年
間
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た

だ
き
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
お
伝
え
し
、あ

ら
か
じ
め
心
積
も
り
を
し
て
い
た
だ

く
た
め
の
も
の
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
具
体

的
な
事
件
の
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば

れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す

ぐ
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ
く
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
実
際
に
裁
判
所

に
お
越
し
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た

場
合
に
は
、
別
途
お
知
ら
せ
し
ま

す
。）

問
合
せ
先
　
名
古
屋
地
方
裁
判
所
刑

事
部
裁
判
員
係

　
☎（
２
０
３
）８
９
１
６

　
地
域
で
子
育
て
を
支
え
合
う
お
手

伝
い
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。子
ど
も
の

送
迎
や
一
時
預
か
り
を
行
う
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
（
１
時
間
７
０
０
円
〜
）

を
募
集
し
ま
す
。

対
象
　
町
内
、あ
ま
市
内
在
住
、満
20

歳
以
上
で
、
育
児
経
験
あ
る
い
は
保

育
士
資
格
等
を
有
す
る
方

※

養
成
講
座
の
受
講
が
必
要

養
成
講
座
（
全
日
程
受
講
が
難
し
い

場
合
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
）

と
き
　
11
月
27
日（
金
）・
30
日（
月
）

〜
12
月
３
日（
木
）午
前
９
時
30
分
〜

午
後
３
時
15
分

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
員
　
６
名

※

無
料
託
児
あ
り
（
生
後
４
カ
月
か

　
ら
未
就
学
児
。11
月
19
日
（
木
）
ま

　
で
に
要
予
約
）

申
込
方
法
　
11
月
20
日（
金
）ま
で
に

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
あ
ま
市
・
大
治
町
広
域

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
務
局
　

　
☎（
４
６
２
）０
１
５
０

　
自
衛
官
等
募
集
が
行
わ
れ
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

募
集
項
目

❶
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
推
薦
）

❷
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
一
般
）

❸
自
衛
官
候
補
生

資
格

❶
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子
、
成
績
優
秀
か
つ
生
徒
会

　
活
動
等
に
顕
著
な
実
績
を
修
め
、

　
学
校
長
が
推
薦
で
き
る
者

❷
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子

❸
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

受
付
期
間

❶
11
月
１
日（
日
）〜
30
日（
月
）

❷
11
月
１
日（
日
）〜
令
和
3
年
１
月

　
６
日（
水
）

❸
年
間
を
通
じ
て
受
け
付
け

業
し
て
５
年
以
内
の
方

定
員
　
10
名（
先
着
順
）

申
込
方
法
　
11
月
６
日
（
金
）ま
で
に

弥
富
市
商
工
会
へ
事
前
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

受
講
料
　
無
料

問
合
せ
先
　
弥
富
市
商
工
会

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）３
１
０
０

　
弥
富
市
役
所
商
工
観
光
課

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）１
１
１
１

　
物
流
機
械
運
転
科
受
講
生
を
募
集

し
ま
す
。

訓
練
期
間
　
令
和
３
年
１
月
８
日

（
金
）〜
６
月
25
日（
金
）（
６
カ
月
）

募
集
科
　
物
流
機
械
運
転
科

選
考
　
筆
記
試
験
、面
接（
12
月
10
日

（
木
））

対
象
　
公
共
職
業
安
定
所
で
求
職
登

録
を
し
て
お
り
、
訓
練
受
講
が
必
要

と
認
め
ら
れ
、
自
動
車
運
転
免
許（
普

通
自
動
車
以
上
）を
取
得
し
て
い
る
方

定
員
　
20
人

受
講
料
　
無
料（
教
科
書
、作
業
服
代

等
は
自
己
負
担
）

申
込
方
法
　
11
月
30
日（
月
）ま
で
に
、

申
込
・
問
合
せ
先
　
自
衛
隊
愛
知
地

方
協
力
本
部 

一
宮
地
域
事
務
所

　
☎
０
５
８
６（
７
３
）７
５
２
２

　
弥
富
市
・
蟹
江
町
・
飛
島
村
・
大

治
町
各
商
工
会
が
主
催
し
、
４
市
町

村
の
後
援
で
創
業
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
す
。本
セ
ミ
ナ
ー
は
「
創
業
支
援

等
事
業
計
画
」に
基
づ
き
、
創
業
に
必

要
な
経
営
の
基
本
を
専
門
家
に
よ

り
、
分
か
り
や
す
く
学
べ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
と
な
り
ま
す
。

と
き
　
11
月
14
・
21
日（
土
）、
両
日

と
も
午
後
１
時
〜
５
時

※

２
日
間
と
も
参
加
で
き
る
方
を
対

　
象
と
し
ま
す
。別
の
日
を
ご
希
望
の

　
方
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
　
蟹
江
町
産
業
文
化
会
館
　

２
階
　

内
容
　

❶
創
業
計
画
・
事
業
計
画
の
作
成

❷
資
金
調
達
、
資
金
繰
り
計
画
の
作

　
成

❸
従
業
員
雇
用
ル
ー
ル

❹
販
売
戦
略
の
立
て
方
な
ど

対
象
　
創
業
を
予
定
し
て
い
る
方
、

創
業
・
経
営
に
興
味
の
あ
る
方
、
創

　
定
す
る
町
内
の
住
宅
に
新
た
に
補

　
助
対
象
設
備
を
設
置
す
る
方
（
既

　
に
設
置
さ
れ
て
い
る
方
、設
置
工
事

　
を
開
始
し
て
い
る
方
は
対
象
外
）

❷
町
内
に
お
い
て
自
ら
居
住
す
る
た

　
め
に
補
助
対
象
設
備
付
き
新
築
住

　
宅
を
購
入
す
る
方

※

各
補
助
対
象
設
備
に
対
す
る
補
助

　
金
の
交
付
は
、１
世
帯
に
つ
き
１
回

　
限
り
と
し
ま
す
。

そ
の
他
　
申
請
書
様
式
は
産
業
環
境

課
窓
口
で
配
布
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境

課
　
内
線
１
２
４

入
所
願
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

居
住
地
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
説
明
会
を
ポ
リ
テ
ク
セ
ン

タ
ー
名
古
屋
港
で
11
月
11
・
18
日

（
水
）
の
午
前
９
時
30
分
か
ら
実
施

（
予
約
不
要
）

問
合
せ
先
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
名

古
屋
港
　
☎（
３
８
１
）２
７
７
５

　
　http://w

w
w
3.jeed.or.jp/

　
　nagoyakouw

an/poly/

◉
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
は
飼
い
主
が
責
任

　
を
も
っ
て
片
付
け
て
く
だ
さ
い

　
家
の
前
や
歩
道
な
ど
ペ
ッ
ト
の
ふ

ん
が
放
置
さ
れ
、
悪
臭
、
汚
れ
で
困
っ

て
い
る
と
の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
ふ
ん
な
ど
を
適
正
に
処
理
し
、
他

人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に
努
め

る
こ
と
は
飼
い
主
の
責
任
で
す
。持
ち

帰
っ
て
適
切
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

◉
野
良
猫
を
世
話
し
て
い
る
方
は
餌

　
を
あ
げ
る
だ
け
で
な
く
、
責
任
を

　
も
っ
て
管
理
し
て
く
だ
さ
い

　
猫
に
餌
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
ふ
ん
尿
を
始
末
し
て
い
ま
す

か
。あ
な
た
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
近

所
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。餌
の
後
片
付
け
・
ふ
ん
の
始

末
を
し
っ
か
り
と
行
い
、
人
と
猫
が
共

生
で
き
る
町
づ
く
り
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境
課

　
内
線
１
２
４

　
虐
待
と
は
「
身
体
的
虐
待
」「
性
的

虐
待
」「
心
理
的
虐
待
」「
放
棄
・
放
任

（
ネ
グ
レ
ク
ト
）」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
、す
ぐ
に
お

電
話
を
く
だ
さ
い
。通
報
は
匿
名
で

行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。通
報
し
た

人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

付
を
受
け
て
い
な
い
方
は
対
象
外
で

す
。

　
ま
た
、申
請
書
提
出
後
、次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、速
や
か
に

学
校
教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

・
私
立
高
等
学
校
を
休
学
、
転
学
ま

　
た
は
退
学
さ
れ
た
と
き

・
住
所
を
異
動
さ
れ
た
と
き

申
請
・
問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育

課
　
内
線
２
０
７
・
２
０
８

　
町
教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
３
年

度
に
小
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
を
対

象
に
就
学
時
健
康
診
断
と
入
学
説
明

会
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
児
童
の
家
庭
に
は
案
内
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、実
施
日
の
５
日
前
に

な
っ
て
も
届
い
て
い
な
い
場
合
は
学
校

教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

と
き

　
大
治
小
学
校
　
11
月
５
日（
木
）

受
付
時
間
　
午
後
０
時
45
分
〜
１
時

10
分

入
学
説
明
会
　
午
後
１
時
10
分
〜
１

時
30
分

検
査
時
間
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

虐
待
を
発
見
し
た
ら
通
報
を

創
業
セ
ミ
ナ
ー
受
講
者

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー

名
古
屋
港
受
講
生

全
国
一
斉「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」強
化
週
間

ペ
ッ
ト
の
飼
い
方
に
つ
い
て

「
Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報

シ
ス
テ
ム
登
録
説
明
会
」開
催

で
す
。

相
談
窓
口

◉
児
童

　
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）

　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
　
内
線
１
４
１

◉
高
齢
者

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
２
）０
８
５
７

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
５
８

◉
障
害
者

　
障
害
者
相
談
支
援
事
業
所

　
☎（
４
３
３
）２
３
４
３

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
６
９

　
Ｄ
Ｖ
・
セ
ク
ハ
ラ
・
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
と
い
っ
た
女
性
に
関
す
る
人
権

問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
強
化
週
間
中
は
、「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」の
電
話
回
線
を
通
常

の
相
談
時
間
を
延
長
し
て
土
・
日
曜

も
対
応
し
ま
す
。

　
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

と
き
　
11
月
12
日（
木
）〜
18
日（
水
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時（
土
日
の

み
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
）

※

強
化
週
間
以
外
の
受
付
時
間
は
、

　
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
15
分
ま
で

相
談
専
用
電
話

　
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
相
談

　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談

　
＠
名
古
屋
法
務
局

　
詳
し
く
は
名
古
屋
法
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＠snsjinkensoudan
※

こ
ち
ら
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ

　
ウ
ン
ト
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
じ
ん
け
ん
相
談
」

　
を
友
達
登
録
し
て
ご
相
談
く
だ
さ

　
い
。

問
合
せ
先
　
名
古
屋
法
務
局 

人
権
擁

護
部
　
☎（
９
５
２
）８
１
１
１

　
Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報
シ
ス
テ

ム
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
１
１
９
番

通
報
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
海
部
東
部
消
防
組
合
管
内
を
担
当

す
る
海
部
地
方
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

で
令
和
２
年
12
月
１
日
か
ら
運
用
開

始
に
あ
た
り
、
登
録
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

対
象
者
　
聴
覚
ま
た
は
音
声
・
言
語

機
能
等
に
障
が
い
が
あ
り
、音
声
に
よ

る
１
１
９
番
通
報
が
困
難
な
方
で
、

大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の
方

※
説
明
会
参
加
の
事
前
申
込
は
不
要

　
で
す
。

※

付
き
添
い
等
で
来
ら
れ
た
際
、
密

　
集
、
密
接
を
避
け
る
た
め
に
入
場

　
制
限
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※

説
明
会
の
詳
細
は
、
海
部
東
部
消

　
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　（http://w
w
w
.am
atobu-119.

　jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　（
４
４
２
）3
1
8
0

　
　shoubou@

am
atobu-119.jp

１１月７日（土）
午前１０時

とき

１１月８日（日）
午前１０時

１１月１５日（日）
午前１０時

１１月２２日（日）
午後２時

大治町総合福祉センター
多目的ホール

ところ

あま市美和文化会館　
多目的ホール

あま市七宝焼
アートヴィレッジ交流ホール

あま市甚目寺公民館
講義室

とき・ところ

102020（令和2）年11月号11 2020（令和2）年11月号

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ



　
習
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

　
大
状
況
に
よ
り
、中
止
と
さ
せ
て
い

　
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　http://w

w
w
.am
atobu-

　
　119.jp

と
き
　
11
月
29
日（
日
）午
後
１
時
〜

４
時

と
こ
ろ
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消
防

本
部 

講
堂

対
象
　
大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の

方
で
15
歳
以
上
の
方

内
容
　
成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生

法
、大
出
血
時
の
止
血
法

定
員
　
９
名

参
加
費
　
無
料

受
付
期
間
　
11
月
９
日（
月
）〜
22
日

（
日
）

申
込
場
所
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
署
・
北
分
署
・
南
分
署

申
込
方
法
　
救
命
講
習
受
講
申
請
書

で
受
け
付
け
ま
す
。

※

申
請
書
は
、
消
防
本
部
・
各
消
防

　
署
で
配
布
、
ま
た
は
海
部
東
部
消

　
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

　
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※

メ
ー
ル
・
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
で
の

　
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※

団
体
・
グ
ル
ー
プ
等
で
受
講
希
望

　
の
場
合
は
、指
導
員
が
出
向
し
、講

対
象
　
本
町
に
在
住
の
私
立
高
等
学

校
の
全
日
制
課
程
も
し
く
は
定
時
制

課
程
ま
た
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程

に
在
籍
す
る
生
徒
の
保
護
者

補
助
金
の
額
　
年
額
１
万
円
以
内

※

３
月
末
に
振
り
込
み
予
定

申
請
に
必
要
な
も
の

❶
私
立
高
等
学
校
授
業
料
補
助
金
交

　
付
申
請
書（
様
式
第
１
）

※

学
校
で
学
校
証
明
欄
の
記
入
お
よ

　
び
証
明
が
必
要
で
す
。ま
た
、
様

　
式
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
可

　
能
で
す
。

❷
朱
肉
の
使
え
る
印
鑑

❸
保
護
者
名
義
の
預
貯
金
通
帳

❹
所
得
課
税
証
明
書

※

愛
知
県
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽

　
減
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い

　
場
合
に
必
要
で
す
。

提
出
期
限
　
令
和
３
年
１
月
29
日

（
金
）

注
意
　
本
年
度
の
授
業
料
の
納
付
を

全
額
免
除
さ
れ
て
い
る
方
、
所
得
制

限
に
よ
り
国
・
県
の
補
助
金
等
の
交

30
分

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

　
策
の
た
め
９
月
号
よ
り
時
間
帯
等

　
を
変
更
し
て
い
ま
す
。ご
注
意
く

　
だ
さ
い
。

対
象
　
平
成
26
年
４
月
２
日
〜
27
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
児
童

問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育
課

　
内
線
２
０
８

　
10
月
１
日
付
け
で
、杉
戸 

江
泉 

氏

が
教
育
委
員
に
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
４
年
で
す
。

　

　「
介
護
」に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
は
考
え

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。高
齢
化
が

進
み
、
親
や
配
偶
者
な
ど
家
族
の
介

護
を
す
る
方
が
増
え
て
い
ま
す
。今
、

介
護
を
し
て
い
な
い
方
も
、
い
つ
か
家

族
の
介
護
を
す
る
立
場
に
な
っ
た
り
、

介
護
を
受
け
る
立
場
に
な
っ
た
り
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。介
護
は
誰
に

と
っ
て
も
身
近
な
問
題
な
の
で
す
。11

月
11
日
は「
介
護
の
日
」。そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
で
「
介
護
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

※

こ
の
マ
ー
ク
は
、
静
岡
県
が
考
案
し

　
た
も
の
で
、
厚
生
労
働
省
が
周
知

　
を
図
っ
て
い
ま
す
。外
出
先
で
こ
の

　
マ
ー
ク
を
見
か
け
た
ら
温
か
く
見

　
守
っ
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、「
介
護

　
マ
ー
ク
」
を
役
場
民
生
課
お
よ
び

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
配
布

　
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

民
生
課

　
内
線
１
１
５
・
１
５
８

　
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も

増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
医
療
費
。

　
こ
の
医
療
費
は
、皆
さ
ん
が
納
め
る

保
険
税
で
賄
わ
れ
て
い
る
た
め
、医
療

費
が
増
え
続
け
る
と
、
保
険
税
の
負

担
増
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
大
切
な
医
療
費
を
無
駄
遣
い
し
な

い
よ
う
に
次
の
点
に
注
意
し
て
、適
切

な
受
診
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

・
日
頃
か
ら
健
康
づ
く
り
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。

・
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
て
、

　
早
期
発
見･

早
期
治
療
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。 

・
気
軽
に
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
か

　
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。 

・
重
複
受
診
や
は
し
ご
受
診
は
や
め

　
ま
し
ょ
う
。

・
薬
は
適
切
な
用
量
、
用
法
で
服
用

　
し
ま
し
ょ
う
。 

・
な
る
べ
く
診
療
時
間
内
に
受
診
す

　
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先
　
役
場 

保
険
医
療
課

　
内
線
１
７
０

　
犯
罪
抑
止
に
有
効
な
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
促
進
を
図
る
た
め
、
積
極
的

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象
　
県
が
定
め
る
「
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
及
び
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」の
ほ
か
町
が
要
綱
に
定
め
る

条
件
、
遵
守
事
項
等
を
遵
守
で
き
る

❶
❷
の
方

❶
総
代
お
よ
び
地
区
総
代
の
方

　
当
該
自
治
組
織
の
承
認
を
受
け
て
、

　
管
轄
す
る
公
共
的
な
施
設
に
設
置

　
す
る
場
合

❷
町
内
に
所
在
す
る
物
件
の
う
ち
、

　
次
の
項
目
に
該
当
す
る
方

・
戸
数
４
戸
以
上
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ

　
ン
の
管
理
組
合

・
戸
数
４
戸
以
上
の
賃
貸
共
同
住
宅

　（
社
宅
、寮
等
を
除
く
）の
所
有
者

・
自
動
車
４
台
以
上
を
駐
車
可
能
な

　
貸
し
駐
車
場
の
所
有
者

※

補
助
金
の
交
付
申
請
は
、
補
助
対

　
象
者
に
つ
き
同
一
年
度
内
に
１
回

　
限
り
、
ま
た
同
一
敷
地
内
へ
の
補
助

　
は
１
回
限
り
と
し
ま
す
。

受
付
期
間
　
令
和
３
年
２
月
末
日
ま

で補
助
金
額
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
購
入
設

◉
被
害
相
談

　
警
察
で
は
各
種
相
談
窓
口
を
開
設

し
、
犯
罪
被
害
者
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。（
左
表
参

照
）

◉
犯
罪
被
害
給
付
制
度

　
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
家
族

を
亡
く
さ
れ
た
ご
遺
族
、
重
傷
病
を

負
っ
た
り
後
遺
障
害
が
残
っ
た
り
し

置
金
額
の
２
分
の
１
以
内
で
、
５
万

円
を
限
度
額
と
し
ま
す
。（
１
０
０
０

円
未
満
切
り
捨
て
）

※

維
持
管
理
費
用
、
地
代
・
占
用
料

　
等
は
除
く

申
請
方
法
等
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
方
は
、
必
ず
、
事
前

に
役
場
防
災
危
機
管
理
課
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。（
取
り
付
け
後
の
受
け
付

け
は
い
た
し
ま
せ
ん
。）

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

防
災
危
機

管
理
課
　
内
線
１
５
１
・
１
５
２

　
11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
は
犯
罪

被
害
者
週
間
で
す
。

　
犯
罪
被
害
者
は
、
被
害
後
に
生
じ

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題（
身
体
不
調
、
経

済
的
困
窮
な
ど
）に
苦
し
め
ら
れ
て
い

ま
す
。犯
罪
防
止
や
犯
罪
被
害
者
の

方
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
役
場
の
閉
庁
日
で
も
公
民
館
が
開

館
し
て
い
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し

お
よ
び
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

と
き
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ
　
公
民
館 

２
階 

事
務
室

請
求
の
際
に
必
要
な
も
の

◉
住
民
票
の
写
し

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

※

代
理
人
の
方
が
請
求
を
す
る
場
合

　
は
、
委
任
状
ま
た
は
代
理
人
選
任

　
届

◉
印
鑑
登
録
証
明
書

・
印
鑑
登
録
証（
手
帳
）

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

注
意

・
役
場
の
閉
庁
日
と
公
民
館
の
閉
館

　
日
が
重
な
っ
た
と
き
は
、
交
付
が
で

　
き
ま
せ
ん
。

・
本
人
確
認
書
類
に
つ
い
て
は
事
前

　
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

・
公
民
館
で
は
、
転
出
・
死
亡
し
た

　
方
の
住
民
票
（
除
票
）の
写
し
の
交

　
付
お
よ
び
住
民
異
動
や
印
鑑
登
録

　
な
ど
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先
　
役
場 

住
民
課

　
内
線
１
７
４

た
被
害
者
の
方
に
対
し
て
、何
ら
か
の

公
的
救
済
や
加
害
者
側
か
ら
の
損
害

賠
償
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
、
国
が
給
付
金
を
支
給

す
る
制
度
で
す
。詳
し
く
は
、
警
察
署

ま
た
は
警
察
本
部
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
津
島
警
察
署
警
務
課

　
☎
０
５
６
７（
２
４
）０
１
１
０

　
住
宅
用
地
球
温
暖
化
対
策
設
備
を

設
置
さ
れ
る
方
に
対
し
、
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
者

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
、

申
請
年
度
内
に
設
備
の
運
用
を
開
始

で
き
る（
要
綱
に
定
め
る
期
限
ま
で
に

実
績
報
告
書
を
提
出
で
き
る
こ
と
）

方
を
補
助
対
象
と
し
ま
す
。

❶
自
ら
居
住
し
、
ま
た
は
居
住
を
予

　
令
和
３
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿

に
登
録
さ
れ
た
方
に
は
、
本
年
11
月

中
旬
に
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
の

通
知（
名
簿
記
載
通
知
）を
お
送
り
し

ま
す
。（
令
和
３
年
１
月
１
日
時
点
で

20
歳
以
上
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。）
こ

の
通
知
は
、
来
年
２
月
ご
ろ
か
ら
の

約
１
年
間
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た

だ
き
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
お
伝
え
し
、あ

ら
か
じ
め
心
積
も
り
を
し
て
い
た
だ

く
た
め
の
も
の
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
具
体

的
な
事
件
の
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば

れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す

ぐ
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ
く
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
実
際
に
裁
判
所

に
お
越
し
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た

場
合
に
は
、
別
途
お
知
ら
せ
し
ま

す
。）

問
合
せ
先
　
名
古
屋
地
方
裁
判
所
刑

事
部
裁
判
員
係

　
☎（
２
０
３
）８
９
１
６

　
地
域
で
子
育
て
を
支
え
合
う
お
手

伝
い
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。子
ど
も
の

送
迎
や
一
時
預
か
り
を
行
う
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
（
１
時
間
７
０
０
円
〜
）

を
募
集
し
ま
す
。

対
象
　
町
内
、あ
ま
市
内
在
住
、満
20

歳
以
上
で
、
育
児
経
験
あ
る
い
は
保

育
士
資
格
等
を
有
す
る
方

※

養
成
講
座
の
受
講
が
必
要

養
成
講
座
（
全
日
程
受
講
が
難
し
い

場
合
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
）

と
き
　
11
月
27
日（
金
）・
30
日（
月
）

〜
12
月
３
日（
木
）午
前
９
時
30
分
〜

午
後
３
時
15
分

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
員
　
６
名

※

無
料
託
児
あ
り
（
生
後
４
カ
月
か

　
ら
未
就
学
児
。11
月
19
日
（
木
）
ま

　
で
に
要
予
約
）

申
込
方
法
　
11
月
20
日（
金
）ま
で
に

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
あ
ま
市
・
大
治
町
広
域

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
務
局
　

　
☎（
４
６
２
）０
１
５
０

　
自
衛
官
等
募
集
が
行
わ
れ
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

募
集
項
目

❶
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
推
薦
）

❷
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
一
般
）

❸
自
衛
官
候
補
生

資
格

❶
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子
、
成
績
優
秀
か
つ
生
徒
会

　
活
動
等
に
顕
著
な
実
績
を
修
め
、

　
学
校
長
が
推
薦
で
き
る
者

❷
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子

❸
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

受
付
期
間

❶
11
月
１
日（
日
）〜
30
日（
月
）

❷
11
月
１
日（
日
）〜
令
和
3
年
１
月

　
６
日（
水
）

❸
年
間
を
通
じ
て
受
け
付
け

業
し
て
５
年
以
内
の
方

定
員
　
10
名（
先
着
順
）

申
込
方
法
　
11
月
６
日
（
金
）ま
で
に

弥
富
市
商
工
会
へ
事
前
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

受
講
料
　
無
料

問
合
せ
先
　
弥
富
市
商
工
会

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）３
１
０
０

　
弥
富
市
役
所
商
工
観
光
課

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）１
１
１
１

　
物
流
機
械
運
転
科
受
講
生
を
募
集

し
ま
す
。

訓
練
期
間
　
令
和
３
年
１
月
８
日

（
金
）〜
６
月
25
日（
金
）（
６
カ
月
）

募
集
科
　
物
流
機
械
運
転
科

選
考
　
筆
記
試
験
、面
接（
12
月
10
日

（
木
））

対
象
　
公
共
職
業
安
定
所
で
求
職
登

録
を
し
て
お
り
、
訓
練
受
講
が
必
要

と
認
め
ら
れ
、
自
動
車
運
転
免
許（
普

通
自
動
車
以
上
）を
取
得
し
て
い
る
方

定
員
　
20
人

受
講
料
　
無
料（
教
科
書
、作
業
服
代

等
は
自
己
負
担
）

申
込
方
法
　
11
月
30
日（
月
）ま
で
に
、

申
込
・
問
合
せ
先
　
自
衛
隊
愛
知
地

方
協
力
本
部 

一
宮
地
域
事
務
所

　
☎
０
５
８
６（
７
３
）７
５
２
２

　
弥
富
市
・
蟹
江
町
・
飛
島
村
・
大

治
町
各
商
工
会
が
主
催
し
、
４
市
町

村
の
後
援
で
創
業
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
す
。本
セ
ミ
ナ
ー
は
「
創
業
支
援

等
事
業
計
画
」に
基
づ
き
、
創
業
に
必

要
な
経
営
の
基
本
を
専
門
家
に
よ

り
、
分
か
り
や
す
く
学
べ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
と
な
り
ま
す
。

と
き
　
11
月
14
・
21
日（
土
）、
両
日

と
も
午
後
１
時
〜
５
時

※

２
日
間
と
も
参
加
で
き
る
方
を
対

　
象
と
し
ま
す
。別
の
日
を
ご
希
望
の

　
方
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
　
蟹
江
町
産
業
文
化
会
館
　

２
階
　

内
容
　

❶
創
業
計
画
・
事
業
計
画
の
作
成

❷
資
金
調
達
、
資
金
繰
り
計
画
の
作

　
成

❸
従
業
員
雇
用
ル
ー
ル

❹
販
売
戦
略
の
立
て
方
な
ど

対
象
　
創
業
を
予
定
し
て
い
る
方
、

創
業
・
経
営
に
興
味
の
あ
る
方
、
創

　
定
す
る
町
内
の
住
宅
に
新
た
に
補

　
助
対
象
設
備
を
設
置
す
る
方
（
既

　
に
設
置
さ
れ
て
い
る
方
、設
置
工
事

　
を
開
始
し
て
い
る
方
は
対
象
外
）

❷
町
内
に
お
い
て
自
ら
居
住
す
る
た

　
め
に
補
助
対
象
設
備
付
き
新
築
住

　
宅
を
購
入
す
る
方

※

各
補
助
対
象
設
備
に
対
す
る
補
助

　
金
の
交
付
は
、１
世
帯
に
つ
き
１
回

　
限
り
と
し
ま
す
。

そ
の
他
　
申
請
書
様
式
は
産
業
環
境

課
窓
口
で
配
布
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境

課
　
内
線
１
２
４

入
所
願
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

居
住
地
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
説
明
会
を
ポ
リ
テ
ク
セ
ン

タ
ー
名
古
屋
港
で
11
月
11
・
18
日

（
水
）
の
午
前
９
時
30
分
か
ら
実
施

（
予
約
不
要
）

問
合
せ
先
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
名

古
屋
港
　
☎（
３
８
１
）２
７
７
５

　
　http://w

w
w
3.jeed.or.jp/

　
　nagoyakouw

an/poly/

◉
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
は
飼
い
主
が
責
任

　
を
も
っ
て
片
付
け
て
く
だ
さ
い

　
家
の
前
や
歩
道
な
ど
ペ
ッ
ト
の
ふ

ん
が
放
置
さ
れ
、
悪
臭
、
汚
れ
で
困
っ

て
い
る
と
の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
ふ
ん
な
ど
を
適
正
に
処
理
し
、
他

人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に
努
め

る
こ
と
は
飼
い
主
の
責
任
で
す
。持
ち

帰
っ
て
適
切
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

◉
野
良
猫
を
世
話
し
て
い
る
方
は
餌

　
を
あ
げ
る
だ
け
で
な
く
、
責
任
を

　
も
っ
て
管
理
し
て
く
だ
さ
い

　
猫
に
餌
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
ふ
ん
尿
を
始
末
し
て
い
ま
す

か
。あ
な
た
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
近

所
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。餌
の
後
片
付
け
・
ふ
ん
の
始

末
を
し
っ
か
り
と
行
い
、
人
と
猫
が
共

生
で
き
る
町
づ
く
り
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境
課

　
内
線
１
２
４

　
虐
待
と
は
「
身
体
的
虐
待
」「
性
的

虐
待
」「
心
理
的
虐
待
」「
放
棄
・
放
任

（
ネ
グ
レ
ク
ト
）」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
、す
ぐ
に
お

電
話
を
く
だ
さ
い
。通
報
は
匿
名
で

行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。通
報
し
た

人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

付
を
受
け
て
い
な
い
方
は
対
象
外
で

す
。

　
ま
た
、申
請
書
提
出
後
、次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、速
や
か
に

学
校
教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

・
私
立
高
等
学
校
を
休
学
、
転
学
ま

　
た
は
退
学
さ
れ
た
と
き

・
住
所
を
異
動
さ
れ
た
と
き

申
請
・
問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育

課
　
内
線
２
０
７
・
２
０
８

　
町
教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
３
年

度
に
小
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
を
対

象
に
就
学
時
健
康
診
断
と
入
学
説
明

会
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
児
童
の
家
庭
に
は
案
内
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、実
施
日
の
５
日
前
に

な
っ
て
も
届
い
て
い
な
い
場
合
は
学
校

教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

と
き

　
大
治
小
学
校
　
11
月
５
日（
木
）

受
付
時
間
　
午
後
０
時
45
分
〜
１
時

10
分

入
学
説
明
会
　
午
後
１
時
10
分
〜
１

時
30
分

検
査
時
間
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

虐
待
を
発
見
し
た
ら
通
報
を

創
業
セ
ミ
ナ
ー
受
講
者

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー

名
古
屋
港
受
講
生

全
国
一
斉「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」強
化
週
間

ペ
ッ
ト
の
飼
い
方
に
つ
い
て

「
Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報

シ
ス
テ
ム
登
録
説
明
会
」開
催

で
す
。

相
談
窓
口

◉
児
童

　
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）

　
役
場 
子
育
て
支
援
課

　
　
内
線
１
４
１

◉
高
齢
者

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
２
）０
８
５
７

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
５
８

◉
障
害
者

　
障
害
者
相
談
支
援
事
業
所

　
☎（
４
３
３
）２
３
４
３

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
６
９

　
Ｄ
Ｖ
・
セ
ク
ハ
ラ
・
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
と
い
っ
た
女
性
に
関
す
る
人
権

問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
強
化
週
間
中
は
、「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」の
電
話
回
線
を
通
常

の
相
談
時
間
を
延
長
し
て
土
・
日
曜

も
対
応
し
ま
す
。

　
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

と
き
　
11
月
12
日（
木
）〜
18
日（
水
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時（
土
日
の

み
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
）

※

強
化
週
間
以
外
の
受
付
時
間
は
、

　
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
15
分
ま
で

相
談
専
用
電
話

　
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
相
談

　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談

　
＠
名
古
屋
法
務
局

　
詳
し
く
は
名
古
屋
法
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＠snsjinkensoudan
※

こ
ち
ら
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ

　
ウ
ン
ト
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
じ
ん
け
ん
相
談
」

　
を
友
達
登
録
し
て
ご
相
談
く
だ
さ

　
い
。

問
合
せ
先
　
名
古
屋
法
務
局 

人
権
擁

護
部
　
☎（
９
５
２
）８
１
１
１

　
Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報
シ
ス
テ

ム
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
１
１
９
番

通
報
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
海
部
東
部
消
防
組
合
管
内
を
担
当

す
る
海
部
地
方
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

で
令
和
２
年
12
月
１
日
か
ら
運
用
開

始
に
あ
た
り
、
登
録
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

対
象
者
　
聴
覚
ま
た
は
音
声
・
言
語

機
能
等
に
障
が
い
が
あ
り
、音
声
に
よ

る
１
１
９
番
通
報
が
困
難
な
方
で
、

大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の
方

※

説
明
会
参
加
の
事
前
申
込
は
不
要

　
で
す
。

※

付
き
添
い
等
で
来
ら
れ
た
際
、
密

　
集
、
密
接
を
避
け
る
た
め
に
入
場

　
制
限
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※

説
明
会
の
詳
細
は
、
海
部
東
部
消

　
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　（http://w
w
w
.am
atobu-119.

　jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　（
４
４
２
）3
1
8
0

　
　shoubou@

am
atobu-119.jp

１１月７日（土）
午前１０時

とき

１１月８日（日）
午前１０時

１１月１５日（日）
午前１０時

１１月２２日（日）
午後２時

大治町総合福祉センター
多目的ホール

ところ

あま市美和文化会館　
多目的ホール

あま市七宝焼
アートヴィレッジ交流ホール

あま市甚目寺公民館
講義室

とき・ところ

102020（令和2）年11月号11 2020（令和2）年11月号

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ



幅広いキャッシュレス決済サービスが使えます

ＩＣカード
（電子マネー）

ＱＲコード
決済

クレジット
カード

IC
CARD

PAY CREDIT
CARD 　

習
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

　
大
状
況
に
よ
り
、中
止
と
さ
せ
て
い

　
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　http://w

w
w
.am
atobu-

　
　119.jp

と
き
　
11
月
29
日（
日
）午
後
１
時
〜

４
時

と
こ
ろ
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消
防

本
部 

講
堂

対
象
　
大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の

方
で
15
歳
以
上
の
方

内
容
　
成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生

法
、大
出
血
時
の
止
血
法

定
員
　
９
名

参
加
費
　
無
料

受
付
期
間
　
11
月
９
日（
月
）〜
22
日

（
日
）

申
込
場
所
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
署
・
北
分
署
・
南
分
署

申
込
方
法
　
救
命
講
習
受
講
申
請
書

で
受
け
付
け
ま
す
。

※

申
請
書
は
、
消
防
本
部
・
各
消
防

　
署
で
配
布
、
ま
た
は
海
部
東
部
消

　
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

　
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※

メ
ー
ル
・
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
で
の

　
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※

団
体
・
グ
ル
ー
プ
等
で
受
講
希
望

　
の
場
合
は
、指
導
員
が
出
向
し
、講

対
象
　
本
町
に
在
住
の
私
立
高
等
学

校
の
全
日
制
課
程
も
し
く
は
定
時
制

課
程
ま
た
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程

に
在
籍
す
る
生
徒
の
保
護
者

補
助
金
の
額
　
年
額
１
万
円
以
内

※

３
月
末
に
振
り
込
み
予
定

申
請
に
必
要
な
も
の

❶
私
立
高
等
学
校
授
業
料
補
助
金
交

　
付
申
請
書（
様
式
第
１
）

※

学
校
で
学
校
証
明
欄
の
記
入
お
よ

　
び
証
明
が
必
要
で
す
。ま
た
、
様

　
式
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
可

　
能
で
す
。

❷
朱
肉
の
使
え
る
印
鑑

❸
保
護
者
名
義
の
預
貯
金
通
帳

❹
所
得
課
税
証
明
書

※

愛
知
県
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽

　
減
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い

　
場
合
に
必
要
で
す
。

提
出
期
限
　
令
和
３
年
１
月
29
日

（
金
）

注
意
　
本
年
度
の
授
業
料
の
納
付
を

全
額
免
除
さ
れ
て
い
る
方
、
所
得
制

限
に
よ
り
国
・
県
の
補
助
金
等
の
交

30
分

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

　
策
の
た
め
９
月
号
よ
り
時
間
帯
等

　
を
変
更
し
て
い
ま
す
。ご
注
意
く

　
だ
さ
い
。

対
象
　
平
成
26
年
４
月
２
日
〜
27
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
児
童

問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育
課

　
内
線
２
０
８

　
10
月
１
日
付
け
で
、杉
戸 

江
泉 

氏

が
教
育
委
員
に
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
４
年
で
す
。

　

　「
介
護
」に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
は
考
え

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。高
齢
化
が

進
み
、
親
や
配
偶
者
な
ど
家
族
の
介

護
を
す
る
方
が
増
え
て
い
ま
す
。今
、

介
護
を
し
て
い
な
い
方
も
、
い
つ
か
家

族
の
介
護
を
す
る
立
場
に
な
っ
た
り
、

介
護
を
受
け
る
立
場
に
な
っ
た
り
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。介
護
は
誰
に

と
っ
て
も
身
近
な
問
題
な
の
で
す
。11

月
11
日
は「
介
護
の
日
」。そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
で
「
介
護
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

※

こ
の
マ
ー
ク
は
、
静
岡
県
が
考
案
し

　
た
も
の
で
、
厚
生
労
働
省
が
周
知

　
を
図
っ
て
い
ま
す
。外
出
先
で
こ
の

　
マ
ー
ク
を
見
か
け
た
ら
温
か
く
見

　
守
っ
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、「
介
護

　
マ
ー
ク
」
を
役
場
民
生
課
お
よ
び

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
配
布

　
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

民
生
課

　
内
線
１
１
５
・
１
５
８

　
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も

増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
医
療
費
。

　
こ
の
医
療
費
は
、皆
さ
ん
が
納
め
る

保
険
税
で
賄
わ
れ
て
い
る
た
め
、医
療

費
が
増
え
続
け
る
と
、
保
険
税
の
負

担
増
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
大
切
な
医
療
費
を
無
駄
遣
い
し
な

い
よ
う
に
次
の
点
に
注
意
し
て
、適
切

な
受
診
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

・
日
頃
か
ら
健
康
づ
く
り
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。

・
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
て
、

　
早
期
発
見･

早
期
治
療
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。 

・
気
軽
に
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
か

　
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。 

・
重
複
受
診
や
は
し
ご
受
診
は
や
め

　
ま
し
ょ
う
。

・
薬
は
適
切
な
用
量
、
用
法
で
服
用

　
し
ま
し
ょ
う
。 

・
な
る
べ
く
診
療
時
間
内
に
受
診
す

　
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先
　
役
場 

保
険
医
療
課

　
内
線
１
７
０

　
犯
罪
抑
止
に
有
効
な
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
促
進
を
図
る
た
め
、
積
極
的

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象
　
県
が
定
め
る
「
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
及
び
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」の
ほ
か
町
が
要
綱
に
定
め
る

条
件
、
遵
守
事
項
等
を
遵
守
で
き
る

❶
❷
の
方

❶
総
代
お
よ
び
地
区
総
代
の
方

　
当
該
自
治
組
織
の
承
認
を
受
け
て
、

　
管
轄
す
る
公
共
的
な
施
設
に
設
置

　
す
る
場
合

❷
町
内
に
所
在
す
る
物
件
の
う
ち
、

　
次
の
項
目
に
該
当
す
る
方

・
戸
数
４
戸
以
上
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ

　
ン
の
管
理
組
合

・
戸
数
４
戸
以
上
の
賃
貸
共
同
住
宅

　（
社
宅
、寮
等
を
除
く
）の
所
有
者

・
自
動
車
４
台
以
上
を
駐
車
可
能
な

　
貸
し
駐
車
場
の
所
有
者

※

補
助
金
の
交
付
申
請
は
、
補
助
対

　
象
者
に
つ
き
同
一
年
度
内
に
１
回

　
限
り
、
ま
た
同
一
敷
地
内
へ
の
補
助

　
は
１
回
限
り
と
し
ま
す
。

受
付
期
間
　
令
和
３
年
２
月
末
日
ま

で補
助
金
額
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
購
入
設

◉
被
害
相
談

　
警
察
で
は
各
種
相
談
窓
口
を
開
設

し
、
犯
罪
被
害
者
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。（
左
表
参

照
）

◉
犯
罪
被
害
給
付
制
度

　
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
家
族

を
亡
く
さ
れ
た
ご
遺
族
、
重
傷
病
を

負
っ
た
り
後
遺
障
害
が
残
っ
た
り
し

置
金
額
の
２
分
の
１
以
内
で
、
５
万

円
を
限
度
額
と
し
ま
す
。（
１
０
０
０

円
未
満
切
り
捨
て
）

※

維
持
管
理
費
用
、
地
代
・
占
用
料

　
等
は
除
く

申
請
方
法
等
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
方
は
、
必
ず
、
事
前

に
役
場
防
災
危
機
管
理
課
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。（
取
り
付
け
後
の
受
け
付

け
は
い
た
し
ま
せ
ん
。）

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

防
災
危
機

管
理
課
　
内
線
１
５
１
・
１
５
２

　
11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
は
犯
罪

被
害
者
週
間
で
す
。

　
犯
罪
被
害
者
は
、
被
害
後
に
生
じ

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題（
身
体
不
調
、
経

済
的
困
窮
な
ど
）に
苦
し
め
ら
れ
て
い

ま
す
。犯
罪
防
止
や
犯
罪
被
害
者
の

方
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
役
場
の
閉
庁
日
で
も
公
民
館
が
開

館
し
て
い
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し

お
よ
び
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

と
き
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ
　
公
民
館 

２
階 

事
務
室

請
求
の
際
に
必
要
な
も
の

◉
住
民
票
の
写
し

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

※

代
理
人
の
方
が
請
求
を
す
る
場
合

　
は
、
委
任
状
ま
た
は
代
理
人
選
任

　
届

◉
印
鑑
登
録
証
明
書

・
印
鑑
登
録
証（
手
帳
）

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

注
意

・
役
場
の
閉
庁
日
と
公
民
館
の
閉
館

　
日
が
重
な
っ
た
と
き
は
、
交
付
が
で

　
き
ま
せ
ん
。

・
本
人
確
認
書
類
に
つ
い
て
は
事
前

　
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

・
公
民
館
で
は
、
転
出
・
死
亡
し
た

　
方
の
住
民
票
（
除
票
）の
写
し
の
交

　
付
お
よ
び
住
民
異
動
や
印
鑑
登
録

　
な
ど
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先
　
役
場 

住
民
課

　
内
線
１
７
４

た
被
害
者
の
方
に
対
し
て
、何
ら
か
の

公
的
救
済
や
加
害
者
側
か
ら
の
損
害

賠
償
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
、
国
が
給
付
金
を
支
給

す
る
制
度
で
す
。詳
し
く
は
、
警
察
署

ま
た
は
警
察
本
部
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
津
島
警
察
署
警
務
課

　
☎
０
５
６
７（
２
４
）０
１
１
０

　
住
宅
用
地
球
温
暖
化
対
策
設
備
を

設
置
さ
れ
る
方
に
対
し
、
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
者

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
、

申
請
年
度
内
に
設
備
の
運
用
を
開
始

で
き
る（
要
綱
に
定
め
る
期
限
ま
で
に

実
績
報
告
書
を
提
出
で
き
る
こ
と
）

方
を
補
助
対
象
と
し
ま
す
。

❶
自
ら
居
住
し
、
ま
た
は
居
住
を
予

　
令
和
３
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿

に
登
録
さ
れ
た
方
に
は
、
本
年
11
月

中
旬
に
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
の

通
知（
名
簿
記
載
通
知
）を
お
送
り
し

ま
す
。（
令
和
３
年
１
月
１
日
時
点
で

20
歳
以
上
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。）
こ

の
通
知
は
、
来
年
２
月
ご
ろ
か
ら
の

約
１
年
間
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た

だ
き
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
お
伝
え
し
、あ

ら
か
じ
め
心
積
も
り
を
し
て
い
た
だ

く
た
め
の
も
の
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
具
体

的
な
事
件
の
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば

れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す

ぐ
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ
く
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
実
際
に
裁
判
所

に
お
越
し
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た

場
合
に
は
、
別
途
お
知
ら
せ
し
ま

す
。）

問
合
せ
先
　
名
古
屋
地
方
裁
判
所
刑

事
部
裁
判
員
係

　
☎（
２
０
３
）８
９
１
６

　
地
域
で
子
育
て
を
支
え
合
う
お
手

伝
い
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。子
ど
も
の

送
迎
や
一
時
預
か
り
を
行
う
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
（
１
時
間
７
０
０
円
〜
）

を
募
集
し
ま
す
。

対
象
　
町
内
、あ
ま
市
内
在
住
、満
20

歳
以
上
で
、
育
児
経
験
あ
る
い
は
保

育
士
資
格
等
を
有
す
る
方

※

養
成
講
座
の
受
講
が
必
要

養
成
講
座
（
全
日
程
受
講
が
難
し
い

場
合
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
）

と
き
　
11
月
27
日（
金
）・
30
日（
月
）

〜
12
月
３
日（
木
）午
前
９
時
30
分
〜

午
後
３
時
15
分

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
員
　
６
名

※

無
料
託
児
あ
り
（
生
後
４
カ
月
か

　
ら
未
就
学
児
。11
月
19
日
（
木
）
ま

　
で
に
要
予
約
）

申
込
方
法
　
11
月
20
日（
金
）ま
で
に

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
あ
ま
市
・
大
治
町
広
域

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
務
局
　

　
☎（
４
６
２
）０
１
５
０

　
自
衛
官
等
募
集
が
行
わ
れ
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

募
集
項
目

❶
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
推
薦
）

❷
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
一
般
）

❸
自
衛
官
候
補
生

資
格

❶
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子
、
成
績
優
秀
か
つ
生
徒
会

　
活
動
等
に
顕
著
な
実
績
を
修
め
、

　
学
校
長
が
推
薦
で
き
る
者

❷
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子

❸
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

受
付
期
間

❶
11
月
１
日（
日
）〜
30
日（
月
）

❷
11
月
１
日（
日
）〜
令
和
3
年
１
月

　
６
日（
水
）

❸
年
間
を
通
じ
て
受
け
付
け

業
し
て
５
年
以
内
の
方

定
員
　
10
名（
先
着
順
）

申
込
方
法
　
11
月
６
日
（
金
）ま
で
に

弥
富
市
商
工
会
へ
事
前
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

受
講
料
　
無
料

問
合
せ
先
　
弥
富
市
商
工
会

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）３
１
０
０

　
弥
富
市
役
所
商
工
観
光
課

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）１
１
１
１

　
物
流
機
械
運
転
科
受
講
生
を
募
集

し
ま
す
。

訓
練
期
間
　
令
和
３
年
１
月
８
日

（
金
）〜
６
月
25
日（
金
）（
６
カ
月
）

募
集
科
　
物
流
機
械
運
転
科

選
考
　
筆
記
試
験
、面
接（
12
月
10
日

（
木
））

対
象
　
公
共
職
業
安
定
所
で
求
職
登

録
を
し
て
お
り
、
訓
練
受
講
が
必
要

と
認
め
ら
れ
、
自
動
車
運
転
免
許（
普

通
自
動
車
以
上
）を
取
得
し
て
い
る
方

定
員
　
20
人

受
講
料
　
無
料（
教
科
書
、作
業
服
代

等
は
自
己
負
担
）

申
込
方
法
　
11
月
30
日（
月
）ま
で
に
、

申
込
・
問
合
せ
先
　
自
衛
隊
愛
知
地

方
協
力
本
部 

一
宮
地
域
事
務
所

　
☎
０
５
８
６（
７
３
）７
５
２
２

　
弥
富
市
・
蟹
江
町
・
飛
島
村
・
大

治
町
各
商
工
会
が
主
催
し
、
４
市
町

村
の
後
援
で
創
業
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
す
。本
セ
ミ
ナ
ー
は
「
創
業
支
援

等
事
業
計
画
」に
基
づ
き
、
創
業
に
必

要
な
経
営
の
基
本
を
専
門
家
に
よ

り
、
分
か
り
や
す
く
学
べ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
と
な
り
ま
す
。

と
き
　
11
月
14
・
21
日（
土
）、
両
日

と
も
午
後
１
時
〜
５
時

※

２
日
間
と
も
参
加
で
き
る
方
を
対

　
象
と
し
ま
す
。別
の
日
を
ご
希
望
の

　
方
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
　
蟹
江
町
産
業
文
化
会
館
　

２
階
　

内
容
　

❶
創
業
計
画
・
事
業
計
画
の
作
成

❷
資
金
調
達
、
資
金
繰
り
計
画
の
作

　
成

❸
従
業
員
雇
用
ル
ー
ル

❹
販
売
戦
略
の
立
て
方
な
ど

対
象
　
創
業
を
予
定
し
て
い
る
方
、

創
業
・
経
営
に
興
味
の
あ
る
方
、
創

　
定
す
る
町
内
の
住
宅
に
新
た
に
補

　
助
対
象
設
備
を
設
置
す
る
方
（
既

　
に
設
置
さ
れ
て
い
る
方
、設
置
工
事

　
を
開
始
し
て
い
る
方
は
対
象
外
）

❷
町
内
に
お
い
て
自
ら
居
住
す
る
た

　
め
に
補
助
対
象
設
備
付
き
新
築
住

　
宅
を
購
入
す
る
方

※

各
補
助
対
象
設
備
に
対
す
る
補
助

　
金
の
交
付
は
、１
世
帯
に
つ
き
１
回

　
限
り
と
し
ま
す
。

そ
の
他
　
申
請
書
様
式
は
産
業
環
境

課
窓
口
で
配
布
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境

課
　
内
線
１
２
４

入
所
願
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

居
住
地
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
説
明
会
を
ポ
リ
テ
ク
セ
ン

タ
ー
名
古
屋
港
で
11
月
11
・
18
日

（
水
）
の
午
前
９
時
30
分
か
ら
実
施

（
予
約
不
要
）

問
合
せ
先
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
名

古
屋
港
　
☎（
３
８
１
）２
７
７
５

　
　http://w

w
w
3.jeed.or.jp/

　
　nagoyakouw

an/poly/

◉
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
は
飼
い
主
が
責
任

　
を
も
っ
て
片
付
け
て
く
だ
さ
い

　
家
の
前
や
歩
道
な
ど
ペ
ッ
ト
の
ふ

ん
が
放
置
さ
れ
、
悪
臭
、
汚
れ
で
困
っ

て
い
る
と
の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
ふ
ん
な
ど
を
適
正
に
処
理
し
、
他

人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に
努
め

る
こ
と
は
飼
い
主
の
責
任
で
す
。持
ち

帰
っ
て
適
切
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

◉
野
良
猫
を
世
話
し
て
い
る
方
は
餌

　
を
あ
げ
る
だ
け
で
な
く
、
責
任
を

　
も
っ
て
管
理
し
て
く
だ
さ
い

　
猫
に
餌
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
ふ
ん
尿
を
始
末
し
て
い
ま
す

か
。あ
な
た
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
近

所
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。餌
の
後
片
付
け
・
ふ
ん
の
始

末
を
し
っ
か
り
と
行
い
、
人
と
猫
が
共

生
で
き
る
町
づ
く
り
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境
課

　
内
線
１
２
４

　
虐
待
と
は
「
身
体
的
虐
待
」「
性
的

虐
待
」「
心
理
的
虐
待
」「
放
棄
・
放
任

（
ネ
グ
レ
ク
ト
）」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
、す
ぐ
に
お

電
話
を
く
だ
さ
い
。通
報
は
匿
名
で

行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。通
報
し
た

人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

付
を
受
け
て
い
な
い
方
は
対
象
外
で

す
。

　
ま
た
、申
請
書
提
出
後
、次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、速
や
か
に

学
校
教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

・
私
立
高
等
学
校
を
休
学
、
転
学
ま

　
た
は
退
学
さ
れ
た
と
き

・
住
所
を
異
動
さ
れ
た
と
き

申
請
・
問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育

課
　
内
線
２
０
７
・
２
０
８

　
町
教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
３
年

度
に
小
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
を
対

象
に
就
学
時
健
康
診
断
と
入
学
説
明

会
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
児
童
の
家
庭
に
は
案
内
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、実
施
日
の
５
日
前
に

な
っ
て
も
届
い
て
い
な
い
場
合
は
学
校

教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

と
き

　
大
治
小
学
校
　
11
月
５
日（
木
）

受
付
時
間
　
午
後
０
時
45
分
〜
１
時

10
分

入
学
説
明
会
　
午
後
１
時
10
分
〜
１

時
30
分

検
査
時
間
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

で
す
。

相
談
窓
口

◉
児
童

　
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）

　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
　
内
線
１
４
１

◉
高
齢
者

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
２
）０
８
５
７

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
５
８

◉
障
害
者

　
障
害
者
相
談
支
援
事
業
所

　
☎（
４
３
３
）２
３
４
３

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
６
９

　
Ｄ
Ｖ
・
セ
ク
ハ
ラ
・
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
と
い
っ
た
女
性
に
関
す
る
人
権

問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
強
化
週
間
中
は
、「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」の
電
話
回
線
を
通
常

の
相
談
時
間
を
延
長
し
て
土
・
日
曜

も
対
応
し
ま
す
。

　
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

と
き
　
11
月
12
日（
木
）〜
18
日（
水
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時（
土
日
の

み
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
）

※

強
化
週
間
以
外
の
受
付
時
間
は
、

　
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
15
分
ま
で

相
談
専
用
電
話

　
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
相
談

　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談

　
＠
名
古
屋
法
務
局

　
詳
し
く
は
名
古
屋
法
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＠snsjinkensoudan
※

こ
ち
ら
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ

　
ウ
ン
ト
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
じ
ん
け
ん
相
談
」

　
を
友
達
登
録
し
て
ご
相
談
く
だ
さ

　
い
。

問
合
せ
先
　
名
古
屋
法
務
局 

人
権
擁

護
部
　
☎（
９
５
２
）８
１
１
１

　
Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報
シ
ス
テ

ム
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
１
１
９
番

通
報
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
海
部
東
部
消
防
組
合
管
内
を
担
当

す
る
海
部
地
方
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

で
令
和
２
年
12
月
１
日
か
ら
運
用
開

始
に
あ
た
り
、
登
録
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

対
象
者
　
聴
覚
ま
た
は
音
声
・
言
語

機
能
等
に
障
が
い
が
あ
り
、音
声
に
よ

る
１
１
９
番
通
報
が
困
難
な
方
で
、

大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の
方

※

説
明
会
参
加
の
事
前
申
込
は
不
要

　
で
す
。

※

付
き
添
い
等
で
来
ら
れ
た
際
、
密

　
集
、
密
接
を
避
け
る
た
め
に
入
場

　
制
限
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※

説
明
会
の
詳
細
は
、
海
部
東
部
消

　
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　（http://w
w
w
.am
atobu-119.

　jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　（
４
４
２
）3
1
8
0

　
　shoubou@

am
atobu-119.jp

種類 対象 補助額

無料
木造住宅
無料耐震
診断

費用の８０％の額
（上限１２０万円）

木造住宅
耐震改修

費用の２分の１の額
（上限２０万円）

耐震シェルター
整備

費用の３分の２の額
（上限２０万円）

木造住宅
除却（解体）

木造住宅耐震化補助事業のご案内
　昭和56年5月31日以前に着工した建物は、地震に対する安全性や耐震性が不足している可能
性があります。町では、住宅の耐震診断・改修等に対して次の表のとおり補助制度を設けていま
す。いつ発生するか分からない大地震に備えて、ぜひご活用ください。
　なお、全ての事業において、補助申請前に事業に着手すると補助の対象となりません。詳しく
は、お問合せください。
問合せ先　役場　都市整備課　内線 155

・昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅
・在来軸組構法または伝統構法（枠組壁構法（ツーバイフォー等）・木造と鉄骨造などの
　混構造・鉄骨造・コンクリート造は除く）
・２階建て以下の戸建、長屋、併用住宅および共同住宅（借家を含む）
・現に人が住んでいる住宅

・耐震診断の結果、判定値１．０未満（倒壊する可能性がある、倒壊する可能性が高い）と診
　断された木造住宅について、判定値１．０以上（一応倒壊しない）に補強する耐震改修工
　事であること

・耐震診断の結果、判定値０．４未満（倒壊する可能性が高い）であること
・申請年の年度末時点で年齢が６５歳以上の方または身体障害者手帳等の交付を受けた
　方が居住していること

・耐震診断の結果、判定値１．０未満であること
・補助金交付申請を行う前年度までに耐震診断を行っていること

身
に
付
け
よ
う
応
急
手
当
て

普
通
救
命
講
習
Ⅰ

講
座・教
室

と こ ろと　き 問合せ先料金名　称

七宝新作展 11月27日（金）～29日（日）
午前9時30分～午後4時30分

あま市七宝焼
アートヴィレッジ
企画展示室

無料 （443）7588あま市七宝焼
アートヴィレッジ

　選べるキャッシュレス決済サービスなどの詳細は、 　　　　　　　　　　　で検索
　申し込みは、スマホの場合は「マイナポイントアプリ」または「各キャッシュレス決済サービスのア
プリ」から、PCの場合は専用サイト「マイキープラットフォーム」からできます。

　マイナンバーカードを使って、マイナポイントの予約・申し込みをして、使い
たいキャッシュレス決済サービスでチャージやお買い物をすると、最大5,000
円分のポイントがもらえますよ。もらったポイントは、お買い物に使えます！　
　令和3年3月末までのチャージやお買い物が対象です。

上
限5,000円分もらえちゃう！上
限5,000円分もらえちゃう！

マイナポイントの手続きは、次のマイナポイント手続きスポットでもできます。
■ 役場住民課　　■ ＫＤＤＩ（ａｕショップ）　　■ ＮＴＴドコモ（ドコモショップ） 　
■ イオングループ（総合スーパー（ＧＭＳ）、一部の食品スーパー（ＳＭ））
■ ソフトバンク（ソフトバンクショップ／ワイモバイルショップ）　　■ 郵便局　　■ セブン銀行（ＡＴＭ）
■ ビックカメラ　　■ みずほ銀行　　■ ヤマダ電機　　■ ローソン（マルチコピー機）

 11月のマイナンバーカード休日申請受付窓口
とき　11月28日（土）午前9時～正午　ところ　役場住民課窓口

問合せ先　役場　住民課　内線121・174

マイナポイントサイト

　マイナンバーカードの交付窓口も併設しますので、平日にマイナンバーカードの受け取りが
できない方はご利用ください。
※休日窓口は、多数の来庁者が見込まれます。長時間の待ち時間が生じることをあらかじめご
　了承ください。（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、入庁者数制限を行っています。）
※その他の住民課業務（戸籍、住民異動、各種証明書の発行等）は行いません。

還元率25%

　顔写真の撮影からオンライン申請まで全て無料で役場職員が代行します。
　本人確認書類等は必要ありませんので、手ぶらでお越しください。

マイナンバーカードを作るなら、
役場住民課の無料オンライン申請代行サービスが便利！

お好きなキャッシュレス決済で
使えるポイントが

詳細は町ホームページをご覧いただくか、
お問合せください。
問合せ先 役場　企画課　内線128

　 https://www.town.oharu.aichi.jp
　 /bosyu/banner.html

大治町ホームページに
　 バナー広告を掲載しませんか

122020（令和2）年11月号13 2020（令和2）年11月号

募

集

お

願

い

相

談

ス
ポ
ー
ツ

催

し

講
座
・
教
室

お
知
ら
せ



幅広いキャッシュレス決済サービスが使えます

ＩＣカード
（電子マネー）

ＱＲコード
決済

クレジット
カード

IC
CARD

PAY CREDIT
CARD 　

習
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

　
大
状
況
に
よ
り
、中
止
と
さ
せ
て
い

　
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　http://w

w
w
.am
atobu-

　
　119.jp

と
き
　
11
月
29
日（
日
）午
後
１
時
〜

４
時

と
こ
ろ
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消
防

本
部 

講
堂

対
象
　
大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の

方
で
15
歳
以
上
の
方

内
容
　
成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生

法
、大
出
血
時
の
止
血
法

定
員
　
９
名

参
加
費
　
無
料

受
付
期
間
　
11
月
９
日（
月
）〜
22
日

（
日
）

申
込
場
所
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
署
・
北
分
署
・
南
分
署

申
込
方
法
　
救
命
講
習
受
講
申
請
書

で
受
け
付
け
ま
す
。

※

申
請
書
は
、
消
防
本
部
・
各
消
防

　
署
で
配
布
、
ま
た
は
海
部
東
部
消

　
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

　
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※

メ
ー
ル
・
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
で
の

　
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※

団
体
・
グ
ル
ー
プ
等
で
受
講
希
望

　
の
場
合
は
、指
導
員
が
出
向
し
、講

対
象
　
本
町
に
在
住
の
私
立
高
等
学

校
の
全
日
制
課
程
も
し
く
は
定
時
制

課
程
ま
た
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程

に
在
籍
す
る
生
徒
の
保
護
者

補
助
金
の
額
　
年
額
１
万
円
以
内

※

３
月
末
に
振
り
込
み
予
定

申
請
に
必
要
な
も
の

❶
私
立
高
等
学
校
授
業
料
補
助
金
交

　
付
申
請
書（
様
式
第
１
）

※

学
校
で
学
校
証
明
欄
の
記
入
お
よ

　
び
証
明
が
必
要
で
す
。ま
た
、
様

　
式
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
可

　
能
で
す
。

❷
朱
肉
の
使
え
る
印
鑑

❸
保
護
者
名
義
の
預
貯
金
通
帳

❹
所
得
課
税
証
明
書

※

愛
知
県
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽

　
減
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い

　
場
合
に
必
要
で
す
。

提
出
期
限
　
令
和
３
年
１
月
29
日

（
金
）

注
意
　
本
年
度
の
授
業
料
の
納
付
を

全
額
免
除
さ
れ
て
い
る
方
、
所
得
制

限
に
よ
り
国
・
県
の
補
助
金
等
の
交

30
分

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

　
策
の
た
め
９
月
号
よ
り
時
間
帯
等

　
を
変
更
し
て
い
ま
す
。ご
注
意
く

　
だ
さ
い
。

対
象
　
平
成
26
年
４
月
２
日
〜
27
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
児
童

問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育
課

　
内
線
２
０
８

　
10
月
１
日
付
け
で
、杉
戸 

江
泉 

氏

が
教
育
委
員
に
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
４
年
で
す
。

　

　「
介
護
」に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
は
考
え

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。高
齢
化
が

進
み
、
親
や
配
偶
者
な
ど
家
族
の
介

護
を
す
る
方
が
増
え
て
い
ま
す
。今
、

介
護
を
し
て
い
な
い
方
も
、
い
つ
か
家

族
の
介
護
を
す
る
立
場
に
な
っ
た
り
、

介
護
を
受
け
る
立
場
に
な
っ
た
り
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。介
護
は
誰
に

と
っ
て
も
身
近
な
問
題
な
の
で
す
。11

月
11
日
は「
介
護
の
日
」。そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
で
「
介
護
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

※

こ
の
マ
ー
ク
は
、
静
岡
県
が
考
案
し

　
た
も
の
で
、
厚
生
労
働
省
が
周
知

　
を
図
っ
て
い
ま
す
。外
出
先
で
こ
の

　
マ
ー
ク
を
見
か
け
た
ら
温
か
く
見

　
守
っ
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、「
介
護

　
マ
ー
ク
」
を
役
場
民
生
課
お
よ
び

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
配
布

　
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

民
生
課

　
内
線
１
１
５
・
１
５
８

　
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も

増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
医
療
費
。

　
こ
の
医
療
費
は
、皆
さ
ん
が
納
め
る

保
険
税
で
賄
わ
れ
て
い
る
た
め
、医
療

費
が
増
え
続
け
る
と
、
保
険
税
の
負

担
増
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
大
切
な
医
療
費
を
無
駄
遣
い
し
な

い
よ
う
に
次
の
点
に
注
意
し
て
、適
切

な
受
診
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

・
日
頃
か
ら
健
康
づ
く
り
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。

・
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
て
、

　
早
期
発
見･

早
期
治
療
を
心
掛
け

　
ま
し
ょ
う
。 

・
気
軽
に
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
か

　
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。 

・
重
複
受
診
や
は
し
ご
受
診
は
や
め

　
ま
し
ょ
う
。

・
薬
は
適
切
な
用
量
、
用
法
で
服
用

　
し
ま
し
ょ
う
。 

・
な
る
べ
く
診
療
時
間
内
に
受
診
す

　
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先
　
役
場 

保
険
医
療
課

　
内
線
１
７
０

　
犯
罪
抑
止
に
有
効
な
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
促
進
を
図
る
た
め
、
積
極
的

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象
　
県
が
定
め
る
「
防
犯
カ
メ
ラ

の
設
置
及
び
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」の
ほ
か
町
が
要
綱
に
定
め
る

条
件
、
遵
守
事
項
等
を
遵
守
で
き
る

❶
❷
の
方

❶
総
代
お
よ
び
地
区
総
代
の
方

　
当
該
自
治
組
織
の
承
認
を
受
け
て
、

　
管
轄
す
る
公
共
的
な
施
設
に
設
置

　
す
る
場
合

❷
町
内
に
所
在
す
る
物
件
の
う
ち
、

　
次
の
項
目
に
該
当
す
る
方

・
戸
数
４
戸
以
上
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ

　
ン
の
管
理
組
合

・
戸
数
４
戸
以
上
の
賃
貸
共
同
住
宅

　（
社
宅
、寮
等
を
除
く
）の
所
有
者

・
自
動
車
４
台
以
上
を
駐
車
可
能
な

　
貸
し
駐
車
場
の
所
有
者

※

補
助
金
の
交
付
申
請
は
、
補
助
対

　
象
者
に
つ
き
同
一
年
度
内
に
１
回

　
限
り
、
ま
た
同
一
敷
地
内
へ
の
補
助

　
は
１
回
限
り
と
し
ま
す
。

受
付
期
間
　
令
和
３
年
２
月
末
日
ま

で補
助
金
額
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
購
入
設

◉
被
害
相
談

　
警
察
で
は
各
種
相
談
窓
口
を
開
設

し
、
犯
罪
被
害
者
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。（
左
表
参

照
）

◉
犯
罪
被
害
給
付
制
度

　
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
家
族

を
亡
く
さ
れ
た
ご
遺
族
、
重
傷
病
を

負
っ
た
り
後
遺
障
害
が
残
っ
た
り
し

置
金
額
の
２
分
の
１
以
内
で
、
５
万

円
を
限
度
額
と
し
ま
す
。（
１
０
０
０

円
未
満
切
り
捨
て
）

※

維
持
管
理
費
用
、
地
代
・
占
用
料

　
等
は
除
く

申
請
方
法
等
　
防
犯
カ
メ
ラ
等
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
方
は
、
必
ず
、
事
前

に
役
場
防
災
危
機
管
理
課
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。（
取
り
付
け
後
の
受
け
付

け
は
い
た
し
ま
せ
ん
。）

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

防
災
危
機

管
理
課
　
内
線
１
５
１
・
１
５
２

　
11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
は
犯
罪

被
害
者
週
間
で
す
。

　
犯
罪
被
害
者
は
、
被
害
後
に
生
じ

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題（
身
体
不
調
、
経

済
的
困
窮
な
ど
）に
苦
し
め
ら
れ
て
い

ま
す
。犯
罪
防
止
や
犯
罪
被
害
者
の

方
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
役
場
の
閉
庁
日
で
も
公
民
館
が
開

館
し
て
い
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し

お
よ
び
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

と
き
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ
　
公
民
館 

２
階 

事
務
室

請
求
の
際
に
必
要
な
も
の

◉
住
民
票
の
写
し

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

※

代
理
人
の
方
が
請
求
を
す
る
場
合

　
は
、
委
任
状
ま
た
は
代
理
人
選
任

　
届

◉
印
鑑
登
録
証
明
書

・
印
鑑
登
録
証（
手
帳
）

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

注
意

・
役
場
の
閉
庁
日
と
公
民
館
の
閉
館

　
日
が
重
な
っ
た
と
き
は
、
交
付
が
で

　
き
ま
せ
ん
。

・
本
人
確
認
書
類
に
つ
い
て
は
事
前

　
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

・
公
民
館
で
は
、
転
出
・
死
亡
し
た

　
方
の
住
民
票
（
除
票
）の
写
し
の
交

　
付
お
よ
び
住
民
異
動
や
印
鑑
登
録

　
な
ど
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先
　
役
場 

住
民
課

　
内
線
１
７
４

た
被
害
者
の
方
に
対
し
て
、何
ら
か
の

公
的
救
済
や
加
害
者
側
か
ら
の
損
害

賠
償
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
、
国
が
給
付
金
を
支
給

す
る
制
度
で
す
。詳
し
く
は
、
警
察
署

ま
た
は
警
察
本
部
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
津
島
警
察
署
警
務
課

　
☎
０
５
６
７（
２
４
）０
１
１
０

　
住
宅
用
地
球
温
暖
化
対
策
設
備
を

設
置
さ
れ
る
方
に
対
し
、
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
者

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
、

申
請
年
度
内
に
設
備
の
運
用
を
開
始

で
き
る（
要
綱
に
定
め
る
期
限
ま
で
に

実
績
報
告
書
を
提
出
で
き
る
こ
と
）

方
を
補
助
対
象
と
し
ま
す
。

❶
自
ら
居
住
し
、
ま
た
は
居
住
を
予

　
令
和
３
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿

に
登
録
さ
れ
た
方
に
は
、
本
年
11
月

中
旬
に
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
の

通
知（
名
簿
記
載
通
知
）を
お
送
り
し

ま
す
。（
令
和
３
年
１
月
１
日
時
点
で

20
歳
以
上
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。）
こ

の
通
知
は
、
来
年
２
月
ご
ろ
か
ら
の

約
１
年
間
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た

だ
き
、
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
事
前
に
お
伝
え
し
、あ

ら
か
じ
め
心
積
も
り
を
し
て
い
た
だ

く
た
め
の
も
の
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
具
体

的
な
事
件
の
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば

れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す

ぐ
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ
く
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
実
際
に
裁
判
所

に
お
越
し
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た

場
合
に
は
、
別
途
お
知
ら
せ
し
ま

す
。）

問
合
せ
先
　
名
古
屋
地
方
裁
判
所
刑

事
部
裁
判
員
係

　
☎（
２
０
３
）８
９
１
６

　
地
域
で
子
育
て
を
支
え
合
う
お
手

伝
い
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。子
ど
も
の

送
迎
や
一
時
預
か
り
を
行
う
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
（
１
時
間
７
０
０
円
〜
）

を
募
集
し
ま
す
。

対
象
　
町
内
、あ
ま
市
内
在
住
、満
20

歳
以
上
で
、
育
児
経
験
あ
る
い
は
保

育
士
資
格
等
を
有
す
る
方

※

養
成
講
座
の
受
講
が
必
要

養
成
講
座
（
全
日
程
受
講
が
難
し
い

場
合
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
）

と
き
　
11
月
27
日（
金
）・
30
日（
月
）

〜
12
月
３
日（
木
）午
前
９
時
30
分
〜

午
後
３
時
15
分

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
員
　
６
名

※

無
料
託
児
あ
り
（
生
後
４
カ
月
か

　
ら
未
就
学
児
。11
月
19
日
（
木
）
ま

　
で
に
要
予
約
）

申
込
方
法
　
11
月
20
日（
金
）ま
で
に

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
あ
ま
市
・
大
治
町
広
域

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
務
局
　

　
☎（
４
６
２
）０
１
５
０

　
自
衛
官
等
募
集
が
行
わ
れ
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

募
集
項
目

❶
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
推
薦
）

❷
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　（
一
般
）

❸
自
衛
官
候
補
生

資
格

❶
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子
、
成
績
優
秀
か
つ
生
徒
会

　
活
動
等
に
顕
著
な
実
績
を
修
め
、

　
学
校
長
が
推
薦
で
き
る
者

❷
中
卒（
見
込
含
む
）令
和
３
年
４
月

　
１
日
現
在
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

　
の
男
子

❸
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
男
女

受
付
期
間

❶
11
月
１
日（
日
）〜
30
日（
月
）

❷
11
月
１
日（
日
）〜
令
和
3
年
１
月

　
６
日（
水
）

❸
年
間
を
通
じ
て
受
け
付
け

業
し
て
５
年
以
内
の
方

定
員
　
10
名（
先
着
順
）

申
込
方
法
　
11
月
６
日
（
金
）ま
で
に

弥
富
市
商
工
会
へ
事
前
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

受
講
料
　
無
料

問
合
せ
先
　
弥
富
市
商
工
会

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）３
１
０
０

　
弥
富
市
役
所
商
工
観
光
課

　
☎
０
５
６
７（
６
５
）１
１
１
１

　
物
流
機
械
運
転
科
受
講
生
を
募
集

し
ま
す
。

訓
練
期
間
　
令
和
３
年
１
月
８
日

（
金
）〜
６
月
25
日（
金
）（
６
カ
月
）

募
集
科
　
物
流
機
械
運
転
科

選
考
　
筆
記
試
験
、面
接（
12
月
10
日

（
木
））

対
象
　
公
共
職
業
安
定
所
で
求
職
登

録
を
し
て
お
り
、
訓
練
受
講
が
必
要

と
認
め
ら
れ
、
自
動
車
運
転
免
許（
普

通
自
動
車
以
上
）を
取
得
し
て
い
る
方

定
員
　
20
人

受
講
料
　
無
料（
教
科
書
、作
業
服
代

等
は
自
己
負
担
）

申
込
方
法
　
11
月
30
日（
月
）ま
で
に
、

申
込
・
問
合
せ
先
　
自
衛
隊
愛
知
地

方
協
力
本
部 

一
宮
地
域
事
務
所

　
☎
０
５
８
６（
７
３
）７
５
２
２

　
弥
富
市
・
蟹
江
町
・
飛
島
村
・
大

治
町
各
商
工
会
が
主
催
し
、
４
市
町

村
の
後
援
で
創
業
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
す
。本
セ
ミ
ナ
ー
は
「
創
業
支
援

等
事
業
計
画
」に
基
づ
き
、
創
業
に
必

要
な
経
営
の
基
本
を
専
門
家
に
よ

り
、
分
か
り
や
す
く
学
べ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
と
な
り
ま
す
。

と
き
　
11
月
14
・
21
日（
土
）、
両
日

と
も
午
後
１
時
〜
５
時

※

２
日
間
と
も
参
加
で
き
る
方
を
対

　
象
と
し
ま
す
。別
の
日
を
ご
希
望
の

　
方
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
　
蟹
江
町
産
業
文
化
会
館
　

２
階
　

内
容
　

❶
創
業
計
画
・
事
業
計
画
の
作
成

❷
資
金
調
達
、
資
金
繰
り
計
画
の
作

　
成

❸
従
業
員
雇
用
ル
ー
ル

❹
販
売
戦
略
の
立
て
方
な
ど

対
象
　
創
業
を
予
定
し
て
い
る
方
、

創
業
・
経
営
に
興
味
の
あ
る
方
、
創

　
定
す
る
町
内
の
住
宅
に
新
た
に
補

　
助
対
象
設
備
を
設
置
す
る
方
（
既

　
に
設
置
さ
れ
て
い
る
方
、設
置
工
事

　
を
開
始
し
て
い
る
方
は
対
象
外
）

❷
町
内
に
お
い
て
自
ら
居
住
す
る
た

　
め
に
補
助
対
象
設
備
付
き
新
築
住

　
宅
を
購
入
す
る
方

※

各
補
助
対
象
設
備
に
対
す
る
補
助

　
金
の
交
付
は
、１
世
帯
に
つ
き
１
回

　
限
り
と
し
ま
す
。

そ
の
他
　
申
請
書
様
式
は
産
業
環
境

課
窓
口
で
配
布
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境

課
　
内
線
１
２
４

入
所
願
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

居
住
地
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
説
明
会
を
ポ
リ
テ
ク
セ
ン

タ
ー
名
古
屋
港
で
11
月
11
・
18
日

（
水
）
の
午
前
９
時
30
分
か
ら
実
施

（
予
約
不
要
）

問
合
せ
先
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
名

古
屋
港
　
☎（
３
８
１
）２
７
７
５

　
　http://w

w
w
3.jeed.or.jp/

　
　nagoyakouw

an/poly/

◉
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
は
飼
い
主
が
責
任

　
を
も
っ
て
片
付
け
て
く
だ
さ
い

　
家
の
前
や
歩
道
な
ど
ペ
ッ
ト
の
ふ

ん
が
放
置
さ
れ
、
悪
臭
、
汚
れ
で
困
っ

て
い
る
と
の
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
ふ
ん
な
ど
を
適
正
に
処
理
し
、
他

人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に
努
め

る
こ
と
は
飼
い
主
の
責
任
で
す
。持
ち

帰
っ
て
適
切
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

◉
野
良
猫
を
世
話
し
て
い
る
方
は
餌

　
を
あ
げ
る
だ
け
で
な
く
、
責
任
を

　
も
っ
て
管
理
し
て
く
だ
さ
い

　
猫
に
餌
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
ふ
ん
尿
を
始
末
し
て
い
ま
す

か
。あ
な
た
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
近

所
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。餌
の
後
片
付
け
・
ふ
ん
の
始

末
を
し
っ
か
り
と
行
い
、
人
と
猫
が
共

生
で
き
る
町
づ
く
り
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

産
業
環
境
課

　
内
線
１
２
４

　
虐
待
と
は
「
身
体
的
虐
待
」「
性
的

虐
待
」「
心
理
的
虐
待
」「
放
棄
・
放
任

（
ネ
グ
レ
ク
ト
）」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
、す
ぐ
に
お

電
話
を
く
だ
さ
い
。通
報
は
匿
名
で

行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。通
報
し
た

人
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

付
を
受
け
て
い
な
い
方
は
対
象
外
で

す
。

　
ま
た
、申
請
書
提
出
後
、次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、速
や
か
に

学
校
教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

・
私
立
高
等
学
校
を
休
学
、
転
学
ま

　
た
は
退
学
さ
れ
た
と
き

・
住
所
を
異
動
さ
れ
た
と
き

申
請
・
問
合
せ
先
　
役
場 

学
校
教
育

課
　
内
線
２
０
７
・
２
０
８

　
町
教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
３
年

度
に
小
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
を
対

象
に
就
学
時
健
康
診
断
と
入
学
説
明

会
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
児
童
の
家
庭
に
は
案
内
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、実
施
日
の
５
日
前
に

な
っ
て
も
届
い
て
い
な
い
場
合
は
学
校

教
育
課
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

と
き

　
大
治
小
学
校
　
11
月
５
日（
木
）

受
付
時
間
　
午
後
０
時
45
分
〜
１
時

10
分

入
学
説
明
会
　
午
後
１
時
10
分
〜
１

時
30
分

検
査
時
間
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

で
す
。

相
談
窓
口

◉
児
童

　
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）

　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
　
内
線
１
４
１

◉
高
齢
者

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
２
）０
８
５
７

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
５
８

◉
障
害
者

　
障
害
者
相
談
支
援
事
業
所

　
☎（
４
３
３
）２
３
４
３

　
役
場 

民
生
課
　
内
線
１
６
９

　
Ｄ
Ｖ
・
セ
ク
ハ
ラ
・
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
と
い
っ
た
女
性
に
関
す
る
人
権

問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
強
化
週
間
中
は
、「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」の
電
話
回
線
を
通
常

の
相
談
時
間
を
延
長
し
て
土
・
日
曜

も
対
応
し
ま
す
。

　
相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

と
き
　
11
月
12
日（
木
）〜
18
日（
水
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時（
土
日
の

み
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
）

※

強
化
週
間
以
外
の
受
付
時
間
は
、

　
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
15
分
ま
で

相
談
専
用
電
話

　
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
相
談

　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談

　
＠
名
古
屋
法
務
局

　
詳
し
く
は
名
古
屋
法
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＠snsjinkensoudan
※

こ
ち
ら
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ

　
ウ
ン
ト
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
じ
ん
け
ん
相
談
」

　
を
友
達
登
録
し
て
ご
相
談
く
だ
さ

　
い
。

問
合
せ
先
　
名
古
屋
法
務
局 

人
権
擁

護
部
　
☎（
９
５
２
）８
１
１
１

　
Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報
シ
ス
テ

ム
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
１
１
９
番

通
報
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
海
部
東
部
消
防
組
合
管
内
を
担
当

す
る
海
部
地
方
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

で
令
和
２
年
12
月
１
日
か
ら
運
用
開

始
に
あ
た
り
、
登
録
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。

対
象
者
　
聴
覚
ま
た
は
音
声
・
言
語

機
能
等
に
障
が
い
が
あ
り
、音
声
に
よ

る
１
１
９
番
通
報
が
困
難
な
方
で
、

大
治
町
・
あ
ま
市
に
在
住
の
方

※

説
明
会
参
加
の
事
前
申
込
は
不
要

　
で
す
。

※

付
き
添
い
等
で
来
ら
れ
た
際
、
密

　
集
、
密
接
を
避
け
る
た
め
に
入
場

　
制
限
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※

説
明
会
の
詳
細
は
、
海
部
東
部
消

　
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　（http://w
w
w
.am
atobu-119.

　jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
海
部
東
部
消
防
組
合
消

防
本
部
消
防
課

　
☎（
４
４
２
）１
６
０
５

　
　（
４
４
２
）3
1
8
0

　
　shoubou@

am
atobu-119.jp

種類 対象 補助額

無料
木造住宅
無料耐震
診断

費用の８０％の額
（上限１２０万円）

木造住宅
耐震改修

費用の２分の１の額
（上限２０万円）

耐震シェルター
整備

費用の３分の２の額
（上限２０万円）

木造住宅
除却（解体）

木造住宅耐震化補助事業のご案内
　昭和56年5月31日以前に着工した建物は、地震に対する安全性や耐震性が不足している可能
性があります。町では、住宅の耐震診断・改修等に対して次の表のとおり補助制度を設けていま
す。いつ発生するか分からない大地震に備えて、ぜひご活用ください。
　なお、全ての事業において、補助申請前に事業に着手すると補助の対象となりません。詳しく
は、お問合せください。
問合せ先　役場　都市整備課　内線 155

・昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅
・在来軸組構法または伝統構法（枠組壁構法（ツーバイフォー等）・木造と鉄骨造などの
　混構造・鉄骨造・コンクリート造は除く）
・２階建て以下の戸建、長屋、併用住宅および共同住宅（借家を含む）
・現に人が住んでいる住宅

・耐震診断の結果、判定値１．０未満（倒壊する可能性がある、倒壊する可能性が高い）と診
　断された木造住宅について、判定値１．０以上（一応倒壊しない）に補強する耐震改修工
　事であること

・耐震診断の結果、判定値０．４未満（倒壊する可能性が高い）であること
・申請年の年度末時点で年齢が６５歳以上の方または身体障害者手帳等の交付を受けた
　方が居住していること

・耐震診断の結果、判定値１．０未満であること
・補助金交付申請を行う前年度までに耐震診断を行っていること

身
に
付
け
よ
う
応
急
手
当
て

普
通
救
命
講
習
Ⅰ

講
座・教
室

と こ ろと　き 問合せ先料金名　称

七宝新作展 11月27日（金）～29日（日）
午前9時30分～午後4時30分

あま市七宝焼
アートヴィレッジ
企画展示室

無料 （443）7588あま市七宝焼
アートヴィレッジ

　選べるキャッシュレス決済サービスなどの詳細は、 　　　　　　　　　　　で検索
　申し込みは、スマホの場合は「マイナポイントアプリ」または「各キャッシュレス決済サービスのア
プリ」から、PCの場合は専用サイト「マイキープラットフォーム」からできます。

　マイナンバーカードを使って、マイナポイントの予約・申し込みをして、使い
たいキャッシュレス決済サービスでチャージやお買い物をすると、最大5,000
円分のポイントがもらえますよ。もらったポイントは、お買い物に使えます！　
　令和3年3月末までのチャージやお買い物が対象です。

上
限5,000円分もらえちゃう！上
限5,000円分もらえちゃう！

マイナポイントの手続きは、次のマイナポイント手続きスポットでもできます。
■ 役場住民課　　■ ＫＤＤＩ（ａｕショップ）　　■ ＮＴＴドコモ（ドコモショップ） 　
■ イオングループ（総合スーパー（ＧＭＳ）、一部の食品スーパー（ＳＭ））
■ ソフトバンク（ソフトバンクショップ／ワイモバイルショップ）　　■ 郵便局　　■ セブン銀行（ＡＴＭ）
■ ビックカメラ　　■ みずほ銀行　　■ ヤマダ電機　　■ ローソン（マルチコピー機）

 11月のマイナンバーカード休日申請受付窓口
とき　11月28日（土）午前9時～正午　ところ　役場住民課窓口

問合せ先　役場　住民課　内線121・174

マイナポイントサイト

　マイナンバーカードの交付窓口も併設しますので、平日にマイナンバーカードの受け取りが
できない方はご利用ください。
※休日窓口は、多数の来庁者が見込まれます。長時間の待ち時間が生じることをあらかじめご
　了承ください。（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、入庁者数制限を行っています。）
※その他の住民課業務（戸籍、住民異動、各種証明書の発行等）は行いません。

還元率25%

　顔写真の撮影からオンライン申請まで全て無料で役場職員が代行します。
　本人確認書類等は必要ありませんので、手ぶらでお越しください。

マイナンバーカードを作るなら、
役場住民課の無料オンライン申請代行サービスが便利！

お好きなキャッシュレス決済で
使えるポイントが

詳細は町ホームページをご覧いただくか、
お問合せください。
問合せ先 役場　企画課　内線128

　 https://www.town.oharu.aichi.jp
　 /bosyu/banner.html

大治町ホームページに
　 バナー広告を掲載しませんか

122020（令和2）年11月号13 2020（令和2）年11月号

募

集

お

願

い

相

談

ス
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催

し
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座
・
教
室

お
知
ら
せ



広報から抜き取って、見やすい所に貼ってください。

木 金 土
不燃ごみ・資源
【下記のとおり】 【町内全域】

可燃ごみ ごみ収集休み

砂 砂子東部防災ふれあいセンター
問合せは八ツ屋コミセン
西條防災コミュニティセンター
問合せは役場企画課

西コ

各施設

学　校

役 役場
（444）2711

公 公民館
（443）2671

西 西公民館
（443）0554

健 健康館すこやかおおはる
（444）2714

総 総合福祉センター希望の家
（442）0990
（441）1820

老 老人福祉センター
（443）0553

デ 在宅老人デイサービスセンター
（443）0552

ス スポーツセンター
（443）7077

八 八ツ屋防災コミュニティセンター
（432）5001

中 大治中学校
（444）2026

小 大治小学校
（444）2044
大治南小学校南小
（442）2004
大治西小学校西小
（441）6601

● ごみ収集
粗大ごみ（有料：1品500円）
 ・回収日は不燃ごみ・資源と同じです。
 ・回収日の1週間前までに産業環境課
 　窓口へ申し込みしてください。
プラスチックごみ・不燃ごみ
　資源置き場での回収です。

ごみ袋は必ず収集日の朝、
決められた場所に出してください。

海部地区急病診療所

http://amaq.sakura.ne.jp/
※お問合せの上、受診してください。 http://www.qq.pref.aichi.jp/

午後9時～午前0時

八ツ屋、長牧、東條
北間島、鎌須賀

エコモビの日

18：00 町営野球場抽選日

10:00　 シルバー人材センター
　　　　 新規入会説明会

10:00　 シルバー人材センター
　　　　 新規入会説明会

10：00～10：45・11：00～11：45
　　　  こどもの育ち何でも相談

9:00～12:00
　　　  マイナンバーカード
　　　  休日申請受付・交付窓口

10:00 緊急地震速報訓練
　　　 （町内一円）

6655 7

12 14

19 20 21

26 27 28

13

毎月第1水曜は「エコモビの日」 ○クルマと電車、バス、自転車、徒歩などをかしこく使い分けましょう。

142020（令和2）年11月号



日 月 火 水
可燃ごみ プラスチックごみ

【町内全域】【バス路線南側】【バス路線北側】
可燃ごみごみ収集休み

2020 NOVEMBER11
バス路線南側（特別実施）

バス路線北側（特別実施）

エコモビの日

19：00 学校体育施設抽選日 13:30～16:00
            消費生活相談窓口

13:30～16:00
            消費生活相談窓口

13:30～16:00
            消費生活相談窓口

10:00　 シルバー人材センター
　　　　 新規入会説明会

10:00　 シルバー人材センター
　　　　 新規入会説明会

13:30～16:00
            消費生活相談窓口

13：00～15：00
            人権・行政相談

9:00～10:00
　　秋季防火パレード（町内一円）

文化の日

勤労感謝の日

町県民税納期限　３期
国民健康保険税納期限　４期
介護保険料納期限　４期
後期高齢者医療保険料納期限　４期
保育所運営費保護者負担金納期限　１０月分

国民健康保険税納期限　５期
介護保険料納期限　５期
後期高齢者医療保険料納期限　５期
保育所運営費保護者負担金納期限　１１月分

奥村整形外科
(大治町）

☎（445）5667

彦坂外科
(津島市)

☎0567（25）8355

小西整形外科
(あま市）

☎（875）7178

はせ川外科
（津島市）

☎0567（24）3370

こじま整形外科
(愛西市)

☎0567（25）9911

森整形外科クリニック
(あま市)

☎（445）5050

後藤整形外科
(津島市）

☎0567（25）5511
44

8 9 10

1 2 3

11

15 16 17 18

22 23 24 25

130 229

休日診療の診療時間 ○日曜・祝日 午前９時～正午、午後1時～５時
※専門外の患者さんは、お断りする場合があります。※休日診療は変更することがありますので、消防署または救急医療情報センターへお問合せの上お出掛けください。

外科

・剪定、草刈り、枝切り・家具移動
・クリーニング各種・空き家管理
・蜂の巣撤去・営繕工事 その他
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赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール　大治町共同募金委員会会長賞受賞作品
 第 72 回赤い羽根協賛児童生徒作品コンクールに、町内の小中学校　　より書道の部１,１９２点、ポスターの部１,１４２点の応募がありました。 　 

各学校での審査、大治町共同募金委員会での審査を経て愛知県共同募金会への推薦　　を各３点、特別賞各１点、会長賞各４点を決定し、受賞作品をご紹介させていただきます。

応募してくださった皆さん、　ありがとうございました。

　 今年も明るくきれいな選挙の啓発のため、町内小中学生の皆　　さんにポスターを募集したところ、数多くの応募がありました。
どの作品も大変素晴らしく、明るくきれいな　　選挙の推進を十分に表現した作品でした。
寄せられました作品の中から、厳正な審査を　　した結果、次の６点を特選に決定しました。

今後の明るい選挙の推進に　　活用させていただきます。

令和2年度　明るい選挙　啓発ポスター特選決定！！

ご応募、ご協力本当に　ありがとうございました。

大治中学校 3年
中島 紗良 さん

大治中学校 3年
橋本 彩香 さん

大治中学校 3年
三輪 百菜 さん

大治小学校 6年
山平 美月 さん

大治南小学校 5年
荒谷 心菜 さん

大治西小学校 4年
西村 晃 さん

大治中学校 3年
藤本 晴香 さん

大治小学校 6年
當山 純輝 さん

大治西小学校 3年
光武 ひまり さん

大治南小学校 4年
鵜飼 百華 さん

大治中学校 1年
伊藤 凪沙 さん

大治小学校 4年
安井 柚葉 さん

大治西小学校 2年
井上 莉愛 さん

大治南小学校 5年
長田 雄大 さん
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安井 柚葉 さん
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井上 莉愛 さん

大治南小学校 5年
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栄養

身体活動 社会参加

税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談
会

　
東
海
税
理
士
会
津
島
支
部
所
属
の

税
理
士
に
よ
る
、
無
料
税
務
相
談
会

を
行
い
ま
す
。
相
続
税
、
贈
与
税
に

関
す
る
相
談
、
税
に
つ
い
て
分
か
ら

な
い
こ
と
、
事
業
を
始
め
ら
れ
る
方

な
ど
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

と
き
　
12
月
９
日（
水
）午
後
２
時
〜

４
時（
１
人
30
分
以
内
）

と
こ
ろ
　
役
場 

会
議
室

申
込
方
法
　
事
前
の
予
約
制
で
行
っ

て
い
ま
す
の
で
、
開
催
日
の
前
日
ま

で
に
税
務
課
へ
電
話
で
ご
予
約
く
だ

さ
い
。

そ
の
他

・
申
告
書
の
作
成
に
関
す
る
相
談
会

で
す
の
で
、税
額
に
関
す
る
内
容
に

つ
い
て
は
お
答
え
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。ま
た
、申
告
書
等
の
税

務
書
類
の
作
成
も
行
い
ま
せ
ん
。

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
守
ら
れ
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

税
務
課

　
内
線
１
７
５
・
１
７
６

個
人
事
業
税
第
２
期
分
の
納
税
を

お
忘
れ
な
く

　
個
人
事
業
税
第
２
期
分
の
納
期
限

は
、
11
月
30
日（
月
）で
す
。

　
第
２
期
分
の
納
付
書
は
、
８
月
に

送
付
し
た
納
税
通
知
書
に
同
封
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
次
の
方
法
で
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
納
付
書
を
紛
失
さ
れ
た
方

は
西
尾
張
県
税
事
務
所
へ
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

・
お
近
く
の
県
税
事
務
所
、金
融
機

関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア（
納

付
書
の
納
付
金
額
が
30
万
円
以
下

で
、取
扱
期
限
内
の
も
の
に
限
る
）

等
で
の
納
付

・
P
a
y‐

ｅ
ａ
ｓ
ｙ
（
ペ
イ
ジ
ー
）

に
対
応
し
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

バ
ン
キ
ン
グ
ま
た
は
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
利

用
し
て
納
付

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
に
よ
る
納
付

・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ（
Ｐ
ａ
ｙ

Ｂ
）に
よ
る
納
付

※
領
収
証
書
が
必
要
な
方
は
、金
融

機
関（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
。）の

窓
口
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。詳
し

く
は
、県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、
納
税
に
は
便
利
で
安
全
な

口
座
振
替
の
制
度
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
希
望
の
方
は
口
座
を
開
設
し
て
い

る
金
融
機
関
の
窓
口
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
西
尾
張
県
税
事
務
所 

県

民
税
・
事
業
税
第
２
グ
ル
ー
プ

　
☎
０
５
８
６（
４
５
）３
１
６
９

　
　https://w

w
w
.pref.aichi.jp/

　
　soshiki/zeim

u/

津
島
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

◉
令
和
２
年
分
年
末
調
整
等
説
明
会

の
中
止
に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
拡
大
防
止
お
よ
び
参
加
さ
れ
る

皆
さ
ん
の
安
全
に
配
慮
し
、
例
年
11

月
に
実
施
し
て
い
た
年
末
調
整
等
説

明
会
に
つ
い
て
は
開
催
を
中
止
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご

理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　
な
お
、
年
末
調
整
に
関
す
る
各
種

情
報
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
内
の
特
集
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　
国
税
庁
・
年
末
調
整
特
集
ペ
ー
ジ

　
　https://w

w
w
.nta.go.jp/users/

　
　gensen/nencho/index.htm

◉
令
和
２
年
分
確
定
申
告
に
つ
い
て

　
津
島
税
務
署
の
確
定
申
告
相
談
会

場
が
、令
和
２
年
分
に
つ
い
て
は
津
島

市
文
化
会
館
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、会
場
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
お
よ

び
来
場
さ
れ
る
皆
さ
ん
の
安
全
に
配

慮
し
た
取
り
組
み
を
実
施
す
る
た

め
、
一
日
当
た
り
の
確
定
申
告
相
談

に
係
る
対
応
人
数
が
大
幅
に
減
少
す

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
、便
利
な
ｅ‐

Ｔ

Ａ
Ｘ（
電
子
申
告
）を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
津

島
税
務
署
で
取
得
で
き
る
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス

ワ
ー
ド
を
使
う
こ
と
で
自
宅
等
か
ら

確
定
申
告
書
の
電
子
送
信
が
可
能
と

な
り
ま
す
。詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
内
の
確
定
申
告
書
等
作
成
コ

ー
ナ
ー
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　 

　https://w
w
w
.nta.go.jp

問
合
せ
先
　
津
島
税
務
署

　
☎
０
５
６
７（
２
６
）２
１
６
１

※

電
話
は
自
動
音
声
に
よ
り
案
内
し

て
い
ま
す
の
で
、音
声
案
内
に
従
い

「
２
」を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

コロナ自粛でフレイル（虚弱状態）になっていませんか

？もしかして
フレイル？

！
！フレイル予防の

3つのポイント

こんな傾向は
フレイルかもしれません

・おいしくものが食べられなくなった
・疲れやすく何をするのも面倒だ
・体重が以前よりも減ってきた

出典：厚生労働省
　　　高齢者のフレイル予防事業

フレイル予防は日々の習慣と結びついていま
す。栄養、身体活動、社会参加を見直すこと
で活力に満ちた日々を送りましょう。

フレイルをご存じですか。フレイルとは、年をとって体や心の
はたらき、社会的なつながりが弱くなった状態を指します。そ
のまま放置すると、要介護状態になる可能性があります。大事
なことは、早めに気づいて、適切な取組を行うこと。そうすれ
ば、フレイルの進行を防ぎ、健康に戻ることができます。

食事は活力の源です。バランスのとれ
た食事を3食しっかりとりましょう。ま
た、お口の健康（口腔ケア）にも
気を配りましょう。

健康
フレイル

要介護状態
（身体機能障害等）

身体活動は筋肉の発達だけでな
く食欲や心の健康にも影響しま
す。今より10分多く体を動かし
ましょう

趣味やボランティアなどで外出す
ることはフレイル予防に有効で
す。自分に合った活動を見つけま
しょう。

問合せ先　役場　民生課　内線158・187

フレイル
予防

食事の改善

ウォーキング・ストレッチなど 趣味・ボランティア・就労など
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栄養

身体活動 社会参加
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理
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よ
る
無
料
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務
相
談
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所
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の
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、
無
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税
務
相
談
会

を
行
い
ま
す
。
相
続
税
、
贈
与
税
に

関
す
る
相
談
、
税
に
つ
い
て
分
か
ら

な
い
こ
と
、
事
業
を
始
め
ら
れ
る
方

な
ど
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

と
き
　
12
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９
日（
水
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後
２
時
〜

４
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１
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30
分
以
内
）

と
こ
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会
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込
方
法
　
事
前
の
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で
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て
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ま
す
の
で
、
開
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日
の
前
日
ま

で
に
税
務
課
へ
電
話
で
ご
予
約
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だ

さ
い
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の
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・
申
告
書
の
作
成
に
関
す
る
相
談
会

で
す
の
で
、税
額
に
関
す
る
内
容
に

つ
い
て
は
お
答
え
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。ま
た
、申
告
書
等
の
税

務
書
類
の
作
成
も
行
い
ま
せ
ん
。

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
守
ら
れ
ま
す
。

問
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せ
先
　
役
場 

税
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内
線
１
７
５
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１
７
６

個
人
事
業
税
第
２
期
分
の
納
税
を

お
忘
れ
な
く

　
個
人
事
業
税
第
２
期
分
の
納
期
限

は
、
11
月
30
日（
月
）で
す
。

　
第
２
期
分
の
納
付
書
は
、
８
月
に

送
付
し
た
納
税
通
知
書
に
同
封
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
次
の
方
法
で
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
納
付
書
を
紛
失
さ
れ
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方

は
西
尾
張
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税
事
務
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へ
お
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合
せ

く
だ
さ
い
。

・
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近
く
の
県
税
事
務
所
、金
融
機

関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア（
納

付
書
の
納
付
金
額
が
30
万
円
以
下

で
、取
扱
期
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内
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に
限
る
）

等
で
の
納
付

・
P
a
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ｅ
ａ
ｓ
ｙ
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ペ
イ
ジ
ー
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に
対
応
し
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

バ
ン
キ
ン
グ
ま
た
は
Ａ
Ｔ
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利

用
し
て
納
付

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
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ク
レ
ジ
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カ
ー
ド
に
よ
る
納
付

・
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マ
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フ
ォ
ン
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プ
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ａ
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Ｂ
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収
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納
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ホ
ー
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ー
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く

だ
さ
い
。
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☎
０
５
８
６（
４
５
）３
１
６
９

　
　https://w

w
w
.pref.aichi.jp/

　
　soshiki/zeim

u/

津
島
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

◉
令
和
２
年
分
年
末
調
整
等
説
明
会

の
中
止
に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
拡
大
防
止
お
よ
び
参
加
さ
れ
る

皆
さ
ん
の
安
全
に
配
慮
し
、
例
年
11

月
に
実
施
し
て
い
た
年
末
調
整
等
説

明
会
に
つ
い
て
は
開
催
を
中
止
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご

理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　
な
お
、
年
末
調
整
に
関
す
る
各
種

情
報
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
内
の
特
集
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　
国
税
庁
・
年
末
調
整
特
集
ペ
ー
ジ

　
　https://w
w
w
.nta.go.jp/users/

　
　gensen/nencho/index.htm

◉
令
和
２
年
分
確
定
申
告
に
つ
い
て

　
津
島
税
務
署
の
確
定
申
告
相
談
会

場
が
、令
和
２
年
分
に
つ
い
て
は
津
島

市
文
化
会
館
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、会
場
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
お
よ

び
来
場
さ
れ
る
皆
さ
ん
の
安
全
に
配

慮
し
た
取
り
組
み
を
実
施
す
る
た

め
、
一
日
当
た
り
の
確
定
申
告
相
談

に
係
る
対
応
人
数
が
大
幅
に
減
少
す

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
、便
利
な
ｅ‐
Ｔ

Ａ
Ｘ（
電
子
申
告
）を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
津

島
税
務
署
で
取
得
で
き
る
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス

ワ
ー
ド
を
使
う
こ
と
で
自
宅
等
か
ら

確
定
申
告
書
の
電
子
送
信
が
可
能
と

な
り
ま
す
。詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
内
の
確
定
申
告
書
等
作
成
コ

ー
ナ
ー
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　 

　https://w
w
w
.nta.go.jp

問
合
せ
先
　
津
島
税
務
署

　
☎
０
５
６
７（
２
６
）２
１
６
１

※

電
話
は
自
動
音
声
に
よ
り
案
内
し

て
い
ま
す
の
で
、音
声
案
内
に
従
い

「
２
」を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

コロナ自粛でフレイル（虚弱状態）になっていませんか

？もしかして
フレイル？

！
！フレイル予防の

3つのポイント

こんな傾向は
フレイルかもしれません

・おいしくものが食べられなくなった
・疲れやすく何をするのも面倒だ
・体重が以前よりも減ってきた

出典：厚生労働省
　　　高齢者のフレイル予防事業

フレイル予防は日々の習慣と結びついていま
す。栄養、身体活動、社会参加を見直すこと
で活力に満ちた日々を送りましょう。

フレイルをご存じですか。フレイルとは、年をとって体や心の
はたらき、社会的なつながりが弱くなった状態を指します。そ
のまま放置すると、要介護状態になる可能性があります。大事
なことは、早めに気づいて、適切な取組を行うこと。そうすれ
ば、フレイルの進行を防ぎ、健康に戻ることができます。

食事は活力の源です。バランスのとれ
た食事を3食しっかりとりましょう。ま
た、お口の健康（口腔ケア）にも
気を配りましょう。

健康
フレイル

要介護状態
（身体機能障害等）

身体活動は筋肉の発達だけでな
く食欲や心の健康にも影響しま
す。今より10分多く体を動かし
ましょう

趣味やボランティアなどで外出す
ることはフレイル予防に有効で
す。自分に合った活動を見つけま
しょう。

問合せ先　役場　民生課　内線158・187

フレイル
予防

食事の改善

ウォーキング・ストレッチなど 趣味・ボランティア・就労など
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病
児
・
病
後
児
保
育
室

「
ポ
ニ
ー
ル
ー
ム
」

令
和
3
年
度

児
童
ク
ラ
ブ
入
会
児
童
募
集

 
　
親
子
連
れ
優
先
の
ス
ペ
ー
ス
で
す
。

親
子
で
遊
び
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

と
き
　
月
〜
金
曜
　
午
前
10
時
〜

※

予
約
制

※

予
約
方
法
は
児
童
セ
ン
タ
ー
に
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　
言
葉
の
遅
れ
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
心
配
な
ど
、
育
児
の
悩
み
を
臨

床
心
理
士
に
相
談
で
き
ま
す
。

と
き
　
11
月
27
日（
金
）午
前
10
時
〜

10
時
45
分
・
11
時
〜
11
時
45
分

と
こ
ろ
　
児
童
セ
ン
タ
ー
内

相
談
員
　
臨
床
心
理
士 

松
本 

敬
子 

氏

※

予
約
制
　
各
回
2
組
ま
で

受
付
開
始
　
11
月
4
日（
水
）午
前
10

時

※

支
援
セ
ン
タ
ー
の
行
事
に
関
し
ま

し
て
は
、
大
治
町
社
会
福
祉
協
議

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
お
よ
び
支
援
セ

ン
タ
ー
た
よ
り
で
お
知
ら
せ
し
て

い
ま
す
。

対
象
　
保
護
者
が
就
労
等
に
よ
り
昼

間
家
庭
に
い
な
い
町
内
の
小
学
校
に

通
う
児
童

開
設
日
　
日
曜
・
祝
日
・
年
末
年
始

を
除
く
毎
日

開
設
時
間

・
平
日 

下
校
時
〜
午
後
6
時

・
土
曜
と
春・夏・冬
休
み

　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
6
時

※

午
後
7
時
ま
で
の
延
長
保
育
あ
り

（
土
曜
を
除
く
）

※

春
・
夏
・
冬
休
み
は
午
前
7
時
30

分
か
ら
の
早
朝
保
育
あ
り（
土
曜

を
除
く
）

開
設
場
所

・
東
部
児
童
ク
ラ
ブ

　（
大
治
小
学
校
の
児
童
）

　
大
治
小
学
校
体
育
館
南

・
西
部
児
童
ク
ラ
ブ

　（
大
治
西
小
学
校
の
児
童
）

　
大
治
西
小
学
校
北
西

・
南
部
児
童
ク
ラ
ブ

　（
大
治
南
小
学
校
の
児
童
）

　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー 

3
階

費
用（
月
額
）

・
利
用
料
金
　
6
0
0
0
円

　（
8
月
は
9
0
0
0
円
）

※

母
子
家
庭
は
減
免
制
度
あ
り

※

延
長
・
早
朝
保
育
の
場
合
は
、
別

途
利
用
料
金
が
必
要
で
す
。

・
お
や
つ
代
　
1
5
0
0
円

◉
令
和
3
年
度
申
請

提
出
書
類
　
所
定
の
申
請
書
お
よ
び

勤
務
証
明
書
等

配
布
開
始
　11
月
10
日（
火
）午
前

9
時
30
分
〜
午
後
6
時

※

土
曜
も
配
布
し
て
い
ま
す
。

配
布
場
所
　児
童
セ
ン
タ
ー

入
会
決
定
通
知
　2
月
上
旬
ご
ろ
に

入
会
決
定
の
可
否
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

※

小
学
生
未
満
の
お
子
さ
ん
は
保
護

者
の
方
が
必
ず
付
き
添
っ
て
く
だ

さ
い
。

　今
年
度
に
限
り
、子
ど
も
や
妊
婦
の

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
に

係
る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象
　
接
種
日
に
大
治
町
に
住
所
を

有
し
、接
種
日
時
点
で
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方

❶
生
後
６
カ
月
か
ら
中
学
３
年
生
ま

で
の
子
ど
も※

申
請
者
は
保
護
者

❷
妊
娠
届
出
書
を
提
出
し
て
い
る
妊
婦

助
成
額
　
一
人
当
た
り
一
回
限
り

１
５
０
０
円

助
成
の
対
象
と
な
る
予
防
接
種
期
間

10
月
１
日（
木
）〜
令
和
３
年
２
月
28

日（
日
）

申
請
の
期
間
　
11
月
２
日（
月
）〜
令

和
３
年
３
月
12
日（
金
）（
当
日
消
印

有
効
）

そ
の
他
　
申
請
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ま
た
は
窓
口
等
で
入
手
で
き
ま
す
。

　
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

申
請・問
合
せ
先
　
保
健
セ
ン
タ
ー
健

康
館
す
こ
や
か
お
お
は
る

　
☎（
４
４
４
）２
７
１
４

　
子
ど
も
の
送
迎
・
預
か
り
を
お
願

い
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

対
象
　
生
後
6
カ
月
か
ら
小
学
6
年

生
ま
で
の
子
ど
も
が
い
る
町
内
、
あ

ま
市
内
在
住
・
在
勤
の
方

※

登
録
説
明
会
に
参
加
が
必
要

◉
登
録
説
明
会

と
き
　
11
月
20
日（
金
）午
前
10
時
〜

11
時
45
分

と
こ
ろ
　
あ
ま
市
七
宝
公
民
館

定
員
　
8
名

※

無
料
託
児
あ
り
　
要
予
約

・
生
後
4
カ
月
か
ら
未
就
学
児
ま
で

・
説
明
会
の
1
週
間
前
に
締
め
切
り

申
込
方
法
　
説
明
会
の
3
日
前
ま
で

に
電
話
か※

メ
ー
ル
で
申
し
込
み

※

件
名「
説
明
会
申
込
み
」、
本
文

「
氏
名
、
電
話
番
号
、
参
加
日
、

託
児
の
有
無（
有
の
場
合
は
名
前
、

月
年
齢
）」

問
合
せ
先
　
あ
ま
市
・
大
治
町
広
域

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
務
局
　
☎（
4
6
2
）0
1
5
0

　
　am

a-harufam
isapo

　
　@

clovernet.

　
　ne.jp

　
保
護
者
が
就
労
等
の
た
め
に
家
庭

で
保
育
で
き
な
い
病
気
ま
た
は
病
気

回
復
期
に
あ
る
児
童
を
一
時
的
に
保

育
し
ま
す
。

　
本
町
は
、
医
療
法
人
葉
倫
会
へ
委

託
し
て
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
隣
接
し
た

専
用
の
保
育
室（
ポ
ニ
ー
ル
ー
ム
）で

行
っ
て
い
ま
す
。

　
い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
、
ま
ず

は
事
前
登
録
を
し
ま
し
ょ
う
。

対
象
児
童
　
生
後
10
カ
月
〜
小
学
6

年
生

登
録
先
　
医
療
法
人
葉
倫
会 

み
き

ク
リ
ニ
ッ
ク（
三
本
木
屋
形
1
0
6
）

　
☎（
4
4
4
）7
0
0
5

そ
の
他
　
利
用
登
録
書
類
は
、
み
き

ク
リ
ニ
ッ
ク
、
役
場
子
育
て
支
援
課

で
配
布
す
る
ほ
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
内
線
1
6
7

　
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付

金
の
申
請
は
お
済
み
で
し
ょ
う
か
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

関
連
し
た
緊
急
経
済
対
策
と
し
て
、

「
臨
時
特
別
給
付
金
支
給
事
業
」（
対

象
児
童
に
つ
き
1
万
円
を
給
付
）が

実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
公
務
員
の
方
は
申
請
が
必
要
で
す

の
で
、
給
付
金
の
申
請
が
お
済
み
で

な
い
方
は
、
お
早
め
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

　
本
町
の
申
請
期
限
は
令
和
2
年
11

月
30
日（
月
）で
す
。

　
期
限
を
過
ぎ
る
と
給
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
内
線
1
6
7

 

　
　 こ

こ
ま
で
の
問
合
せ
先

　児
童
セ
ン
タ
ー

（
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
3
階
）

 

☎（
4
4
1
）1
7
8
1

 

こ
ど
も
の
育
ち
何
で
も
相
談

 

は
る
っ
こ
ル
ー
ム

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
依
頼
会
員
募
集

子
ど
も
・
妊
婦
の

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

費
用
助
成
の
お
知
ら
せ

子
育
て
世
帯
へ
の

臨
時
特
別
給
付
金
に
つ
い
て

歯
の
健
康
講
座

の
健
康
講
座
海
部
歯
科
医
師
会

海
部
歯
科
医
師
会

感
染
症
避
け
つ
つ

オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
予
防

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、外
出
を
控
え
る

生
活
が
続
い
て
い
ま
す
。高
齢
者

は
感
染
す
る
と
重
症
化
し
や
す

く
、警
戒
が
必
要
で
す
。

　家
に
閉
じ
こ
も
り
の
生
活
は
心

身
の
衰
弱
を
招
き
や
す
い
で
す
が

健
康
維
持
の
た
め
の
散
歩
や
ジ
ョ

ギ
ン
グ
は「
必
要
な
外
出
」と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　ま
た
、人
と
の
つ
な
が
り
を
持
ち

続
け
る
こ
と
も
大
切
で
す
。介
護

が
必
要
に
な
る
手
前
の
状
態
を
フ

レ
イ
ル
と
い
い
、❶
食
べ
こ
ぼ
し 

❷
わ
ず
か
な
む
せ 

❸
噛
め
な
い
食

品
が
増
え
る 

❹
滑
舌
低
下 

等
の

オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
を
防
ぐ
に
は
、

基
本
は
し
っ
か
り
動
き
、し
っ
か
り

食
べ
る
こ
と
、人
と
の
つ
な
が
り
を

大
切
に
す
る
こ
と
で
す
。

　感
染
症
の
恐
れ
は
低
く
な
っ
た

も
の
の
、寝
た
き
り
や
口
腔
機
能

低
下
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う

に
、か
か
り
つ
け
歯
科
医
師
と
一

緒
に
な
っ
て
口
腔
機
能
向
上
と
ケ

ア
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
す
。

※日程は都合により変更する場合がありますの
　でご了承ください。

11月の公民館ロビー展示
書道展
11月1日（日）～15日（日）
　　　　　　　　●毛筆同好会
写真展
11月17日（火）～29日（日）
　　　　　　　　●写真同好会
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病
児
・
病
後
児
保
育
室

「
ポ
ニ
ー
ル
ー
ム
」

令
和
3
年
度

児
童
ク
ラ
ブ
入
会
児
童
募
集

 

　
親
子
連
れ
優
先
の
ス
ペ
ー
ス
で
す
。

親
子
で
遊
び
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

と
き
　
月
〜
金
曜
　
午
前
10
時
〜

※

予
約
制

※

予
約
方
法
は
児
童
セ
ン
タ
ー
に
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　
言
葉
の
遅
れ
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
心
配
な
ど
、
育
児
の
悩
み
を
臨

床
心
理
士
に
相
談
で
き
ま
す
。

と
き
　
11
月
27
日（
金
）午
前
10
時
〜

10
時
45
分
・
11
時
〜
11
時
45
分

と
こ
ろ
　
児
童
セ
ン
タ
ー
内

相
談
員
　
臨
床
心
理
士 

松
本 

敬
子 

氏

※

予
約
制
　
各
回
2
組
ま
で

受
付
開
始
　
11
月
4
日（
水
）午
前
10

時

※

支
援
セ
ン
タ
ー
の
行
事
に
関
し
ま

し
て
は
、
大
治
町
社
会
福
祉
協
議

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
お
よ
び
支
援
セ

ン
タ
ー
た
よ
り
で
お
知
ら
せ
し
て

い
ま
す
。

対
象
　
保
護
者
が
就
労
等
に
よ
り
昼

間
家
庭
に
い
な
い
町
内
の
小
学
校
に

通
う
児
童

開
設
日
　
日
曜
・
祝
日
・
年
末
年
始

を
除
く
毎
日

開
設
時
間

・
平
日 

下
校
時
〜
午
後
6
時

・
土
曜
と
春・夏・冬
休
み

　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
6
時

※

午
後
7
時
ま
で
の
延
長
保
育
あ
り

（
土
曜
を
除
く
）

※

春
・
夏
・
冬
休
み
は
午
前
7
時
30

分
か
ら
の
早
朝
保
育
あ
り（
土
曜

を
除
く
）

開
設
場
所

・
東
部
児
童
ク
ラ
ブ

　（
大
治
小
学
校
の
児
童
）

　
大
治
小
学
校
体
育
館
南

・
西
部
児
童
ク
ラ
ブ

　（
大
治
西
小
学
校
の
児
童
）

　
大
治
西
小
学
校
北
西

・
南
部
児
童
ク
ラ
ブ

　（
大
治
南
小
学
校
の
児
童
）

　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー 

3
階

費
用（
月
額
）

・
利
用
料
金
　
6
0
0
0
円

　（
8
月
は
9
0
0
0
円
）

※

母
子
家
庭
は
減
免
制
度
あ
り

※

延
長
・
早
朝
保
育
の
場
合
は
、
別

途
利
用
料
金
が
必
要
で
す
。

・
お
や
つ
代
　
1
5
0
0
円

◉
令
和
3
年
度
申
請

提
出
書
類
　
所
定
の
申
請
書
お
よ
び

勤
務
証
明
書
等

配
布
開
始
　11
月
10
日（
火
）午
前

9
時
30
分
〜
午
後
6
時

※

土
曜
も
配
布
し
て
い
ま
す
。

配
布
場
所
　児
童
セ
ン
タ
ー

入
会
決
定
通
知
　2
月
上
旬
ご
ろ
に

入
会
決
定
の
可
否
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

※

小
学
生
未
満
の
お
子
さ
ん
は
保
護

者
の
方
が
必
ず
付
き
添
っ
て
く
だ

さ
い
。

　今
年
度
に
限
り
、子
ど
も
や
妊
婦
の

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
に

係
る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象
　
接
種
日
に
大
治
町
に
住
所
を

有
し
、接
種
日
時
点
で
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方

❶
生
後
６
カ
月
か
ら
中
学
３
年
生
ま

で
の
子
ど
も※

申
請
者
は
保
護
者

❷
妊
娠
届
出
書
を
提
出
し
て
い
る
妊
婦

助
成
額
　
一
人
当
た
り
一
回
限
り

１
５
０
０
円

助
成
の
対
象
と
な
る
予
防
接
種
期
間

10
月
１
日（
木
）〜
令
和
３
年
２
月
28

日（
日
）

申
請
の
期
間
　
11
月
２
日（
月
）〜
令

和
３
年
３
月
12
日（
金
）（
当
日
消
印

有
効
）

そ
の
他
　
申
請
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ま
た
は
窓
口
等
で
入
手
で
き
ま
す
。

　
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

申
請・問
合
せ
先
　
保
健
セ
ン
タ
ー
健

康
館
す
こ
や
か
お
お
は
る

　
☎（
４
４
４
）２
７
１
４

　
子
ど
も
の
送
迎
・
預
か
り
を
お
願

い
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

対
象
　
生
後
6
カ
月
か
ら
小
学
6
年

生
ま
で
の
子
ど
も
が
い
る
町
内
、
あ

ま
市
内
在
住
・
在
勤
の
方

※

登
録
説
明
会
に
参
加
が
必
要

◉
登
録
説
明
会

と
き
　
11
月
20
日（
金
）午
前
10
時
〜

11
時
45
分

と
こ
ろ
　
あ
ま
市
七
宝
公
民
館

定
員
　
8
名

※

無
料
託
児
あ
り
　
要
予
約

・
生
後
4
カ
月
か
ら
未
就
学
児
ま
で

・
説
明
会
の
1
週
間
前
に
締
め
切
り

申
込
方
法
　
説
明
会
の
3
日
前
ま
で

に
電
話
か※

メ
ー
ル
で
申
し
込
み

※

件
名「
説
明
会
申
込
み
」、
本
文

「
氏
名
、
電
話
番
号
、
参
加
日
、

託
児
の
有
無（
有
の
場
合
は
名
前
、

月
年
齢
）」

問
合
せ
先
　
あ
ま
市
・
大
治
町
広
域

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
務
局
　
☎（
4
6
2
）0
1
5
0

　
　am

a-harufam
isapo

　
　@
clovernet.

　
　ne.jp

　
保
護
者
が
就
労
等
の
た
め
に
家
庭

で
保
育
で
き
な
い
病
気
ま
た
は
病
気

回
復
期
に
あ
る
児
童
を
一
時
的
に
保

育
し
ま
す
。

　
本
町
は
、
医
療
法
人
葉
倫
会
へ
委

託
し
て
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
隣
接
し
た

専
用
の
保
育
室（
ポ
ニ
ー
ル
ー
ム
）で

行
っ
て
い
ま
す
。

　
い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
、
ま
ず

は
事
前
登
録
を
し
ま
し
ょ
う
。

対
象
児
童
　
生
後
10
カ
月
〜
小
学
6

年
生

登
録
先
　
医
療
法
人
葉
倫
会 

み
き

ク
リ
ニ
ッ
ク（
三
本
木
屋
形
1
0
6
）

　
☎（
4
4
4
）7
0
0
5

そ
の
他
　
利
用
登
録
書
類
は
、
み
き

ク
リ
ニ
ッ
ク
、
役
場
子
育
て
支
援
課

で
配
布
す
る
ほ
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
合
せ
先
　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
内
線
1
6
7

　
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付

金
の
申
請
は
お
済
み
で
し
ょ
う
か
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

関
連
し
た
緊
急
経
済
対
策
と
し
て
、

「
臨
時
特
別
給
付
金
支
給
事
業
」（
対

象
児
童
に
つ
き
1
万
円
を
給
付
）が

実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
公
務
員
の
方
は
申
請
が
必
要
で
す

の
で
、
給
付
金
の
申
請
が
お
済
み
で

な
い
方
は
、
お
早
め
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

　
本
町
の
申
請
期
限
は
令
和
2
年
11

月
30
日（
月
）で
す
。

　
期
限
を
過
ぎ
る
と
給
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
役
場 

子
育
て
支
援
課

　
内
線
1
6
7

 

　
　 こ

こ
ま
で
の
問
合
せ
先

　児
童
セ
ン
タ
ー

（
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
3
階
）

 

☎（
4
4
1
）1
7
8
1

 

こ
ど
も
の
育
ち
何
で
も
相
談

 

は
る
っ
こ
ル
ー
ム

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
依
頼
会
員
募
集

子
ど
も
・
妊
婦
の

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

費
用
助
成
の
お
知
ら
せ

子
育
て
世
帯
へ
の

臨
時
特
別
給
付
金
に
つ
い
て

歯
の
健
康
講
座

の
健
康
講
座
海
部
歯
科
医
師
会

海
部
歯
科
医
師
会

感
染
症
避
け
つ
つ

オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
予
防

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、外
出
を
控
え
る

生
活
が
続
い
て
い
ま
す
。高
齢
者

は
感
染
す
る
と
重
症
化
し
や
す

く
、警
戒
が
必
要
で
す
。

　家
に
閉
じ
こ
も
り
の
生
活
は
心

身
の
衰
弱
を
招
き
や
す
い
で
す
が

健
康
維
持
の
た
め
の
散
歩
や
ジ
ョ

ギ
ン
グ
は「
必
要
な
外
出
」と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　ま
た
、人
と
の
つ
な
が
り
を
持
ち

続
け
る
こ
と
も
大
切
で
す
。介
護

が
必
要
に
な
る
手
前
の
状
態
を
フ

レ
イ
ル
と
い
い
、❶
食
べ
こ
ぼ
し 

❷
わ
ず
か
な
む
せ 

❸
噛
め
な
い
食

品
が
増
え
る 

❹
滑
舌
低
下 

等
の

オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
を
防
ぐ
に
は
、

基
本
は
し
っ
か
り
動
き
、し
っ
か
り

食
べ
る
こ
と
、人
と
の
つ
な
が
り
を

大
切
に
す
る
こ
と
で
す
。

　感
染
症
の
恐
れ
は
低
く
な
っ
た

も
の
の
、寝
た
き
り
や
口
腔
機
能

低
下
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う

に
、か
か
り
つ
け
歯
科
医
師
と
一

緒
に
な
っ
て
口
腔
機
能
向
上
と
ケ

ア
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
す
。

※日程は都合により変更する場合がありますの
　でご了承ください。

11月の公民館ロビー展示
書道展
11月1日（日）～15日（日）
　　　　　　　　●毛筆同好会
写真展
11月17日（火）～29日（日）
　　　　　　　　●写真同好会
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　お住まいの地域で発生した犯罪や不審者の情報を
タイムリーに配信します。登録は右の2次元コードから！！

※津島警察署が暫定的に集計したもので、愛知県警察本部が発表す
　る犯罪統計数値と一致しません。詳しい内容は、町ホームページを
　ご覧いただくか、役場防災危機管理課へお問合せください。

　
令
和
２
年
４
月
１
日
付
け
で
要
綱
を

一
部
改
正
し
、
同
じ
年
度
内
に
２
基
ま

で
申
請
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
今
ま
で
補
助
を
受
け
た
世
帯
も
対

象
と
な
り
ま
す
。

対
象
　
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方（
住
民

基
本
台
帳
に
記
載
）で
、
令
和
２
年
４
月

１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
に
、

住
宅
の
犯
罪
防
止
が
期
待
で
き
る
屋
外

に
、
セ
ン
サ
ー
ラ
イ
ト
を
購
入
設
置
し
た

方受
付
期
間
　
令
和
３
年
３
月
末
日
ま
で

補
助
金
額
　
購
入
設
置
金
額
の
２
分
の

１
以
内
と
し
、
セ
ン
サ
ー
ラ
イ
ト
１
基
に

つ
き
２
０
０
０
円
を
限
度
額
と
し
ま
す
。

（
１
０
０
円
未
満
切
り
捨
て
）

※

申
請
の
上
限
は
１
世
帯
に
つ
き
５
基
で

す
。（
令
和
元
年
度
以
前
に
補
助
を
受

け
た
世
帯
は
４
基
）

※

補
助
金
は
１
基
ご
と
に
計
算
し
ま
す
。

※

別
途
購
入
し
た
乾
電
池
等
の
電
源
費

用
お
よ
び
ポ
イ
ン
ト
利
用
分
は
除
き
ま

す
。

　
詳
し
く
は
、
役
場
窓
口
ま
た
は
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
せ
先
　
役
場 

防
災
危
機
管

理
課
　
内
線
１
５
１
・
１
５
２

ストップ・ザ　交通事故 ～令和元年度 交通安全標語入賞作品～
過信せず　免許返納　キッパリと

西　條
中　島
花　常
馬　島
三本木
砂　子
鎌須賀
八ツ屋
長　牧
東　條
北間島
堀之内
合　計

大字
地区名

 3 +2 16
 0 0 1
 2 0 12
 1 0 4
 0 -1 6
 0 -1 7
 1 +1 4
 0 0 1
 0 0 3
 1 +1 3
 1 +1 8
 1 -2 9
 10 +1 74

2020年
8月分

2020年
1月～8月累計

前月
対比

防犯防犯防犯

愛知県警察 
シンボルマスコット
「コノハけいぶ」

利用しやすく
なりました！

センサーライト
補助金

利用しやすく
なりました！

センサーライト
補助金

防
災
N
E
W
S

防
災
豆
知
識

チ
ョ
ッ
ト
待
っ
た
！

　
　
　
　

 

避
難
の
前
に
…

　
毎
年
11
月
の
第
２
日
曜
日
は
あ
い

ち
地
震
防
災
の
日
で
す
。

　
家
具
の
固
定
の
状
況
、食
料
、飲
料

水
、
医
薬
品
等
の
備
蓄
物
資
や
防
災

用
具
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
点
検
、
避
難
場

所
の
位
置
お
よ
び
避
難
経
路
、
災
害

時
に
お
け
る
家
族
間
の
連
絡
方
法
の

確
認
な
ど
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

　
地
震
・
津
波
の
発
生
時
に
備
え
緊

急
地
震
速
報
の
伝
達
訓
練
を
行
い
ま

す
。

　
こ
の
訓
練
は
、
全
国
瞬
時
警
報
シ

ス
テ
ム
（※

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
を
用
い
て

全
国
で
訓
練
が
行
わ
れ
ま
す
。

訓
練
実
施
日
　
11
月
５
日（
木
）午
前

10
時
ご
ろ（
中
止
す
る
場
合
は
町
メ
ー

ル
サ
ー
ビ
ス
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。）

訓
練
内
容

・
防
災
行
政
無
線
お
よ
び
戸
別
受
信

機
か
ら
の
放
送

・
町
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
配
信

・
役
場
庁
舎
の
館
内
放
送

※

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と
は
、
地
震
・
津
波

や
武
力
攻
撃
な
ど
の
緊
急
情
報

を
、
国
か
ら
人
工
衛
星
な
ど
を
通

じ
て
瞬
時
に
お
伝
え
す
る
シ
ス
テ

ム
で
す
。

　
災
害
が
発
生
す
る
と
、
避
難
所
に

は
多
数
の
避
難
者
が
集
ま
る
た
め
、感

染
症
拡
大
リ
ス
ク
が
高
ま
り
ま
す
。

本
町
の
避
難
所
運
営
に
お
い
て
も
、

鋭
意
感
染
症
対
策
を
進
め
て
い
き
ま

す
が
、
住
民
の
皆
さ
ん
に
お
か
れ
ま

し
て
も
自
助
に
よ
る
感
染
症
対
策
に

努
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

❶
避
難
の
考
え
方

・
避
難
と
は「
難
」を「
避
」け
る
こ
と
。

安
全
な
場
所
に
い
る
人
ま
で
避
難

場
所
に
行
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

在
宅
避
難
や
親
戚
・
知
人
宅
へ
の

避
難
な
ど
も
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

・
町
が
指
定
す
る
避
難
場
所
、
避
難

所
が
変
更
・
増
設
さ
れ
て
い
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
災
害
時
に
は
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

・
感
染
症
が
疑
わ
れ
る
方
が
避
難
す

る
場
合
は
、
事
前
に
役
場
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

❷
避
難
す
る
場
合
の
備
え
・
心
が
け

・ 

こ
ま
め
に
手
洗
い
や
消
毒
を
行

い
、清
潔
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

・
マ
ス
ク
を
着
用
し
、
周
囲
の
人
と

フ
ィ
ジ
カ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス（
身
体

的
距
離
）を
保
ち
ま
し
ょ
う
。

・
検
温
等
に
よ
り
自
己
の
体
調
の
変

化
に
注
意
し
、
も
し
不
調
を
感
じ

た
場
合
は
す
ぐ
に
避
難
所
の
ス

タ
ッ
フ
に
申
し
出
ま
し
ょ
う
。

・
マ
ス
ク
・
消
毒
液
・
体
温
計
・
ス

リ
ッ
パ
な
ど
必
要
な
も
の
は
、
で

き
る
だ
け
自
ら
で
備
蓄
・
携
行
し

て
く
だ
さ
い
。

統
一
標
語
　
そ
の
火
事
を
　
防
ぐ
あ

な
た
に
　
金
メ
ダ
ル

目
的
　
こ
の
運
動
は
、
火
災
が
発
生

し
や
す
い
気
候
と
な
る
時
季
を
迎
え

る
に
あ
た
り
、
火
災
予
防
思
想
の
一

層
の
普
及
を
図
り
、も
っ
て
火
災
の
発

生
を
防
止
し
、
死
傷
事
故
や
財
産
の

損
失
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
全

国
一
斉
に
実
施
す
る
も
の
で
す
。

◉
期
間
中
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
ま
す

　
午
後
７
時
に
町
内
一
斉
に
、
サ
イ

レ
ン
を
３
回
鳴
ら
し
、
火
災
予
防
の

啓
発
を
行
い
ま
す
。

11
月
９
日
〜
15
日

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

あ
い
ち
地
震
防
災
の
日

11
月
８
日（
日
）

防
災
行
政
無
線
な
ど
に
よ
る

緊
急
地
震
速
報
訓
練

こ
こ
ま
で
の
問
合
せ
先

　
役
場
　
防
災
危
機
管
理
課

　
内
線
１
５
１
・
１
５
２
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　お住まいの地域で発生した犯罪や不審者の情報を
タイムリーに配信します。登録は右の2次元コードから！！

※津島警察署が暫定的に集計したもので、愛知県警察本部が発表す
　る犯罪統計数値と一致しません。詳しい内容は、町ホームページを
　ご覧いただくか、役場防災危機管理課へお問合せください。

　
令
和
２
年
４
月
１
日
付
け
で
要
綱
を

一
部
改
正
し
、
同
じ
年
度
内
に
２
基
ま

で
申
請
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
今
ま
で
補
助
を
受
け
た
世
帯
も
対

象
と
な
り
ま
す
。

対
象
　
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方（
住
民

基
本
台
帳
に
記
載
）で
、
令
和
２
年
４
月

１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
に
、

住
宅
の
犯
罪
防
止
が
期
待
で
き
る
屋
外

に
、
セ
ン
サ
ー
ラ
イ
ト
を
購
入
設
置
し
た

方受
付
期
間
　
令
和
３
年
３
月
末
日
ま
で

補
助
金
額
　
購
入
設
置
金
額
の
２
分
の

１
以
内
と
し
、
セ
ン
サ
ー
ラ
イ
ト
１
基
に

つ
き
２
０
０
０
円
を
限
度
額
と
し
ま
す
。

（
１
０
０
円
未
満
切
り
捨
て
）

※

申
請
の
上
限
は
１
世
帯
に
つ
き
５
基
で

す
。（
令
和
元
年
度
以
前
に
補
助
を
受

け
た
世
帯
は
４
基
）

※

補
助
金
は
１
基
ご
と
に
計
算
し
ま
す
。

※

別
途
購
入
し
た
乾
電
池
等
の
電
源
費

用
お
よ
び
ポ
イ
ン
ト
利
用
分
は
除
き
ま

す
。

　
詳
し
く
は
、
役
場
窓
口
ま
た
は
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
せ
先
　
役
場 

防
災
危
機
管

理
課
　
内
線
１
５
１
・
１
５
２

ストップ・ザ　交通事故 ～令和元年度 交通安全標語入賞作品～
過信せず　免許返納　キッパリと

西　條
中　島
花　常
馬　島
三本木
砂　子
鎌須賀
八ツ屋
長　牧
東　條
北間島
堀之内
合　計

大字
地区名

 3 +2 16
 0 0 1
 2 0 12
 1 0 4
 0 -1 6
 0 -1 7
 1 +1 4
 0 0 1
 0 0 3
 1 +1 3
 1 +1 8
 1 -2 9
 10 +1 74

2020年
8月分

2020年
1月～8月累計

前月
対比

防犯防犯防犯

愛知県警察 
シンボルマスコット
「コノハけいぶ」

利用しやすく
なりました！

センサーライト
補助金

利用しやすく
なりました！

センサーライト
補助金

防
災
N
E
W
S

防
災
豆
知
識

チ
ョ
ッ
ト
待
っ
た
！

　
　
　
　

 

避
難
の
前
に
…

　
毎
年
11
月
の
第
２
日
曜
日
は
あ
い

ち
地
震
防
災
の
日
で
す
。

　
家
具
の
固
定
の
状
況
、食
料
、飲
料

水
、
医
薬
品
等
の
備
蓄
物
資
や
防
災

用
具
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
点
検
、
避
難
場

所
の
位
置
お
よ
び
避
難
経
路
、
災
害

時
に
お
け
る
家
族
間
の
連
絡
方
法
の

確
認
な
ど
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

　
地
震
・
津
波
の
発
生
時
に
備
え
緊

急
地
震
速
報
の
伝
達
訓
練
を
行
い
ま

す
。

　
こ
の
訓
練
は
、
全
国
瞬
時
警
報
シ

ス
テ
ム
（※

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
を
用
い
て

全
国
で
訓
練
が
行
わ
れ
ま
す
。

訓
練
実
施
日
　
11
月
５
日（
木
）午
前

10
時
ご
ろ（
中
止
す
る
場
合
は
町
メ
ー

ル
サ
ー
ビ
ス
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。）

訓
練
内
容

・
防
災
行
政
無
線
お
よ
び
戸
別
受
信

機
か
ら
の
放
送

・
町
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
配
信

・
役
場
庁
舎
の
館
内
放
送

※

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と
は
、
地
震
・
津
波

や
武
力
攻
撃
な
ど
の
緊
急
情
報

を
、
国
か
ら
人
工
衛
星
な
ど
を
通

じ
て
瞬
時
に
お
伝
え
す
る
シ
ス
テ

ム
で
す
。

　
災
害
が
発
生
す
る
と
、
避
難
所
に

は
多
数
の
避
難
者
が
集
ま
る
た
め
、感

染
症
拡
大
リ
ス
ク
が
高
ま
り
ま
す
。

本
町
の
避
難
所
運
営
に
お
い
て
も
、

鋭
意
感
染
症
対
策
を
進
め
て
い
き
ま

す
が
、
住
民
の
皆
さ
ん
に
お
か
れ
ま

し
て
も
自
助
に
よ
る
感
染
症
対
策
に

努
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

❶
避
難
の
考
え
方

・
避
難
と
は「
難
」を「
避
」け
る
こ
と
。

安
全
な
場
所
に
い
る
人
ま
で
避
難

場
所
に
行
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

在
宅
避
難
や
親
戚
・
知
人
宅
へ
の

避
難
な
ど
も
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

・
町
が
指
定
す
る
避
難
場
所
、
避
難

所
が
変
更
・
増
設
さ
れ
て
い
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
災
害
時
に
は
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

・
感
染
症
が
疑
わ
れ
る
方
が
避
難
す

る
場
合
は
、
事
前
に
役
場
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

❷
避
難
す
る
場
合
の
備
え
・
心
が
け

・ 

こ
ま
め
に
手
洗
い
や
消
毒
を
行

い
、清
潔
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

・
マ
ス
ク
を
着
用
し
、
周
囲
の
人
と

フ
ィ
ジ
カ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス（
身
体

的
距
離
）を
保
ち
ま
し
ょ
う
。

・
検
温
等
に
よ
り
自
己
の
体
調
の
変

化
に
注
意
し
、
も
し
不
調
を
感
じ

た
場
合
は
す
ぐ
に
避
難
所
の
ス

タ
ッ
フ
に
申
し
出
ま
し
ょ
う
。

・
マ
ス
ク
・
消
毒
液
・
体
温
計
・
ス

リ
ッ
パ
な
ど
必
要
な
も
の
は
、
で

き
る
だ
け
自
ら
で
備
蓄
・
携
行
し

て
く
だ
さ
い
。

統
一
標
語
　
そ
の
火
事
を
　
防
ぐ
あ

な
た
に
　
金
メ
ダ
ル

目
的
　
こ
の
運
動
は
、
火
災
が
発
生

し
や
す
い
気
候
と
な
る
時
季
を
迎
え

る
に
あ
た
り
、
火
災
予
防
思
想
の
一

層
の
普
及
を
図
り
、も
っ
て
火
災
の
発

生
を
防
止
し
、
死
傷
事
故
や
財
産
の

損
失
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
全

国
一
斉
に
実
施
す
る
も
の
で
す
。

◉
期
間
中
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
ま
す

　
午
後
７
時
に
町
内
一
斉
に
、
サ
イ

レ
ン
を
３
回
鳴
ら
し
、
火
災
予
防
の

啓
発
を
行
い
ま
す
。

11
月
９
日
〜
15
日

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

あ
い
ち
地
震
防
災
の
日

11
月
８
日（
日
）

防
災
行
政
無
線
な
ど
に
よ
る

緊
急
地
震
速
報
訓
練

こ
こ
ま
で
の
問
合
せ
先

　
役
場
　
防
災
危
機
管
理
課

　
内
線
１
５
１
・
１
５
２
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とき　12月1日（火） 午前9時～10時30分
※雨天中止
集合場所　八ツ屋防災コミュニティセンター
※お車でのお越しはご遠慮ください。
※実施についてはお問合せください。
対象　どなたでも参加できます。
定員　30名程度
参加費　100円（本年度に初めて参加する方のみ）
持ち物　タオル、帽子、動きやすい服装、
　　　　飲み物（必ず持参してください）
問合せ先　保健センター健康館すこやかおおはる
　　　　　☎（444）2714

●保健推進員主催　町内ウォーキング
　～新川沿いを歩くゆったりコース～

●スクエアステップリーダー養成講座
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
お
知
ら
せ

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種

海
部
医
療
圏
在
宅
医
療
・

介
護
連
携
支
援
セ
ン
タ
ー

（
あ
ま
さ
ぽ
）

◉
カ
ー
ト
整
理
等
作
業
会
員
募
集

　
ス
ー
パ
ー
の
カ
ー
ト
整
理
等
作
業

が
で
き
る
60
歳
以
上
の
方
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

◉
新
規
入
会
説
明
会

と
き
　
11
月
11
・
25
日（
水
）

　
午
前
10
時
か
ら
１
時
間
程
度

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー 

高
齢

者
生
き
が
い
活
動
セ
ン
タ
ー
内 

２
階 

会
議
室

対
象
　
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
60

歳
以
上
で
町
内
在
住
の
方

申
込
・
問
合
せ
先
　
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
　
☎（
４
４
３
）１
６
８
０

　
今
年
度
に
限
り
、無
料
で
実
施
し

ま
す
。

対
象
　
本
町
に
住
民
登
録
が
あ
り
、

次
の
条
件
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま

る
方

❶
65
歳
以
上
の
方

❷
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
心
臓
、

　
腎
臓
も
し
く
は
呼
吸
器
の
機
能
障

　
害
ま
た
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル

　
ス
に
よ
る
免
疫
機
能
障
害（
い
ず

　
れ
も
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
相
当

　
の
障
害
）を
有
す
る
方

接
種
回
数
　
１
回

接
種
期
限
　
令
和
３
年
１
月
31
日

（
日
）

実
施
場
所
　
大
治
町
・
津
島
市
・
愛

西
市
・
弥
富
市
・
あ
ま
市
・
蟹
江
町
・

飛
島
村
の
指
定
医
療
機
関

接
種
料
金
　
無
料

※

生
活
保
護
世
帯
の
方
は
証
明
書
を

　
発
行
し
ま
す
の
で
、接
種
日
の
１

　
週
間
前
ま
で
に
保
健
セ
ン
タ
ー
へ

　
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

接
種
方
法
　
事
前
に
指
定
医
療
機
関

へ
予
約
し
、
本
人
確
認
書
類（
健
康

保
険
証
、
介
護
保
険
被
保
険
者
証
、

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
）を
持
参
の

上
、
接
種
期
間
内
に
接
種
し
て
く
だ

さ
い
。

　
指
定
医
療
機
関
以
外
で
接
種
を
ご

希
望
の
方
は
、
令
和
３
年
１
月
18
日

（
月
）ま
で
に
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。
愛
知
県
広
域
予
防

接
種
事
業
な
ど
の
手
続
き
が
必
要
で

す
。

※

対
象
❷
に
あ
て
は
ま
る
方
は
、疾

　
病
の
程
度
を
証
明
で
き
る
も
の（
身

　
体
障
害
者
手
帳
等
）を
持
参
の
上
、

　
接
種
前
に
保
健
セ
ン
タ
ー
で
手
続

　
き
が
必
要
で
す
。

申
請
・
問
合
せ
先
　
保
健
セ
ン
タ
ー

健
康
館
す
こ
や
か
お
お
は
る

　
☎（
４
４
４
）２
７
１
４

　
当
セ
ン
タ
ー
は
、医
療
や
介
護
が

必
要
に
な
っ
て
も
、住
み
慣
れ
た
地
域

で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
、在

宅
医
療
の
相
談
窓
口
と
し
て
、関
係

す
る
医
療
機
関
、介
護
事
業
所
、行
政

機
関
等
と
連
携
を
図
り
、適
切
な
在

宅
医
療
・
介
護
の
情
報
を
提
供
し
て

い
ま
す
。

　
医
療
と
介
護
の
知
識
を
持
つ
相
談

員
が
常
駐
し
、皆
さ
ん
の
ご
相
談
を

お
受
け
し
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
海
部
医
療
圏
在
宅
医
療
・

介
護
連
携
支
援
セ
ン
タ
ー（
あ
ま
さ

ぽ
）

　
☎
０
５
６
７（
５
８
）５
９
８
９

　（
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

　
時
15
分
）

　スクエアステップを習得し、地域での健康づくりに取り組んでみませんか。
◉スクエアステップとは
　体力づくり、転倒予防、脳機能の活性化に効果があるマットエクササイズです。
◉スクエアステップリーダーとは
　指導員の指示・監督の下、地域における介護予防教室等でスクエアステップの実践を
サポートすることができる資格です。ボランティア資格のため、無償での活動になります。
とき　11月16日（月）・12月11日（金）・24日（木）・令和3年1月18日（月）・28日（木）
　　　午前10時～正午（受付時間　午前9時45分～）
　　　※5日間の参加が必要です
ところ　保健センター
対象　地域で健康づくり・介護予防教室等に取り組んでいただける町民の方
定員　20名　講師　三重大学教育学部 保健体育講座 教授 重松 良祐 氏 など
持ち物　筆記用具、運動靴（室内用）、タオル、飲み物、動きやすい服装
申込期限　11月13日（金）
申込・問合せ先　保健センター健康館すこやかおおはる　☎（444）2714

●スクエアステップリーダー主催　スクエアステップ教室
　スクエアステップは、マット上でステップを踏む運動です。体力づくり、転倒予防、脳機能
の活性化に効果があるといわれています。ぜひ、ご参加ください。
とき　11月5日（木）午後2時～3時30分（受付時間　午後1時45分～） 
ところ　保健センター
対象　一般住民　16名（初めて申し込みの方優先）
持ち物　タオル、飲み物、動きやすい服装、マスク
申込期限　11月5日（木）
申込・問合せ先　保健センター健康館すこやかおおはる　☎（444）2714
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とき　12月1日（火） 午前9時～10時30分
※雨天中止
集合場所　八ツ屋防災コミュニティセンター
※お車でのお越しはご遠慮ください。
※実施についてはお問合せください。
対象　どなたでも参加できます。
定員　30名程度
参加費　100円（本年度に初めて参加する方のみ）
持ち物　タオル、帽子、動きやすい服装、
　　　　飲み物（必ず持参してください）
問合せ先　保健センター健康館すこやかおおはる
　　　　　☎（444）2714

●保健推進員主催　町内ウォーキング
　～新川沿いを歩くゆったりコース～

●スクエアステップリーダー養成講座
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
お
知
ら
せ

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種

海
部
医
療
圏
在
宅
医
療
・

介
護
連
携
支
援
セ
ン
タ
ー

（
あ
ま
さ
ぽ
）

◉
カ
ー
ト
整
理
等
作
業
会
員
募
集

　
ス
ー
パ
ー
の
カ
ー
ト
整
理
等
作
業

が
で
き
る
60
歳
以
上
の
方
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

◉
新
規
入
会
説
明
会

と
き
　
11
月
11
・
25
日（
水
）

　
午
前
10
時
か
ら
１
時
間
程
度

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー 

高
齢

者
生
き
が
い
活
動
セ
ン
タ
ー
内 

２
階 

会
議
室

対
象
　
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
60

歳
以
上
で
町
内
在
住
の
方

申
込
・
問
合
せ
先
　
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
　
☎（
４
４
３
）１
６
８
０

　
今
年
度
に
限
り
、無
料
で
実
施
し

ま
す
。

対
象
　
本
町
に
住
民
登
録
が
あ
り
、

次
の
条
件
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま

る
方

❶
65
歳
以
上
の
方

❷
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
心
臓
、

　
腎
臓
も
し
く
は
呼
吸
器
の
機
能
障

　
害
ま
た
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル

　
ス
に
よ
る
免
疫
機
能
障
害（
い
ず

　
れ
も
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
相
当

　
の
障
害
）を
有
す
る
方

接
種
回
数
　
１
回

接
種
期
限
　
令
和
３
年
１
月
31
日

（
日
）

実
施
場
所
　
大
治
町
・
津
島
市
・
愛

西
市
・
弥
富
市
・
あ
ま
市
・
蟹
江
町
・

飛
島
村
の
指
定
医
療
機
関

接
種
料
金
　
無
料

※

生
活
保
護
世
帯
の
方
は
証
明
書
を

　
発
行
し
ま
す
の
で
、接
種
日
の
１

　
週
間
前
ま
で
に
保
健
セ
ン
タ
ー
へ

　
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

接
種
方
法
　
事
前
に
指
定
医
療
機
関

へ
予
約
し
、
本
人
確
認
書
類（
健
康

保
険
証
、
介
護
保
険
被
保
険
者
証
、

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
）を
持
参
の

上
、
接
種
期
間
内
に
接
種
し
て
く
だ

さ
い
。

　
指
定
医
療
機
関
以
外
で
接
種
を
ご

希
望
の
方
は
、
令
和
３
年
１
月
18
日

（
月
）ま
で
に
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。
愛
知
県
広
域
予
防

接
種
事
業
な
ど
の
手
続
き
が
必
要
で

す
。

※

対
象
❷
に
あ
て
は
ま
る
方
は
、疾

　
病
の
程
度
を
証
明
で
き
る
も
の（
身

　
体
障
害
者
手
帳
等
）を
持
参
の
上
、

　
接
種
前
に
保
健
セ
ン
タ
ー
で
手
続

　
き
が
必
要
で
す
。

申
請
・
問
合
せ
先
　
保
健
セ
ン
タ
ー

健
康
館
す
こ
や
か
お
お
は
る

　
☎（
４
４
４
）２
７
１
４

　
当
セ
ン
タ
ー
は
、医
療
や
介
護
が

必
要
に
な
っ
て
も
、住
み
慣
れ
た
地
域

で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
、在

宅
医
療
の
相
談
窓
口
と
し
て
、関
係

す
る
医
療
機
関
、介
護
事
業
所
、行
政

機
関
等
と
連
携
を
図
り
、適
切
な
在

宅
医
療
・
介
護
の
情
報
を
提
供
し
て

い
ま
す
。

　
医
療
と
介
護
の
知
識
を
持
つ
相
談

員
が
常
駐
し
、皆
さ
ん
の
ご
相
談
を

お
受
け
し
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
海
部
医
療
圏
在
宅
医
療
・

介
護
連
携
支
援
セ
ン
タ
ー（
あ
ま
さ

ぽ
）

　
☎
０
５
６
７（
５
８
）５
９
８
９

　（
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

　
時
15
分
）

　スクエアステップを習得し、地域での健康づくりに取り組んでみませんか。
◉スクエアステップとは
　体力づくり、転倒予防、脳機能の活性化に効果があるマットエクササイズです。
◉スクエアステップリーダーとは
　指導員の指示・監督の下、地域における介護予防教室等でスクエアステップの実践を
サポートすることができる資格です。ボランティア資格のため、無償での活動になります。
とき　11月16日（月）・12月11日（金）・24日（木）・令和3年1月18日（月）・28日（木）
　　　午前10時～正午（受付時間　午前9時45分～）
　　　※5日間の参加が必要です
ところ　保健センター
対象　地域で健康づくり・介護予防教室等に取り組んでいただける町民の方
定員　20名　講師　三重大学教育学部 保健体育講座 教授 重松 良祐 氏 など
持ち物　筆記用具、運動靴（室内用）、タオル、飲み物、動きやすい服装
申込期限　11月13日（金）
申込・問合せ先　保健センター健康館すこやかおおはる　☎（444）2714

●スクエアステップリーダー主催　スクエアステップ教室
　スクエアステップは、マット上でステップを踏む運動です。体力づくり、転倒予防、脳機能
の活性化に効果があるといわれています。ぜひ、ご参加ください。
とき　11月5日（木）午後2時～3時30分（受付時間　午後1時45分～） 
ところ　保健センター
対象　一般住民　16名（初めて申し込みの方優先）
持ち物　タオル、飲み物、動きやすい服装、マスク
申込期限　11月5日（木）
申込・問合せ先　保健センター健康館すこやかおおはる　☎（444）2714
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　令和4年3月31日まで、風しん抗体検査・予防接種を公費で受けられます。
対象：昭和37年4月2日～昭和54年4月1日の間に生まれた男性（クーポン券送付済）

妊娠中および産後1年未満の方
※町に住民登録のある方のみ（歯科治療中の方を除く）

6歳臼歯
保護育成事業

満6歳から、小学3年生に該当する年度末まで
※町に住民登録のある方のみ 随時

妊産婦
歯科健康診査 随時

随時歯周病健診 40・50・60・70歳の方（令和2年4月1日時点）
※町に住民登録のある方のみ（歯科治療中の方を除く）

【申込方法】保健センター健康館すこやかおおはるへお申し込みください。（郵送可）

医療機関

医療機関

医療機関

事業名 対象 とき
乳幼児および成人 11月10・24日（火）

【受付時間】午前9時～11時【持ち物】使用中の歯ブラシ、乳幼児：母子健康手帳
歯みがき
相談

保健センター

成人保健事業 予 予約制●会場は保健センター健康館すこやかおおはるです。

母子保健事業
予 予約制●持ち物：母子健康手帳（必須）

●日程等は、「令和2年度大治町保健センター健康館すこやかおおはる日程表」をご確認ください。
●会場は保健センター健康館すこやかおおはるです。
●保健センターでの飲食はできません。あらかじめ済ませて来所してください。

歯科保健事業 　　　　　    保健センター健康館すこやかおおはるで実施（要事前予約：保健センター）
　　　　　 医療機関で実施（要事前予約：指定歯科医療機関）医療機関

保健センター

問合せ先　保健センター健康館すこやかおおはる　☎（444）2714

●持ち物：母子健康手帳・予診票・健康保険証
●接種回数、間隔等詳しくは「予防接種のご案内」またはホームページをご確認ください。予防接種（定期）

愛知県広域予防接種事業について
海部地区の指定医療機関以外の医療機関（愛知県内）で定期予防接種が受けられます。接種前に申請が必要にな
りますので、詳細については保健センターへお問合せください。

大治町の集団検診
（抗体検査のみ）

勤務先の健康診断
（抗体検査のみ）

勤務先にお問合せください。

場所 方法等
医療機関
（抗体検査・予防接種）

本事業に参加している全国の医療機関等で実施しています。
厚生労働省のホームページでご確認ください。

≪風しん抗体検査および第5期予防接種≫

●海部地区（大治町・津島市・愛西市・弥富市・あま市・蟹江町・飛島村）指定医療機関で接種してください。
●3種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風）を接種希望の方は、保健センターへお問合せください。
●予防接種の予診票が手元にない方は、母子健康手帳を持って、保健センターへお越しください。
　（母子健康手帳をお持ちでない場合、予診票を交付することはできませんので、ご了承ください。）

接種期限：令和3年3月31日（水）
対象の方には令和2年3月末に接種券を郵送
しています。接種券を持参の上、指定医療機
関で接種してください。（自己負担金2,000円）

ワクチンの種類（大人） 対象 接種期限等

高齢者肺炎球菌ワクチン
今年度に以下の年齢に達する方
65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、
90歳、95歳、100歳

ワクチンの種類（子ども）
Hib（ヒブ）、小児の肺炎球菌、B型肝炎、ロタ、4種混合、BCG、麻しん及び風しん（MR混合ワクチン）、水痘（水ぼうそう）、
日本脳炎、不活化ポリオ、3種混合、2種混合、子宮頸がん予防ワクチン（積極的勧奨は見合わせ中）

※ロタは、10月から定期接種（A類疾病）となりました。（対象：R2年8月生まれ～）

とき 受付時間
成人健康相談 成人 毎週火曜日 午前9時30分～11時

毎週火曜日 午前9時30分～11時禁煙相談 たばこをやめたいと思っている方

栄養相談 成人 11月24日（火） 午前9時～11時

心の健康相談
心の悩みのある方やその家族等 毎週火曜日 午前9時30分～11時
※医療機関に相談されている方を除く

予

予

予

予

事業名 対象

とき 受付時間名称 対象

 

予

予

予

予

予

乳児健康診査 3～4か月児

11月18日（水）

午後1時15分～2時30分
【持ち物】質問票・バスタオル・オムツ

9か月児相談 9～10か月児

11月17日（火）

午前9時10分～10時40分
【持ち物】質問票・オムツ

1歳6か月児健康診査
1歳6～7か月児

11月12日（木）

午後1時30分～2時30分
【持ち物】質問票 　【注意】歯みがきを済ませて来所してください。

2歳児歯科健康診査
2歳0～1か月児

11月19日（木）

午前9時15分～10時15分
【持ち物】質問票・タオル・コップ・使用中の歯ブラシ
【注意】歯みがきを済ませて来所してください。

3歳児健康診査
3歳0～1か月児 午後1時30分～2時30分
【持ち物】質問票・当日の朝に出た尿（20cc程）
【注意】歯みがきを済ませて来所してください。

11月18日（水）

後期離乳食教室
前期離乳食教室

8～11カ月頃の乳児とその母親
4～6カ月頃の乳児とその母親

12月4日（金）
12月3日（木）
11月11・25日（水）

11月24日（火）

11月10・24日（火）

午前10時～10時10分

とき 受付時間

予

予

予

予

母子健康手帳の交付
妊娠された方 毎週火曜日 午前9時30分～10時30分
【持ち物】妊娠届出書

妊婦・乳幼児相談 妊娠された方・乳幼児
※身体計測のみ希望の方は予約不要

毎週火曜日 午前9時30分～11時

乳幼児とその家族栄養相談 午前9時～11時

予 午前10時～10時10分

幼児 午後1時30分～3時30分

産後ケア事業
（短期入所型・居宅訪問型） 産科医療機関に宿泊、または居宅に助産師等が訪問し、お母さんの心身のケアや、

授乳指導、育児相談等を行います。詳しくは、お問合せください。

育児支援を必要とする母子 産後4カ月まで7日以内

産後ホームヘルパー派遣事業 食事の準備及び後片付け、衣類の洗濯及び補修、生活必需品の買い物等
詳しくは、お問合せください。

母親の体調不良等により家事が困難な方 産後3か月まで10日以内

妊娠・授乳されている方母乳相談 午前9時～11時

名称 対象

予ことばの相談

●対象の方へ個別に通知します。≪乳幼児健診≫

●11月8日（日）に予定していました献血については、中止となりました。

11月13・27日（金）午前・午後、11月29日（日）午前、12月6日（日）午前
詳細等については、保健センターへお問合せください。

●60歳以上65歳未満で心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
　（いずれも身体障害者手帳１級相当の障害）を有する方は保健センターにお問合せください。
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　令和4年3月31日まで、風しん抗体検査・予防接種を公費で受けられます。
対象：昭和37年4月2日～昭和54年4月1日の間に生まれた男性（クーポン券送付済）

妊娠中および産後1年未満の方
※町に住民登録のある方のみ（歯科治療中の方を除く）

6歳臼歯
保護育成事業

満6歳から、小学3年生に該当する年度末まで
※町に住民登録のある方のみ 随時

妊産婦
歯科健康診査 随時

随時歯周病健診 40・50・60・70歳の方（令和2年4月1日時点）
※町に住民登録のある方のみ（歯科治療中の方を除く）

【申込方法】保健センター健康館すこやかおおはるへお申し込みください。（郵送可）

医療機関

医療機関

医療機関

事業名 対象 とき
乳幼児および成人 11月10・24日（火）

【受付時間】午前9時～11時【持ち物】使用中の歯ブラシ、乳幼児：母子健康手帳
歯みがき
相談

保健センター

成人保健事業 予 予約制●会場は保健センター健康館すこやかおおはるです。

母子保健事業
予 予約制●持ち物：母子健康手帳（必須）

●日程等は、「令和2年度大治町保健センター健康館すこやかおおはる日程表」をご確認ください。
●会場は保健センター健康館すこやかおおはるです。
●保健センターでの飲食はできません。あらかじめ済ませて来所してください。

歯科保健事業 　　　　　    保健センター健康館すこやかおおはるで実施（要事前予約：保健センター）
　　　　　 医療機関で実施（要事前予約：指定歯科医療機関）医療機関

保健センター

問合せ先　保健センター健康館すこやかおおはる　☎（444）2714

●持ち物：母子健康手帳・予診票・健康保険証
●接種回数、間隔等詳しくは「予防接種のご案内」またはホームページをご確認ください。予防接種（定期）

愛知県広域予防接種事業について
海部地区の指定医療機関以外の医療機関（愛知県内）で定期予防接種が受けられます。接種前に申請が必要にな
りますので、詳細については保健センターへお問合せください。

大治町の集団検診
（抗体検査のみ）

勤務先の健康診断
（抗体検査のみ）

勤務先にお問合せください。

場所 方法等
医療機関
（抗体検査・予防接種）

本事業に参加している全国の医療機関等で実施しています。
厚生労働省のホームページでご確認ください。

≪風しん抗体検査および第5期予防接種≫

●海部地区（大治町・津島市・愛西市・弥富市・あま市・蟹江町・飛島村）指定医療機関で接種してください。
●3種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風）を接種希望の方は、保健センターへお問合せください。
●予防接種の予診票が手元にない方は、母子健康手帳を持って、保健センターへお越しください。
　（母子健康手帳をお持ちでない場合、予診票を交付することはできませんので、ご了承ください。）

接種期限：令和3年3月31日（水）
対象の方には令和2年3月末に接種券を郵送
しています。接種券を持参の上、指定医療機
関で接種してください。（自己負担金2,000円）

ワクチンの種類（大人） 対象 接種期限等

高齢者肺炎球菌ワクチン
今年度に以下の年齢に達する方
65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、
90歳、95歳、100歳

ワクチンの種類（子ども）
Hib（ヒブ）、小児の肺炎球菌、B型肝炎、ロタ、4種混合、BCG、麻しん及び風しん（MR混合ワクチン）、水痘（水ぼうそう）、
日本脳炎、不活化ポリオ、3種混合、2種混合、子宮頸がん予防ワクチン（積極的勧奨は見合わせ中）

※ロタは、10月から定期接種（A類疾病）となりました。（対象：R2年8月生まれ～）

とき 受付時間
成人健康相談 成人 毎週火曜日 午前9時30分～11時

毎週火曜日 午前9時30分～11時禁煙相談 たばこをやめたいと思っている方

栄養相談 成人 11月24日（火） 午前9時～11時

心の健康相談
心の悩みのある方やその家族等 毎週火曜日 午前9時30分～11時
※医療機関に相談されている方を除く

予

予

予

予

事業名 対象

とき 受付時間名称 対象

 

予

予

予

予

予

乳児健康診査 3～4か月児

11月18日（水）

午後1時15分～2時30分
【持ち物】質問票・バスタオル・オムツ

9か月児相談 9～10か月児

11月17日（火）

午前9時10分～10時40分
【持ち物】質問票・オムツ

1歳6か月児健康診査
1歳6～7か月児

11月12日（木）

午後1時30分～2時30分
【持ち物】質問票 　【注意】歯みがきを済ませて来所してください。

2歳児歯科健康診査
2歳0～1か月児

11月19日（木）

午前9時15分～10時15分
【持ち物】質問票・タオル・コップ・使用中の歯ブラシ
【注意】歯みがきを済ませて来所してください。

3歳児健康診査
3歳0～1か月児 午後1時30分～2時30分
【持ち物】質問票・当日の朝に出た尿（20cc程）
【注意】歯みがきを済ませて来所してください。

11月18日（水）

後期離乳食教室
前期離乳食教室

8～11カ月頃の乳児とその母親
4～6カ月頃の乳児とその母親

12月4日（金）
12月3日（木）
11月11・25日（水）

11月24日（火）

11月10・24日（火）

午前10時～10時10分

とき 受付時間

予

予

予

予

母子健康手帳の交付
妊娠された方 毎週火曜日 午前9時30分～10時30分
【持ち物】妊娠届出書

妊婦・乳幼児相談 妊娠された方・乳幼児
※身体計測のみ希望の方は予約不要

毎週火曜日 午前9時30分～11時

乳幼児とその家族栄養相談 午前9時～11時

予 午前10時～10時10分

幼児 午後1時30分～3時30分

産後ケア事業
（短期入所型・居宅訪問型） 産科医療機関に宿泊、または居宅に助産師等が訪問し、お母さんの心身のケアや、

授乳指導、育児相談等を行います。詳しくは、お問合せください。

育児支援を必要とする母子 産後4カ月まで7日以内

産後ホームヘルパー派遣事業 食事の準備及び後片付け、衣類の洗濯及び補修、生活必需品の買い物等
詳しくは、お問合せください。

母親の体調不良等により家事が困難な方 産後3か月まで10日以内

妊娠・授乳されている方母乳相談 午前9時～11時

名称 対象

予ことばの相談

●対象の方へ個別に通知します。≪乳幼児健診≫

●11月8日（日）に予定していました献血については、中止となりました。

11月13・27日（金）午前・午後、11月29日（日）午前、12月6日（日）午前
詳細等については、保健センターへお問合せください。

●60歳以上65歳未満で心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
　（いずれも身体障害者手帳１級相当の障害）を有する方は保健センターにお問合せください。
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❷ ー ❺　令和元年度決算報告
❻ ー 12　Information
13 　 　　マイナポイント上限5,000円分もらえちゃう！
14 ー 15　今月のカレンダー
16 ー 17　入選おめでとうございます！
18 ー 19　税のたより

20 ー 21　子育て応援！！
22 　 　　防災NEWS
23 　 　　防犯NOW
24 　 　　シニア向け情報
25 ー 27　すこやかガイド
28 　 　　こんにちは！1歳になりました！

※アプリの使用は無料ですが、通信費は各回線ごとのご負担となります。
※広告が表示されますが、町とは一切関係ありません。

問合せ先　役場　企画課　内線163
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人口・世帯
(令和2年10月1日現在)

人 口
男
女
世帯数

:
:
:
:

32,990人
16,747人
16,243人
13,972世帯

（+13）
（－1）
（+14）
（+3）

今月の納税等
納期限／口座振替日
11月30日

納付は便利な口座振替で
　　既に申し込み済みの方は残高確認を！

● 国民健康保険税　　　　　　　　　　　　５　　期
● 介護保険料　　　　　　　　　　　　　　５　　期
● 後期高齢者医療保険料　　　　　　　　　５　　期
● 保育所運営費保護者負担金　　　　　　１１ 月 分

2020

No.465
11

1歳のお誕生日おめでとう☆これ
からも元気いっぱいニコニコ笑顔
をたくさん見せてね！！

5日
生まれ
三本木

麻生 彩羽ちゃん
い ろ は

お父さんとお母さんの所に来てくれてありがとう！裕大は宝物だよ。いつまでもその笑顔で皆を幸せにしてね！

14日
生まれ
北間島

甘蔗生 裕大くん

ゆ う た

11月生まれの
みんな

おめでとう!
対象　本町在住で、広報発行月に満1

歳の誕生日を迎えるお子さん
　　　例11月生まれは11月号
締切　各生まれ月の2カ月前の10日
応募方法　応募用紙に記入の上、役場

企画課または保健センタ
ー健康館すこやかおおは
るの応募箱に投函してく
ださい。

問合せ先　役場　企画課　内線128

「こんにちは ！1歳になりました ！ 」

募集中！

昨年の秋季防火パレードの様子

「広報おおはる」・「おおはる議会だより」をスマートフォンアプリで配信中
「広報おおはる」・「おおはる議会だより」をスマートフォンの無料アプリ「マチイロ」で配信しています。
下記の2次元コードからダウンロードできます。ぜひご利用ください。




